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は じ め に

○認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障があ
る人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社
会の実現に資するものですが、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるに
もかかわらず、十分に利用されていません。

○こうした状況を踏まえ、成年後見制度の利用の促進に関する法律（以降、成年後見制度利用促
進法）が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。成年後見制度の利用
の促進には、市町村の取組が不可欠であることから、同法律において、市町村の講ずる措置
等が規定されており（第14条市町村の講ずる措置）、市町村は、国が定める成年後見制度利
用促進基本計画（以降、「国基本計画」）を勘案して、当該市町村の区域における成年後見
制度の利用の促進に関する施策についての基本的な市町村計画を定めるよう努めるとされま
した。

○平成29年3月24日に閣議決定された国基本計画では、市町村に対し、地域連携ネットワーク・
中核機関に期待される機能の段階的・計画的整備に向け、市町村計画を定めるよう努めるこ
とを求めています。本手引きは、各市町村で成年後見制度利用促進基本計画を策定する際の
参考としていただくことを目的として作成しています。

○計画策定にしっかりとした時間や人員をとることが困難な状況にある市町村が、最短ルートで
計画を策定するイメージをつかむには、まず、本手引きの第１部「1」、「2」を参照してく
ださい。

○計画策定のプロセスに関係機関や地域住民が加わり、共通認識を形成しながら計画を立案する
ことは、計画を実行する上で必要となる地域連携ネットワークを構築していくことにつながり
ます。丁寧なプロセスを経て実効性ある計画を作り込むヒントを提供するため、第1部「3」で
は、具体的な実践方法について紹介しています。

○現在、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え
て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていく「地域共生社会の実現」を目指しています。たとえ判断能力が不十分で、自らに
とって必要なことを主張したり、一人で選択・決定することが難しい状態になっても、地域
社会に参画しその人らしい生活を継続できるよう、成年後見制度の適切な利用を含む地域の
権利擁護支援の在り方を総合的に考え、住民を必要な権利擁護の支援につなげることができ
る地域の仕組みづくりが求められています。

○成年後見制度の利用を必要とする人は判断能力が不十分な状態にあり、自ら「成年後見制度の
申立てをしてほしい」と発信することは基本的に困難です。そのような状況におかれている



人は人権侵害に遭いやすく、自ら必要な介護・福祉サービスを適切に選択・決定することも
難しい状況におかれています。また、判断能力が不十分な人の生活を支える介護・福祉サー
ビス事業者側からみても、そうした方々とのスムーズな契約や安定したサービス提供が難し
く、当然に保障されるべき地域社会での生活の継続が、結果的に困難になる事態も生じてい
ます。

○判断能力が十分でなく、一人では契約・選択（意思決定）が困難になった住民が引き続き地域
社会で生活し続けられるよう、老人福祉法等は、成年後見制度の市町村長申立てや、当該申
立てをスムーズに行うための取組を市町村の福祉行政に求めています。しかし、住民の権利
擁護支援の必要性は、窓口で待っているだけでは気づくことができません。地域と連携し、
早期にその必要性に気づく対応が重要です。また、権利擁護支援には、見守りや日常生活自
立支援事業の利用を含む様々な方策があり、地域福祉の観点から、もっとも当事者に適した
方法を取ることが重要です。

○行政だけでなく地域住民、地域の関係者・関係機関が参画し、表面化しづらい権利擁護支援の
必要性をどのように早期に把握し、どのように適切に支えていくのか、「権利擁護支援の地
域連携ネットワークの構築」こそが、国基本計画の求めているものといえます。そして、こ
のネットワークは、すでに取り組まれてきた「地域包括ケア」や「地域自立支援協議会」等
の権利擁護や地域連携における福祉の取組に「司法」分野を追加し、家庭裁判所との連携を
確保することで構築が可能です。

○成年後見制度利用促進の取組を通して明らかになった権利擁護支援に関する地域生活課題につ
いて、関係機関や地域住民とともに協議会で検討し、包括的な支援体制を構築していくプロセ
スは、誰もがその人らしく生活をし続けることができる地域づくりの実現を目指す取組そのも
のといえます。全国どの地域に住んでいても、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築や
成年後見制度利用促進が、地域共生社会実現の重要な一手段として、また地域福祉行政の仕事
として市町村計画に位置づけられ、取組が推進されることを心より期待しています。
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本手引きの構成と使い方

○本手引きは、Ⅰ市町村編、Ⅱ都道府県編、Ⅲ資料編の 3部で構成しています。

ポイント１：実際の市町村計画の例を掲載
・本手引きでは、策定形態や人口規模などを勘案し、４つの自治体の計画例を掲載し、ポイントを解説しています。
・まず、計画の内容や例を知りたいという方は、「２」をご覧ください。

ポイント２：市町村計画を策定する上での参考プロセスを整理
・市町村計画策定の参考プロセスをまとめています。計画の実効性を高めたいという方は、「３」をご覧ください。

ポイント３：市町村計画の見直しや次期計画の策定に向けたポイントを整理
・本手引きでは、計画を実行する段階での記録やデータの取り方、見直しの考え方についてまとめています。
  市町村計画の見直しや次期計画の策定を視野に入れて計画を策定したい方は、「３」（９）（10）をご覧ください。

Ⅰ 市町村編

・成年後見制度利用促進法や国基本計画の中で書かれている都道府県に期待される市町村支援の内容を整理する
  とともに、実際に都道府県が行っている市町村支援の事例を掲載しています。

Ⅱ 都道府県編　

・審議会設置条例の例や協議会設置要綱の例など、基本計画策定にあたって参考となるような資料を掲載しています。

Ⅲ 資料編
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本手引きの構成と使い方

○本手引きは、Ⅰ市町村編、Ⅱ都道府県編、Ⅲ資料編の 3部で構成しています。

ポイント１：実際の市町村計画の例を掲載
・本手引きでは、策定形態や人口規模などを勘案し、４つの自治体の計画例を掲載し、ポイントを解説しています。
・まず、計画の内容や例を知りたいという方は、「２」をご覧ください。

ポイント２：市町村計画を策定する上での参考プロセスを整理
・市町村計画策定の参考プロセスをまとめています。計画の実効性を高めたいという方は、「３」をご覧ください。

ポイント３：市町村計画の見直しや次期計画の策定に向けたポイントを整理
・本手引きでは、計画を実行する段階での記録やデータの取り方、見直しの考え方についてまとめています。
  市町村計画の見直しや次期計画の策定を視野に入れて計画を策定したい方は、「３」（９）（10）をご覧ください。

Ⅰ 市町村編

・成年後見制度利用促進法や国基本計画の中で書かれている都道府県に期待される市町村支援の内容を整理する
  とともに、実際に都道府県が行っている市町村支援の事例を掲載しています。

Ⅱ 都道府県編　

・審議会設置条例の例や協議会設置要綱の例など、基本計画策定にあたって参考となるような資料を掲載しています。

Ⅲ 資料編
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市町村編
Ⅰ

１．市町村計画策定の趣旨

（１）計画策定の法的根拠

成年後見制度利用促進法第 14 条第 1 項では、「市町村の講ずる措置」として、成年後見制度
の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされています。

　

成年後見制度利用促進法　抜粋
（市町村の講ずる措置）
第十四条　市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努める
とともに、成年後見制度等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう
努めるものとする。

２　市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事
項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の
合議制の機関を置くよう努めるものとする。

さらに国基本計画 p.20 ～ 21 において、市町村計画に盛り込むことが望ましい内容が以下のよ
うに示されています。

国基本計画 p.20 ～ 21 抜粋
（４）制度の利用促進に向けて取り組むべきその他の事項
③市町村による成年後見制度利用促進基本計画（市町村計画）の策定

○促進法第２３条第１項（現在は第 14 条第 1 項）において、市町村は国の基本計画を勘
案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての
基本的な計画（以下「市町村計画」という。）を定めるよう努めるものとされている。

○市町村計画を定めるに当たっては、以下の点につき、具体的に盛り込むことが望ましい。
・上記（２）①の地域連携ネットワークの三つの役割を各地域において効果的に実現させ

る観点から、具体的な施策等を定めるものであること。
・上記（２）②のチームや協議会等といった地域連携ネットワークの基本的仕組みを具体

化させるものであること。
・上記（２）④、⑤及び⑥を踏まえ、地域連携ネットワーク及び中核機関の設置・運営、

並びにそれらの機能の段階的・計画的整備について定めるものであること。
・既存の地域福祉・地域包括ケア・司法のネットワークといった地域資源の活用や、地域

福祉計画など既存の施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とすること。
・成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方についても盛り込むこと。

※上記（２）①～⑥については、国基本計画 p.9 ～ 18 参照
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（２）市町村計画に盛り込むことが望ましい内容

国基本計画の「盛り込むことが望ましい内容」を要約すると、次のようにまとめることができ
ます。

市町村計画を定めるに当たって具体的に盛り込むことが望ましい内容

▶ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの以下の役割を実現させる体制整備の方針
・権利擁護支援の必要な人の発見・支援
・早期の段階からの相談・対応体制の整備
・意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

▶ 地域連携ネットワークの中核機関の整備・運営方針

▶ 地域連携ネットワークおよび中核機関の４つの機能（広報機能、相談機能、成年後見制
度利用促進機能、後見人支援機能）の段階的・計画的整備方針

▶ 「チーム」「協議会」の具体化の方針
※既存の地域福祉・地域包括ケア・司法とのネットワークといった地域資源の活用や、地

域福祉計画など既存の施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とする

▶成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方

目
的

誰もが住み慣れた地域で、地域の人々と支えあいながら、
尊厳をもってその人らしい生活を継続することができること

⬇

目
標

必要な人が、成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用できるよう権利擁
護支援の地域連携ネットワークを構築

ネットワークの役割

・権利擁護支援の必要な人の発見・支援
・早期の段階からの相談・対応体制の整備
・意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度利用の運用に
　資する支援体制の構築

⬇
具
体
的
な
施
策
等
の
方
針

✓中核機関の整備・運営の方針
✓権利擁護支援の地域連携ネットワークおよび中核機関の４つの機能の段階的・計画的な整備
・広報機能
・相談機能
・成年後見制度利用促進機能
・後見人支援機能

✓チーム・協議会の具体化の方針

✓助成制度のあり方

ポイント！市町村計画に盛り込むことが望ましい内容の関係性
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（３）権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関と市町村計画

①権利擁護支援の地域連携ネットワークとは

　全国どの地域においても、必要な人が、本人らしい生活を守るための制度として成年後見制度
を利用できるよう、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発
見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。
　「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」、「早期の段階からの相談・対応体制の整備」、「意思
決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」という３つの役割
を念頭に、既存の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）に司法も含めた連携
の仕組みを構築するものとされ、「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素とします。

②チームとは

後見等開始前においては、地域の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し必要な支援へ結び付
ける（本人と社会との関係性を修復・回復させる）機能を果たします。後見等開始後においては、
本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の運用を行うため、法的な権限を
持つ後見人と地域の関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り
継続的に把握し対応する役割を果たします。

国基本計画では、必要に応じ、法律・福祉の専門職が専門的助言・相談対応等の支援に参画す
るとされ、できる限り既存の支援の枠組み（介護保険や障害福祉のサービス担当者会議等）を活
用して編成することとされています。

 協力して日常的に本人を見कり、本人の意ࢥや状況を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組み

メンバー例：

後見等開始前

本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者

後見等開始後

後見人が加わる＋

家族・親族、主治医、介護支援専門員、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉
士、入所先社会福祉施設、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サ
ービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員・近隣住民、ボランティア、金
融機関、市町村窓口、専門職、建築業者、旅行業者等、必要に応じて構成される。

個別の課題に

応じて
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③協議会とは

協議会は、必ずしも一つの会議体である必要はありません。既存の支援の仕組み（地域ケア推
進会議、自立支援協議会、高齢者虐待防止ネットワーク連絡会、権利擁護センター運営委員会）
などを活用することができます。それぞれのネットワークの機能を拡充したり、複数の会議体を
活用したり、打ち合わせ等を行うことによって「期待される成果」を発揮することができます。
ただし、何らかの形で家庭裁判所の関与を求めることが重要です。

④中核機関とは

専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークの
コーディネートを担う機関です。国基本計画では、地域の実情に応じて、市町村等が設置してい
る「成年後見支援センター」や「権利擁護センター」など既存の取組も活用しつつ、市町村が整
備し、その運営に責任を持つことが想定されています（市町村直営又は委託等）。様々なケース
に対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係を維持発展
させ、円滑に協力を得るノウハウ等を段階的に蓄積しつつ、地域における連携・対応強化を継続
的に推進していく役割を担うことが求められています。

国基本計画では、中核機関自ら担うべき業務の範囲については、地域連携ネットワークの関係
団体と分担するなど、各地域の実情に応じて調整されるものとされており、一つの機関ですべて
の機能を満たさなければならないわけではありません。市町村計画では、この中核機関について
の整備、運営方針について記述することになります。

国基本計画では、協議会の整備により以下のような内容を期待しています。

̍）以下のような地域課題の検討・調整・解決
　・チーム（ಛに親族後見人等）へのద切なバックアップ体制を整備すること
　・困難ケースに対ॲするため、ケース会議等をద切に開催する体制を整備すること
　・多職छ間でのߋなる連携強化を進めること
２）成年後見制度をؚむ地域の権利擁護に関することについての、家庭裁判所との情報交換・調整

後見等開始の前後を問わͣ、「チーム」に対し法・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援
を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各専門職団体や各
関係機関が自発的に協力する体制作りを進める合議体。中核機関が事務局機能を担う。
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パターン１

　社会福祉協議会等へ委託した「成年後見支援センター」「権利擁護センター」を中核機関とし
ている市町村や、委託先の「成年後見支援センター」「権利擁護センター」と委託元の所管部署
の両方を合わせて中核機関と位置付けている市町村があります。

パターン２
　地域包括支援センターの中に成年後見支援センター等を整備し、中核機関としている市町村が
あります。

ポイント！中核機関の整備パターンの例

※資料編に、市と単独委託の成年後見支援センターの例として、愛知県豊田市に関する関連資料を掲載しています。
　ご参照ください。

※町の地域包括支援センターにおいた例として、新潟県阿賀町の計画を掲載しています。p.14をご参照ください。
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パターン 3
　複数の市町村が共同して、社会福祉協議会やＮＰＯ団体に中核機関を整備しているパターンも
あります。

このような広域整備の場合、幹事市が委託している場合と、それぞれの市が委託している場合
があります。

国基本計画は「地域において重層的な支援体制を構築していく観点」から、「市町村単位の機
関に対しさらに広域的・専門的支援等を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・出張所）
単位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討すべき」としています。

このことから、受任調整会議や後見人支援機能については広域整備とし、広報・相談について
は市町村単位で機能させるといった選択をする市町村もあります。

パターン 4

※複数機関の機能分散の例として、香川県三豊市の計画を掲載しています。p.17をご参照ください。

※資料編に、広域整備2の例として、上伊那成年後見センターに関する関連資料を掲載しています。
　ご参照ください。



7

市
町
村
計
画
策
定
の
趣
旨

　中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えま
す。中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞれの
自治体で策定します。
　この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、中
核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自治
体が連携して取り組むことになります。

中核機関を広域整備とする場合でも、各自治体で市町村計画を策定します

A 市の計画

○○成年後見
支援センターを
中核機関とする

B 市の計画

○○成年後見
支援センターを
中核機関とする

C 市の計画

○○成年後見
支援センターを
中核機関とする

D 市の計画

○○成年後見
支援センターを
中核機関とする

○○成年後見支援センター

事業計画
この計画を共同して取り組む

中核機関をおくための手続きは、明確に定められているものではありませんが、書面で記録を
残しておくと、組織として決定したということが明確になり、実効性を高めることができると考
えられます。

例えば、以下のような方法が考えられます。　※ 1）、2）、3）の具体例は、巻末資料編を参照

１）協定書の締結
２）設置要綱
３）委託仕様書、委託契約書での明記
４）庁内内部決裁
５）市町村計画での記載

ポイント！中核機関をおくための手続き

ポイント！広域整備の場合の計画策定の考え方
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⑤４つの機能

国基本計画では、地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能として、以下が示
されています。市町村計画では、これらの機能の段階的・計画的な整備の方針を盛り込むことに
なります。

なお、国基本計画は、優先して整備すべき機能として、相談機能、広報機能をあげています。
成年後見制度の特長や留意点をわかりやすく広報、説明すること、成年後見制度を含む権利擁護
支援の相談をどこが受けているのか、窓口を分かりやすく明示することが求められています。

地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能
（国基本計画 p.11 ～ｐ .15）

①広報機能
②相談機能
③成年後見制度利用促進機能
　（a）受任者調整（マッチング）等の支援
　（b）担い手の育成・活動の促進
　　　（市民後見人や法人貢献の担い手などの育成・支援）
　（c）日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
④後見人支援機能
⑤不正防止効果

新しい「箱もの」整備ではなく、中核機関や権利擁護支援の地域連携ネッ
トワークの「機能」をどう整備し、充実させていくかという視点で市町村
計画を立てる。

地域連携ネットワークの
３つの役割

中核機関の４つの機能
（+ 副次的効果）

国基本計画（p.３）における
７つの場面

権利擁護支援の必要な人の
発見・支援 広報機能 場面①　制度の広報・周知

早期の段階からの相談・対
応体制の整備 相談機能

場面②　相談・発見
場面③　情報集約

意思決定支援・身上保護を
重視した成年後見制度の運
用に資する支援体制の構築

成年後見制度利用促進機能
場面④　地域体制整備
場面⑤　後見等申立て

後見人支援機能
場面⑥　後見等開始後の
　　　　継続的支援

（不正防止効果） 場面⑦　後見人等の不正防止

ポイント！

※中核機関の 4 つの機能を充実させることの副次的効果として、不正防止があります。
※各機能の具体例は p.57 ～を参照ください。
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②段階的整備の担保

国基本計画は、権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の４つの機能（広報機能、
相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機能）について「段階的整備・計画的」を求
めています。

計画策定という手法を用いることにより、計画の見直しの際に、次に整備する機能についての
具体的目標を設定することができます。一度にすべての機能を整備できなくとも、段階的な体制
整備を担保することができるため、市町村として、利用促進の取組に着手しやすくなります。

【市町村計画の策定に取り組んでいる市町村職員の方のご意見（一部）】

a. 目指すべき姿の明確化
・単独で市町村計画を策定しているため、計画の理念を「権利擁護支援の必要な人にとっ

ての意思決定支援の重視と、自発的意思が尊重される地域づくり」として、内容を権利
擁護に集約できた。また、中核機関の必要性を明確にすることで、既存のセンターの機
能強化を図ることができた。（一般市）

・地域福祉計画に盛り込んだことで地域福祉としての位置付けが明確となった。（町村）

b. ニーズの整理・把握
・先進地の中核機関の設置方法や運営状況を視察することで、自分の自治体との比較がで

き課題が明確化できた。（中核市）
・町内の成年後見制度の利用が必要な人数を把握できたことにより、緊急性のある課題であ

るということを認識することができた。また、関係機関等と権利擁護支援を必要としてい
る方の情報を共有することができ、その後の事業推進に活かすことができた。（町村）

一度にすべての機能を整える必要はなく、段階的・計画的な整備で構いま
せん。

（４）計画策定の意義と効果

①効果的で着実な推進

　市町村計画を策定することは、a「権利擁護支援の地域連携ネットワークについての目指すべ
き姿」を、庁内外に対して明らかにすることといえます。権利擁護支援については、各福祉法の
所管、権利擁護業務の所管、さらに地域住民、介護・福祉サービスの事業者、法律・福祉職など
の専門職団体等、関係者・関係機関は多岐にわたります。b 的確にニーズを把握し、計画の見直
し年度までに達成する具体的目標を設定することで、多岐にわたる施策の整合を図り、着実かつ
効果的に推進することができます。

※ニーズ整理については、p.37 を参照

ポイント！
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③地域連携ネットワークの構築・強化

適切なプロセスを経て策定された市町村計画は、地域連携ネットワークの構築・強化の前提と
なるものです。a 庁内関係部署、b 地域住民、関係者・関係機関を巻き込んだ形で計画を策定
すると、c 目指すべき姿についての共通認識を形成することができ、体制整備における適切な役
割分担が可能となります。さらに結果として、c 関係機関等からの協力が得られやすくなるため
d 迅速な個別対応を行うことができるようになり、権利擁護支援を推進することができます。

【市町村計画の策定に取り組んでいる市町村職員の方のご意見（一部）】

a.  地域連携ネットワークの構築・強化（庁内）
・自治体が行うべきことが明示されたことにより、成年後見制度に関して福祉部門（総務

課、高齢福祉課、障害福祉課）が連携する体制ができた。（政令市）

b. 地域連携ネットワークの構築・強化（庁外）
・今後、市町村計画策定に取り組んでいく予定だが、その前段として地域連携ネットワー

ク協議会の準備会を発足し、これまでつながりの薄かった司法関係者（家庭裁判所・弁
護士・司法書士）との関係を構築することができることはプラスになると感じる。（政
令市）

・今年度から「成年後見制度体制検討会」を開始。司法書士や社会福祉士、市内の高齢・
障害支援事業所、施設職員と成年後見制度についての課題や今後の施策についての意見
交換を行うことで、体制整備を進めるための基盤ができた。（一般市）

・幅広い年齢層の権利擁護を考えることで、各団体との横のつながりが一層強くなり、福
祉行政の強化を図ることができると考える。（町村）

c. 関係者の理解促進
・行政と社協が協働で取り組んでいく意識醸成を図ることができつつある。（一般市）
・ケアマネジャーや相談支援事業所、地域包括支援センター職員の権利擁護支援の意識づ

けがされた。（一般市）
・「高齢者」や「障害者」、「地域福祉」といった領域を超えて権利擁護の地域づくりを

検討する必要があるため、行政や専門職団体・事業所等も含めた多職種連携の意識が向
上している。（町村）

d. 権利擁護支援の推進・個別対応の迅速化
・計画策定を行ったことで、補助・保佐類型の申立てが促進された。（一般市）
・定期的に連絡会を開催していたため、市長申立ての際に成年後見の受任を依頼しやすく

なった。（一般市）
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（５）計画策定の流れ
　市町村計画の策定にあたっては、以下の流れが想定されます。
これらは、必ずしも順番に進むものではなく、各市町村の実情に応じて、前後したりプロセスを
省略したりすることも考えられます。

Ⅰ　

計
画
策
定
の
た
め
の
準
備

□　担当課の決定	 P.32〜

⬇
□　スケジュールの決定	 P.34〜

⬇
□　現状の確認	 P.36〜

⬇
□　課題整理	 P.40〜

⬇
□　計画策定メンバーの決定	 P.42〜

Ⅱ　

計
画
策
定

□　市町村計画案の作成	 P.44〜

⬇
□　意見の聞き取りと反映	 P.48〜

⬇
□　計画の決定と公表	 P.50〜

＜市町村計画策定＞

Ⅲ　

計
画
の
実
行
と
見
直
し

□　協議会への報告	 P.51〜

⬇
□　計画の見直し　	 P.56〜
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２．市町村計画のパターン

（１）市町村計画のパターン

　計画策定方法は、大きく分けて、以下の２通りが想定されます（両方策定する場合もあります）。
それぞれの策定方法についての特長と留意点は以下の通りです。

成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定 地域福祉計画等の他の法定計画と一体的に策定

特長

・権利擁護支援に特化した目標を立てる
ことができる。

・具体的な施策目標、担当部署が明示し
やすい。

・当該計画の検討に必要な策定メンバー
を選出しやすい。

・関連する分野、施策とのつながりを提
示することができる。

・アンケート調査や評価・見直しを、他の
法定計画と一体的に行うことができる。

・計画策定委員会開催にかかる経費を縮減できる。
・上位計画や他の計画に位置づけられて

いると、市町村の総合計画と連動させ
やすく、予算確保につながりやすい。

留意点

・計画の評価・見直し等、PDCAサイク
ルについて、その都度取り組む必要が
ある。

・策定メンバーに成年後見制度に関する
専門職団体等が入っていない場合、計
画に掲げている内容について、別途、
チェックしてもらう必要がある。

・具体的な内容を書き込みづらい場合
は、別途、事業計画やアクションプラ
ン等を立てることが必要となる。

計画に
盛 り 込 む
べき事項

本手引き　p.2、 p.13
阿 賀 町（p.14 ～）、 三 豊 市（p.17 ～）
の例を参照

本手引き　 p.2、 p23
女 川 町（p.25 ～）、 八 戸 市（p.26 ～）
の例を参照

中核機関を広域整備とする場合、各自治体で市町村計画を策定します
中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えます。

中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞれの自治体
で策定します。

この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、中
核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自治体
が連携して取り組むことになります。

ポイント！　広域整備の場合の計画策定の考え方（再掲）
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（２）成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定する場合

成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定する場合、以下のような形で、「市町村計画
に盛り込むことが望ましい事項」（本手引き p.2 参照）を盛り込むことが考えられます。

１　○○市 ( 区町村 ) 成年後見制度利用促進基本計画の策定の趣旨と
位置づけ

２　現状と課題
（１）現状　　

※成年後見制度利用者数、高齢化率、要支援者数、障害者数、日常生活

自立支援事業利用者数、成年後見制度関連施策の実施状況（市町村長

申立て数、成年後見制度利用支援事業の実施状況と実績、広報啓発、

市民後見人育成・選任状況、法人後見育成・活用状況）などを用いて

現状を示すことができます。

※成年後見制度利用ニーズ調査や、成年後見制度の認知度や意識調査等の

アンケート調査を実施している場合には、それらを提示することで、施

策に取り組む必要性を明示することができます。

（２）課題

※権利擁護支援の実務を担当している所管、関係者・関係機関とも協議

しつつ、今回の計画で解決する課題を書きます。

３　今後の取組

（１）本計画における取組目標（段階的に整備するものはその旨記載）

※権利擁護支援ネットワークの３つの役割の中で、本計画がもっとも重点

的に充実させる目標を示す方法も考えられます。目標を定めておくこと

で、協議会における建設的な検討や合議を進めることができます。

（２）中核機関、チーム、協議会等についての体制整備の方針について

（３）助成制度について

※成年後見制度利用支援事業等の助成制度について示します。その場

合、介護保険計画や障害福祉計画の内容と連動することになります。

４　評価
※計画を見直す年度や具体的手法を示す方法が考えらます。例えば「○

年度に、【○○市権利擁護支援ネットワーク協議会】等の意見を聴き、

計画を見直す」等の記述が考えられます。

成年後見制度利用促進基本計画を単体で策定する場合のイメージ

本手引き
p.36 参照

本手引き
p.40 参照

本手引き
p.56 参照

事項ごとに、取組目
標と実現するための
具体的方法を合わせ
て、それぞれを書く
方法もあります。
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計画例１ 単体計画で町の方針を簡潔に示す例 ～ 新潟県阿賀町

１．成年後見制度利用促進基本計画策定にあたって
（１）計画策定の趣旨
　阿賀町では、高齢化率が 45％（全国平均 26.0％）を超え、
高齢者のみ世帯が 3 割を超えている。これらの状況から、「認
知症高齢者の増加」や知的、精神障がい者を支える親の高齢化
による「親亡き後問題」が課題となることが明らかである。
　そのため、阿賀町では平成 28 年度に成年後見センターを開
設し、高齢者・障がい者が住み慣れた地域で生活できるよう、
成年後見制度に対する取り組みを継続的・体系的に実施してい
くため計画を策定する。

（２）成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
　「成年後見制度利用促進基本計画」（以下「基本計画」という。）
は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律
第 29 号。以下「促進法」という。）第 12 条第 1 項に基づき、
成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るために策定されるものである。
　なお、市町村は、国の基本計画を勘案し、当該市町村の区域
における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基
本的な計画を定めるよう努めるものとされているが、阿賀町に
おいてはすでに成年後見センターを開設していることから、計
画を策定するものとする。

（３）基本計画の対象期間
　今回策定する基本計画は、平成 30 年度から平成 32 年度まで
の 3 年間を定めるものとする。

阿賀町成年後見制度利用促進基本計画 ポイント解説

計画の目的をひとこ
とで示しています。

根拠法を明示してい
ます。

このように計画の期
間を定めておくと、
次期計画に向けて見
直す際のスケジュー
ルの目安になります。

高齢化率や高齢者の
み世帯からの割合か
ら、課題認識を明ら
かにしています。

新潟県阿賀町（人口 11,078 人、高齢化率 47.0%（平成 30.12.31 現在））では、平成 25 年
秋頃から、認知症高齢者や障害者手帳所持者の支援体制のあり方について意見が出され、県
社会福祉協議会のバックアップもあって、県弁護士会を含む県・町関係者によるプロジェク
トチームによる勉強会、ニーズ調査や受け皿の確認等具体的な検討が行われるようになりま
した。その間、精神障害者への虐待に対する首長申立てを経験するなかで、第三者後見人不
在による担い手確保（市民後見人の養成）と法人後見事業への取組の必要性、成年後見制度
利用に係る支援体制の整備（ワンストップでサポートできる成年後見センターの設置）等へ
の認識が共有化され、平成 28 年度に直営地域包括支援センター内に成年後見センターが設
置されました。また、平成 27 年度からは市民後見人の養成が開始されています。そうした
中での国基本計画の策定を受けて、町として、ごく自然に単体の計画策定に取り組みました。
策定に際しては、既存の成年後見センター運営委員会を活用しています。
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（４）計画策定体制

　阿賀町成年後見センター運営委員会において、国の基本指針に

基づき、委員の意見を反映させ、計画内容の検討を実施。

２．成年後見を取り巻く現状
　平成 26 年度阿賀町成年後見制度に関する実態把握調査より

（１）調査対象

　高齢者福祉施設　　 19 施設

　障がい者福祉施設　　9 施設

（２）調査結果

成年後見制度の利用者　　　　　 6 名

成年後見制度の利用が必要な者　61 名

上記のうち、首長申立及び第三者後見人が必要な者　　40 名

３．成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
（１）基本的な考え方

　本計画は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力

が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行

い、これらの者の権利を尊重して擁護することにより、地域で安

心して暮らし続けることができる社会の実現を目指す。

（２）基本方針

　国が示す基本理念は次の①～③のとおりであり、町では理念に

基づき、地域の実情に応じた成年後見利用の促進を図り、専門職

団体との連携や市民後見人の養成を実施していく。

①個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい生活の保障

②自己の意思決定支援の重視と自発的意思の尊重

③財産管理のみならず、適切な身上の保護

（３）今後の施策の目標

　基本理念及び基本方針に基づき、成年後見制度の利用促進を

図るため、次の目標を計画の基本目標とし推進する。

　①利用者に沿った制度の運用

　財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適

切な後見人等の選任や利用者の意思決定支援を念頭においた

後見人等とのケア検討会の実施を行う。

合議体で作成したこ
とを明らかにしてい
ます。「成年後見セン
ター運営委員会」と
いう既存の仕組みを
活用して、計画を策
定しています。

現状分析として、実
態把握調査の結果を
記載しています。
現状分析は、こうし
た調査の実施に限ら
ず、国基本計画の現
状分析を参考にまと
めることも考えられ
ます。

「成年後見制度利用促
進機能」「後見人支援
機能」の具体化を「ケ
ア検討会の実施」と
して示しています。

「基本的な考え方」
「基本方針」は、阿
賀町として、成年後
見制度利用促進にど
のように取り組むか
を示しています。
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今まで行ってきた周
知活動に加えて、任
意後見制度の周知を
盛り込んでいます。

医療機関や金融機関
と、それぞれに連携
協力体制を構築する
ことで、地域連携ネッ
トワークの体制整備
を図っています。こ
のように、今ある仕
組みに、それぞれの
関係を付加する形で
取り組むことができ
ます。

国基本計画で示され
た「親族後見人への
支援」について「支
援策を検討する」こ
とを明示しています。
このように、支援策
が決定していなくて
も「検討する」こと
を計画に盛り込むこ
とで、親族後見人へ
の支援の施策を推進
することができます。

　②阿賀町成年後見センターの活動促進

　成年後見制度の周知や制度利用の相談と促進、市民後見人の

養成を含めた後見人支援等の機能を整備し、被後見人等を適切

に支援できるよう協力体制の構築を行う。

　③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和

　不正防止に関し市民後見人のみならず、親族後見人等につ

いての支援策を検討していく。また、金融機関や診断書を作成

する医療機関と連絡・協力体制を築いていく。

４．成年後見制度を促進するための事業
（１）成年後見制度に関する相談及び手続き支援

　弁護士による法律相談を活用した相談対応や手続き支援の実施。

（２）成年後見制度に関する広報及び啓発

　任意後見制度の周知も含めた成年後見制度の周知活動の実施。

（３）市民後見人の養成及び活用支援

　実態把握調査の実施と市民後見人養成研修の実施と日常生活

自立支援事業の相談支援員といった地域貢献を含めた市民後見

人の活用の検討と支援の実施。

（４）成年後見制度に関係する機関等との連携および調整

　専門職団体のみならず医療機関、金融機関との協力体制の構

築を目指す。

※資料編 p.115 に関連資料を掲載
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計画例 2 単体計画で国基本計画の流れにそって市の取組を示す例 ～ 香川県三豊市

1．基本計画の目的
　本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第
２９号）に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的
な推進を図るために策定するものです。

2．基本計画の概要
（１）基本計画の位置づけ
　成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）第
１４条第１項において、市町村は、国の基本計画を勘案して、当該市町村の
区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計
画を定めるよう努めるものとされており、本計画は関連計画である「三豊市
地域福祉計画」（平成30年度から平成34年度）と一体的に連動して取り組み、

「三豊市高齢者福祉計画・第7期介護保険計画」（計画期間：平成30年度か
ら平成32年度）、「第5期三豊市障害者福祉計画」（計画期間：平成30年度か
ら平成32年度）とその他関連計画との整合、連携を図ります。
＜促進法第 14 条を抜粋＞

（２）基本計画の期間
　今回策定する基本計画は平成３１（２０１９）年度から平成３４（２０２２）
年度までの４か年です。
　今後、高齢者福祉計画、障害者福祉計画及び地域福祉計画の見直しに伴い、
本計画を該当する部分に統合していく予定です。

年度 H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020) H33 (2021) H34 (2022) H35 (2023)

計

画

高齢者福祉計画・障害者福祉計画 次期計画

地域福祉計画 次期計画

成年後見制度利用促進基本計画

（３）計画策定のための取り組み及び体制
平成２９年１０月に成年後見制度利用促進審議会設置準備会を設置、さ

らに平成３０年１０月には三豊市成年後見制度利用促進審議会を設置し、学
識経験者、医療・福祉関係者・司法関係者・市民等より基本計画策定に関し
審議を重ねました。また、平成31年1月には意見公募手続（パブリックコメ
ント）を実施し、幅広い意見を聴取しその反映に努めました。

三豊市成年後見制度利用促進基本計画 ポイント解説

計画の位置づけと、
他の行政計画との連
動性を示しています。

成年後見制度利用促
進基本計画と他の計
画との関係をわかりや
すく図示しています。
法定計画に盛り込む
ことで、実効性を高め、
見直しが定期的に行
われるようにしていま
す。

三豊市は、条例によっ
て審議会を設置し、
基本計画を策定しま
した。パブリックコ
メントを実施し、意
見の聴取と反映を
行っています。

根拠法を明示してい
ます。

　香川県三豊市（（人口 66,160 人、高齢化率 34.89%（Ｈ 30 年 9 月 1 日現在））では平成 18 年度から、
主に高齢者分野での相談や事例への対応において、必要に応じて市長申立て等を実施してきた直営の地域包括
支援センターが中心となって、市町村計画と体制整備双方の検討を進めています。市としての意思決定をする
ために、成年後見制度の利用促進に関する施策について調査審議する場として条例に基づく審議会を設置し、
当審議会で、成年後見制度利用促進基本計画案（市町村計画案）と中核機関の設置案について審議しました。
上記審議会の設置に加え、既存の枠組みを活用（地域ケア推進会議を「協議会」と位置づける）しています。
　市町村計画としては、単独の成年後見制度利用促進基本計画を 4 年間策定し、その後は、地域福祉計画や
高齢者・障害者福祉計画の見直しの際に成年後見制度利用促進基本計画に該当する部分を書き加えて、定期的
な見直しができるように検討する予定です。
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３．成年後見制度利用に関する現状と課題
人口減少と少子高齢化が本市でも着実に進行しており、平成３７（２０２５）

年には団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）となることが見込まれていること
から、高齢者に関する課題は今後も本市が地域と取組む生活課題の一つであると
考えられます。第３期三豊市地域福祉計画策定にあたり、三豊市に居住する一般
市民を対象とするアンケート調査を実施しました。その中で、成年後見制度、日
常生活自立支援事業について尋ねたところ、「制度の名称は知っているが内容は
知らない」が５割弱を占めており、「初めて知った」も３割弱を占めており、制度
が浸透していないことがうかがえます。その他、日頃何とかしなければならない
と思っていることについては、「独居高齢者や夫婦のみ世帯のくらしの問題」が
１位、「病気・認知症等の高齢者がいる世帯の問題」が第２位となっており、高
齢者に関する課題が上位２項目を占めています。

＜地域福祉計画より一部抜粋＞

＜参考資料を掲載＞
・地域包括支援センターへの成年後見制度に関する相談件数
・市長申立件数
・日常生活自立支援事業契約及び法人後見受任状況

＜国基本計画の基本的な考え方を抜粋＞

４．成年後見制度利用促進にあたっての目標と基本的な考え方
（１）目標

成年後見制度を必要な人が利用できるよう、成年後見制度利用促進基本
計画を勘案して権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の体制整
備を行う。
＜国基本計画を抜粋＞

（２）基本的な考え方
地域連携ネットワークと中核機関について

①地域連携ネットワークの三つの役割 
　ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援

地域において、権利擁護に関する支援の必要な人（財産管理や必要な
サービスの利用手続を自ら行うことが困難な状態であるにもかかわらず必
要な支援を受けられていない人、虐待を受けている人など）の発見に努め、
速やかに必要な支援に結び付けます。

　イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備 
早期の段階から、任意後見や保佐・補助類型といった選択肢を含め、

成年後見制度の利用について住民が身近な地域で相談できるよう、窓口
等の体制を整備します。

ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支
援体制の構築  
成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用できる

よう、本人の意思、心身の状態及び生活の状況等を踏まえた運用を可能
とする地域の支援体制を構築します。

地域福祉計画策定の
ために実施した住民
アンケートのなか
で、成年後見制度に
関する質問を入れて
いるので、その集計
結果も踏まえて、現
状と課題を分析して
います。

現状の取組を数値で
示す場合、このよう
な項目が考えられま
す。

日常生活自立支援事
業の実施状況から、
成年後見制度の潜在
ニーズを分析するこ
ともできます。

国基本計画の「３
（２）権利擁護支援
の地域連携ネット
ワークづくり」の箇
所を引用し、３つの
役割の実現の観点
で、②以降で掲げら
れている具体的仕組
みをつくることを示
しています。
例えば、３つの役割
の中から、本計画で
どの部分を重点的に
整備するのかを決め
て取りかかることも
考えられます。



19

市
町
村
計
画
の
ύ
λ
ồ
ϯ

②地域連携ネットワークの基本的仕組み 
　地域連携ネットワークは、以下の二つの基本的仕組みを有するものとして構
築を進めます。
　ア）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人を地域において
発見し、必要な支援へ結び付ける機能を強化します。

権利擁護支援が必要な人について、本人の状況に応じ、後見等開始前に
おいては本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が、後見等開始後
はこれに後見人が加わる形で「チーム」としてかかわる体制づくりを進め、
法的な権限を持つ後見人と地域の関係者等が協力して日常的に本人を見守
り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応する仕組みとします。
具体的には、「地域ケア個別会議」などのケース会議のメンバーを「チーム」
と位置づけ、権利擁護支援を行います。

イ）地域における「協議会」等の体制づくり 
後見等開始の前後を問わず、成年後見制度に関する専門相談への対応や、

後見等の運用方針等についての家庭裁判所との情報交換・調整等に適切に
対応するため、個々のケースに対する「チーム」での対応に加え、地域にお
いて、法律・福祉の専門職団体や関係機関がこれらのチームを支援する体制
を構築します。

このため、各地域において各種専門職団体・関係機関の協力・連携強化
を協議する協議会等を設置し、個別の協力活動の実施、ケース会議の開催や、
多職種間での更なる連携強化策等の地域課題の検討・調整・解決などを行
います。 

具体的には、「地域ケア推進会議」を「協議会」と位置づけ、チームをバッ
クアップする体制整備を図ります。

③地域連携ネットワークの中核となる機関の必要性 
上記のような地域連携ネットワークを整備し、協議会等を適切に運営していく
ためには、その中核となる機関が必要になると考えられます。中核機関は、様々
なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職等から円滑に
協力を得るノウハウ等を蓄積し、地域における連携・対応強化の推進役として
の役割を担います。

④地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等 
地域連携ネットワーク及び中核機関については、以下に掲げるア）広報機能、

イ）相談機能、ウ）成年後見制度利用促進機能、エ）後見人支援機能の４つの
機能について、段階的・計画的に整備するとともに、オ）不正防止効果にも配
慮します。なお、中核機関自ら担うべき業務の範囲については、地域連携ネッ
トワークの関係団体と分担・調整します。既存の地域包括ケアや地域福祉のネッ
トワーク、実績のある専門職団体等の既存資源も十分活用するとともに、今後、
成年後見制度に関する普及・啓発の活動、人材育成等を担う「権利擁護支援
センター」（仮称）の設置をすすめる等、地域連携ネットワークや中核機関の機
能については、柔軟に実施、整備を進めていきます。

ア）広報機能 
地域連携ネットワークに参加する司法、行政、福祉・医療・地域などの関

係者は、成年後見制度が本人の生活を守り権利を擁護する重要な手段であ
ることの認識を共有し、利用する本人への啓発活動とともに、そうした声を

「チーム」の具体化の部
分です。「具体的には」
以降が、三豊市として
のチームの位置づけを
示しています。
地域ケア個別会議など
のケース会議のメン
バーでチームの位置づ
けが示されています。

「協議会」の具体化の部
分です。「具体的には」
以降が、三豊市として
の位置づけを示してい
ます。
地域ケア推進会議を「協
議会」と位置づけ、チー
ムのバックアップを図
ろうとしています。

地域連携ネットワー
ク及び中核機関の４
つの機能について、
ほぼ、国基本計画の
文言を踏襲して、市
町村計画としていま
す。この部分を、取
り組む機能のみの記
載にし、残りの機能
については、「今後検
討する」という形で
計画を立てることも
できます。

三豊市の具体的取組と
して、今後、「権利擁
護支援センター」（仮
称）の設置をすすめる
ことを示しています。
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挙げることができない人を発見し支援につなげることの重要性や、制度の活
用が有効なケースなどを具体的に周知啓発していくよう努めます。

中核機関は、地域における効果的な広報活動推進のため、広報を行う各
団体・機関（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会、市役所の各窓口、福
祉事業者、医療機関、金融機関、民生委員、自治会等）と連携しながら、パ
ンフレット作成・配布、研修会・セミナー企画等の広報活動が、地域におい
て活発に行われるよう配慮します。 

その際には、任意後見、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期利
用も念頭においた活動となるよう留意します。

イ）相談機能 
中核機関は、成年後見制度の利用に関する相談に対応する体制を構築しま

す。市町村長申立てを含め権利擁護に関する支援が必要なケースについて、
関係者からの相談に応じ、情報を集約するとともに、必要に応じて弁護士会・
司法書士会・社会福祉士会等の支援を得て、後見等ニーズの精査と、必要な
見守り体制（必要な権利擁護に関する支援が図られる体制）に係る調整を行
います。その際、本人の生活を守り、権利を擁護する観点から、地域包括支
援センターや障害者相談支援事業者等とも連携し、後見類型だけではなく、
保佐・補助類型の利用の可能性も考慮します。

弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との連携確保は、市町区域を超え
た広域対応についても検討します。

ウ）成年後見制度利用促進機能 
(a)受任者調整（マッチング）等の支援 
〇親族後見人候補者の支援 

後見人になるにふさわしい親族がいる場合、本人の状況に応じ、当該親
族等へのアドバイス、専門職へのつなぎ、当該親族等が後見人になった
後も継続的に支援できる体制の調整等を行います。

〇市民後見人候補者等の支援 
市民後見人が後見を行うのがふさわしいケースについては、市民後見人
候補者へのアドバイス、後見人になった後の継続的な支援体制の調整
等を行います。 

〇受任者調整（マッチング）等 
中核機関は、専門職団体（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等）
及び法人後見を行える法人と連携するとともに今後養成された市民後見
人候補者の名簿を整備することにより円滑に人選を行います。また、中
核機関が後見人候補者を推薦するに当たっては、本人の状況等に応じ、
適切な後見人候補者の選定のみならず、必要なチーム体制やその支援
体制を検討します。

〇家庭裁判所との連携 
中核機関は、後見人候補者の的確な推薦や後見人への支援を行うこと
ができるよう、日頃から家庭裁判所と連携します。また、家庭裁判所に
は審議会にオブザーバーとして参加していただき、地域連携ネットワー
クを充実させていく中で見えてきた課題等について意見交換をします。

(b)担い手の育成・活動の促進 

国基本計画の中から
市が担う部分を抜粋
して、市の計画とし
ています。

市民後見人の養成と
活用について、具体
的なスケジュール等
を示しています。

三豊市として、家庭
裁判所とどのように
連携するのか、具体
的に示しています。
このような記載をす
る場合には、どのよ
うに連携を図り、ど
のように計画に記載
するかを家庭裁判所
と協議します。



21

市
町
村
計
画
の
ύ
λ
ồ
ϯ

市民後見人の積極的な活用が可能となるよう、市民後見人の育成につ
いては、中核機関と地域連携ネットワークが連携し、平成３２（２０２０）
年度に市民後見人養成講座を開催します。さらに、市民後見人研修の修
了者について、法人後見を担う社会福祉協議会において後見人となるた
めの実務経験を重ね、市民後見人の活用をすすめていきます。

若年期からの制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場
合、継続性や専門性の観点から、法人後見の活用が有用である場合もあり、
後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、
その活用を図ります。 

(c)日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 
日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない人が福祉サービスの

利用手続や金銭管理において支援を受けるサービスであり、利用開始に当
たり医学的判断が求められないこと、生活支援員等による見守り機能を生
かし、本人に寄り添った支援が可能であることなどの特徴を有しています。
今後、地域連携ネットワークが構築される中で、日常生活自立支援事業等
の関連制度と成年後見制度との連携が強化されるべきであり、特に、日常
生活自立支援事業の対象者のうち保佐・補助類型の 利用や後見類型への
転換が望ましいケースについては、中核機関と連携し成年後見制度へのス
ムーズな移行等を検討します。 

エ）後見人支援機能 
中核機関は、親族後見人や市民後見人等の日常的な相談に応じるとともに、

必要なケースについて法的な権限を持つ後見人と、本人に身近な親族、福祉・
医療・地域等の関係者（例えば、ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保
護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入所先社会福祉施設、入院
先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サー
ビス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員、
市担当課など）がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の状況 を継続
的に把握し適切に対応する体制を作ります。専門的知見が必要であると判断
された場合において法律・福祉の専門職が本人を支援することができるよう、
専門職団体の協力を得ながら意思決定支援・身上保護を重視した後見活動
が円滑に行われるよう支援します。 

中核機関は、必要に応じて家庭裁判所と情報を共有し、後見人による事
務が本人の意思を尊重し、その身上に配慮して行われるよう、後見人を支援
します。特に、本人の福祉・生活の質の向上の観点から、本人と後見人との
関係がうまくいかなくなっている場合や他の支援体制への切替えが望ましい
と考えられる場合等において、本人の権利擁護を図るために、新たな後見人
候補者を推薦するなどの方法による後見人の交代等に迅速・柔軟に対応でき
るよう、家庭裁判所との連絡調整を行います。   

地域連携ネットワークでのチームによる見守りにおいては、移行型任意後
見契約が締結されているケースのうち、本人の判断能力が十分でなくなり、
さらにはそれを欠く等の状況に至っても任意後見監督人選任の申立てがなさ
れず、本人の権利擁護が適切に行われない状態が継続しているようなケース
がないか等にも留意し、チームにおける支援の中でそうしたケースを発見し
た場合には、速やかに 本人の権利擁護につなげます。

オ）不正防止効果 
成年後見制度における不正事案は、親族後見人等の理解不足・知識不足
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から生じるケースが多くなっているところ、地域連携ネットワークやチームで
の見守り体制の整備により、親族後見人等が孤立することなく、日常的に相
談等を受けられる体制を整備することで、不正の発生を未然に防ぐ効果もあ
ります。このようなチームの整備等により、本人や親族後見人等を見守る体
制が構築されれば、仮に親族後見人等が本人に対する経済的虐待や横領等
の不正行為に及んだとしても、その兆候を早期に把握することが可能となり、
その時点において、家庭裁判所等と連携して適切な対応をとることにより、
被害を最小限に食い止めることにもなります。 

また、これまでは、後見人において、財産の保全を最優先に硬直的な運用が
行われていたケースについても、本人の生活の状況等に応じ、必要な範囲で本
人の財産を積極的に活用しやすくなるなど、より適切・柔軟な運用が広がります。

⑤中核機関の設置・運営形態 
ア）設置の区域 

中核機関の設置の区域は、住民に身近な地域である市の区域とします。 
ただし、中核機関が担う機能によっては、併せて複数の市町にまたがる区域
で設置するなどの柔軟な実施体制を検討します。

イ）設置の主体 
設置の主体については、中核機関が行う権利擁護に関する支援の業務が、

市の有する個人情報を基に行われることや、行政や地域の幅広い関係者との
連携及び調整をする必要性などから、市が設置します。

ウ）運営の主体 
中核機関が担う機能について適切な運営が可能となるよう、市による直営

及び市からの委託により行います。市が委託する場合の中核機関の運営主体
については、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継
続的に対応する能力を有する法人（例：社会福祉協議会、NPO 法人、公益
法人 等）を市が適切に選定します。また、市の判断により、地域における取
組実績等を踏まえ、一つの機関ではなく、複数の機関に役割を分担して委託
等を行うことも検討します。

５．成年後見市長申立と利用助成の実施
　成年後見制度利用支援事業により、成年後見制度を利用したくても、自ら
申し立てることが困難であったり、身近に申し立てる親族がいなかったり、
申し立ての経費や成年後見人等の報酬を負担できない等の理由により制度を
利用できない方に対し、申し立ての支援や助成等を実施し、利用の支援を行
います。

６．三豊市における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について
（機能ごとの表、略）

中核機関

機
能
等

地域包括支援センター（直営） 社会福祉協議会（委託） 広域（委託）
チーム体制調整（地域ケ
ア会議）
市長申立て
受任者調整（マッチング）
任意後見に関する相談

親族後見人、市民後見人
等に関する日常的な相
談、支援
日常生活自立支援事業か
らの移行

受任者調整

市民後見人の養成

専門的な相談・支援

（共通）周知・開発、制度に関する相談、専門職との連携、家裁との連携

機能分散型で中核
機関の設置を検討
することを示して
います。

機能分散型での体
制整備案を、表に整
理して示していま
す。この時点では、
広域の委託先が決
定していないため、
「広域」という表現
で示しています。
このように、これか
ら検討して決定す
る方向性を示す方
法もあります。

※資料編 p.116 に
関連資料を掲載
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（３）地域福祉計画等の他の計画と一体的に策定する場合

他の計画と一体的に策定する場合、地域福祉計画に盛り込む場合と、高齢者福祉計画・介護保
険事業計画、障害福祉計画と一体的に策定する場合等が考えられます。

①地域福祉計画と一体的に策定する場合
地域福祉計画と一体的に策定する場合、国基本計画で示されている「市町村計画に盛り込むこ

とが望ましい事項」（本手引き p.2 参照）だけでなく、「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉
支援計画の策定ガイドライン」（平成 29 年 12 月 12 日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援
護局長、老健局長連名通知）（以降、「地域福祉計画策定ガイドライン」）も踏まえると、計画の
内容について検討しやすくなります。

１　市町村地域福祉計画
（１）市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項

ケ　市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人
等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方

・認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための
地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方、権利擁護支援の担い手と
しての市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の在り方、日常生活自立支援
事業の対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必要な者や、身元保証
人が存在していないために生活等に困難を抱えている者への支援の在り方（成年後見制
度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）（以下「成年後見制度利用促進
法」という。）に規定される市町村計画と一体的なものとすることも考えられる）

（「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン」
（平成29年12月12日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知））

成年後見制度利用促進の施策について、地域福祉計画策定ガイドラインに盛り込むべき事項と
して示されているのは、以下のようにまとめることができます。

地域福祉計画策定ガイドラインが示す盛り込むべき事項

Ａ 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のため
の地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方

Ｂ 権利擁護支援の担い手としての市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の
在り方

Ｃ
日常生活自立支援事業の対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必
要な者や、身元保証人が存在していないために生活等に困難を抱えている者への支援
の在り方

　　文案例は、本手引き　資料編 p.136 参照

なお、地域福祉計画に方針を書き込んだ上で、成年後見制度利用促進基本計画を単体で策定し
ている場合もあります。どちらかではなく、どちらもという選択肢もあります。
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　地域福祉計画等の他の法定計画と一体的に策定する場合、策定メンバーに成年後見制度に関
する専門職団体等が含まれていないことが想定されます。その場合、計画策定前に、成年後見制
度に関する専門職団体等に意見を聴取することで、国基本計画を勘案した計画を地域の実情に応
じて策定することができます。また、家庭裁判所から実務に関する知見等の提供を受けることで、
より実効性の高い計画にすることができます。

地域福祉計画とは別に部門別計画を策定する場合（地域福祉計画、それぞれの計画を作成する）例１

地域福祉計画と一体的に策定する場合（地域福祉計画の中に盛り込む）例2

地域福祉計画と一体的に策定する場合（各章に書き込む場合）例2-1

地域福祉計画と一体的に策定する場合（1章として設ける場合）例2-2

健康増進計画

上位計画

障害福祉計画高齢者福祉計画
（介護保険事業計画） 

地域福祉計画

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................成年後見制度利用促進基本計画部門別計画

□各章に書き込む場合 
□1 章として設ける場合　双方あり部門別計画

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................成年後見制度利用促進基本計画

第１章　計画策定にあたって

第２章　○○市の地域福祉を取り巻く現状

第３章　計画の基本的考え方

第４章　施策の展開

第５章　計画の推進について

計画の位置づけ

現状と課題

目　標

具体的方法

評　価

「市町村計画に盛り込む
ことが望ましい事項」や
「地域福祉計画策定ガイ
ドラインに盛り込むべ
き事項」が、この部分に
盛り込まれる

第１章　○○○

第２章　○○○

・・・

第○章　成年後見制度の利用促進 評価を除き、単体の計画として
策定する場合と同じ内容を盛り込む

　地域福祉計画等の他の法定計画と一体的に策定する場合、策定メンバーに成年後見制度に関

ポイント！　成年後見制度に関する専門職団体等や家庭裁判所の関与
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計画例 3 課題と方向性、具体的施策を示した地域福祉計画の例 ～ 宮城県女川町

宮城県女川町では、地域福祉計画のなかで、権利擁護事業の推進についての町の方針を示して
います。

女川町（人口約 6,500 人）は、専門職から町長申立てや虐待対応についての助言を受けられ
る体制を構築しており、補助類型・保佐類型についても町長申立てを行ってきました。社会
福祉協議会が障害分野等の法人後見を担う等、権利擁護支援についてのネットワークを構築
してきています。国基本計画が策定される前から、地域福祉計画にこのように記述しています。

女川町地域福祉計画 ( 平成 27 年 3 月策定 )
　第２部　施策の展開　

基本目標２　くらし続けるための仕組みづくり

基本施策６ 権利擁護の充実

（１）権利擁護事業の推進
【課題と方向性】

○地域に暮らす一人ひとりの町民の尊厳を守るために、虐待防止体制の強化を図り、関係機

関とも密接に連携して早期発見対応に取り組む必要があります。

○成年後見制度や日常生活自立支援事業の認知度を高め、利用を促すとともに、後見活動や

日常生活支援を担う後見人や支援員の担い手を増やしていく必要があります。

○今後の高齢化の進行によって増えることが予想される認知症については、権利擁護の推進

だけでなく、町民が認知症による正しい知識を増やし、保健医療機関と連携し、早期診断・

早期対応や予防に努める必要があります。

○成年後見制度は後見人の担い手の不足が指摘されており、専門職後見人を補う市民後見人

の役割が期待されています。

【具体的施策】

① 権利擁護に関する知識や理解の普及啓発を行ないます。

② 成年後見制度の利用促進を行います。本町では成年後見人報酬助成、成年後見町長申立を

行っています。今後は相談窓口の周知と制度が必要な町民の利用支援を行います。

③ 将来の市民後見人育成に向けた後見制度の周知を行っていきます。

④ 現在、社協で行っている法人後見の充実を図ります。

　次回の計画見直しの際、国基本計画の「盛り込むことが望ましい事項」として、どこが中核機関な
のか、４つの機能の何を担うのかを書き足すことが考えられます。
　成年後見制度利用促進基本計画を兼ねていることを計画の位置づけとして明記することで、市町
村計画とすることができます。
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②高齢者福祉計画、障害福祉計画と一体的に策定する場合
成年後見制度利用支援事業の取り組みを、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害福祉計画

に記載している場合は、それらの計画と一体的に策定することもできます。その場合には、各計
画に成年後見制度利用促進基本計画を兼ねていることを明示し、権利擁護支援の地域連携ネット
ワークの構築や中核機関の整備についても記載すると、これまでの取組を踏まえつつ、今後の利
用促進に向けた方向性を示すことができます。

計画例 4
地域福祉計画、高齢者福祉計画、
障害福祉計画と一体的に策定している例 ～ 青森県八戸市

八戸市地域福祉計画〔第 3 期（平成 28 ～ 32 年度）〕 ポイント解説

成年後見制度ととも
に、権利擁護支援の事
業と内容、実施主体を
整理して示していま
す。
事業ごとに担当課を記
載し、庁内の役割分担
を明示しています。

八戸市（人口 230,738 人、高齢化率 29.1%（平成 30 年 3 月 31 日現在））では、平成 23

年頃から、成年後見制度に関する相談の微増、認知症高齢者の徘徊状態での保護の顕在化、

職能団体からの担い手不足の指摘等がなされるようになり、同時期にスタートした国の市

民後見人養成事業のモデル事業を開始しました。平成 24 年には市民後見人のフォローアッ

プ体制等を協議する場として、市民後見推進協議会を設置、さらに多機関による協働を進

めるため、平成 28 年度には「成年後見センター」を設置しました。

計画策定については、既に平成 27 年度に策定した地域福祉計画の権利擁護等関連事項を、

同年度策定の市総合計画及び翌年度策定の障害者計画にも反映。予算確保や評価の面で連

動を図れるような仕組みとしました。国基本計画の策定に伴う国の説明会のなかで、「市町

村計画は既存の法定計画等と一体的に策定する方法も可」という情報を得、改定期にあた

る高齢者福祉計画に盛り込むこととし、障害福祉計画と一体的に策定したものです。今後

とも、総合計画をはじめ、各計画間での連動を図りながら改定を重ねる予定です。計画策

定に当たっての合議機関としては、既存の市の附属機関等を活用しています。

基本目標 2 個人が尊重され誰もが公平に福祉サービスを受け

 られる体制の充実

1） 自立支援と権利擁護の推進
　生活困窮者への早期支援と自立促進を図るとともに、年齢や障がい

の有無の区別なく福祉サービスを受けられる体制の整備や、虐待等の

防止に係る取組を推進します。
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【推進事業】
事業名 事業内容 担当課 / 実施主体

1 生活困窮者自立
支援制度

生活困窮者の早期支援と自立促進を図る
ために、自立相談支援事業の実施、住居
確保給付金の支給その他の支援を行う。

生活福祉課

2 日常生活自立支
援事業

高齢者や障がい者が地域で安心して生
活が送れるように、福祉サービスの利用
手続きや日常生活に必要な金銭管理の
援助等を行う。

福祉政策課
市社会福祉協議会

3 成 年 後 見 制 度
利用支援事業

高齢者や障がい者などの成年後見制度
利用にあたり、必要経費負担能力のな
い人に対して経費の一部又は全部を助
成する。

高齢福祉課
障がい福祉課

4 権利擁護支援事業

市長による成年後見の申立てへの支援や申
立て費用及び後見人への報酬費用の助成、
障がい者虐待に関する普及啓発活動の推
進、虐待対応ケース会議の運営を行う。

障がい福祉課

5
（仮称）権利擁
護センター設置・
運営事業

年齢や障がいの有無の区別なく相談対
応ができる権利擁護センターを設置し、
成年後見制度を推進する。

高齢福祉課

6 虐待等対策事業

高齢者・障がい者・子どもへの虐待、
DV、いじめ等について保健・医療・福祉・
介護・教育等の関係機関の分野横断的
な連携により、総合的な対策を講じる。

福祉政策課

7
高齢者・障がい
者虐待対策ケー
ス会議

高齢者及び障がい者虐待に対する支援
策や関係機関の連携体制構築などにつ
いての意見を聴取する。

高齢福祉課
障がい福祉課

第 7 期　八戸市高齢者福祉計画

第 4 章　第 4 節
２　成年後見制度の利用促進

≪現状≫
○成年後見制度が必要となる背景

　成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で

判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、支援していく制

度です。

　今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者のほか、身寄

りのない高齢者や虐待を受ける高齢者も増加することが予想さ

れ、成年後見制度への需要が増大すると見込まれます。

○成年後見制度の利用支援
　成年後見制度に関する相談件数は、権利擁護意識の高まりとと

もに増加しており、身寄りのない高齢者や虐待を受けた高齢者等、

親族による申立てが見込めない人が、認知症や精神疾患等の理由

により判断能力が不十分となった際に行う、市長申立ての件数が

年々増加しています。

この推進事業につい
ては、上位計画であ
る総合計画にも記載
することで、市とし
ての施策の方針を明
示しています。

高齢者福祉計画の中
に、章立てをして、
成年後見制度の利用
促進についてまとめ
ています。
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≪具体的な事務事業と目指す成果≫
◇権利擁護支援のためのネットワークづくり
　平成 28 年 5 月に設置した八戸市成年後見センター（委託先：八

戸市社会福祉協議会）が、地域連携ネットワークの中核機関として、

コーディネートしながら機能・役割を担っていきます。

　また、従来どおり、成年後見制度の広報・啓発、同制度の利用相

談を含めた権利擁護総合相談、後見人支援等、市民後見人の養成・

推進に取り組むほか、専門職・関係機関の協力体制を構築し、本人

を見守る「チーム」として、意思決定支援・身上保護を重視した後

見活動を支援する体制を強化していきます。

　特に、権利擁護総合相談では、成年後見制度の利用が必要にも関

わらず、本人及び親族による申立てが見込めない場合、市長申立て

につなげ、同制度利用以外にも必要な支援があった場合、関係機関

につなぐ等、早期対応支援を行います。

◇成年後見制度の利用の促進に関する調査審議機関の設置
平成 24 年 8 月に専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）等か

ら構成される市民後見推進協議会を設置し、市民後見の推進に向け、

市民後見人の養成や支援体制、成年後見制度に関する実態把握調査

等、成年後見制度の利用支援について審議しています。

今後は、この協議会を、成年後見制度の利用の促進に関する調査

審議機関として位置づけ、必要に応じて開催し、引き続き成年後見

制度の利用の促進について審議を行います。

◇市民後見人の育成・支援体制の整備
　2011（平成 23）年度及び 2016（平成 28）年度に、社会貢献へ

の意欲があり、研修を経て一定の知識等を身につけた第三者後見人

である市民後見人を養成しました。

　次回は 2019 年度の養成を目指しながら、市民後見人候補登録者

（市民後見人養成研修修了後、候補者として登録した方）が、適正

かつ安定的に活動できるようバックアップ体制を整備するととも

に、資質・対応力の向上に向け、登録者を対象としたフォローアッ

プ研修を開催します。

　また、市民後見推進協議会では、市民後見人が適正かつ安定的に活

動できるよう、必要な事項について意見聴取及び調査審議するほか、

家庭裁判所から市民後見人候補者の推薦依頼があった際、被後見人に

ふさわしい候補者を選出できるよう、受任調整会議を行います。

◇成年後見制度及び成年後見センターの役割、市民後見人の周知の強化
　成年後見センターが作成したチラシや成年後見制度を周知するた

・成年後見制度利用支援
事業のなかで、中核
機関をどこが担うの
かを記載しています。

・地域連携ネットワー
クの役割である「権
利擁護支援の必要な
人の発見・支援」「相
談窓口」「意思決定
支援・身上保護の重
視」について記載し
ています。

・中核機関の４つの機
能 ( 広報・相談・成
年後見制度利用促
進・後見人支援機能 )
や、「チーム」によ
る対応について記載
しています。
※国基本計画にある
「優先して整備すべ
き機能」やキーワー
ドを意識して記載し
ています。

既存の協議会を利用促
進について審議する場
として位置づけること
を記載しています。

４つの機能の中で、
重点的に取り組む「市
民後見人の育成」「市
民後見人の支援体制・
受任調整」について
記しています。

・制度の周知は、市民
後見人の有志の協力
を得ることを記載し
ています。

・成年後見セミナーは、
広域で取組むことを
記載しています。
※なお広域での取組は
「連携中枢都市圏ビ
ジョン」にも記載し
ています。
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めのパンフレットを、センターに来所した相談者や研修の参加者へ

配布します。

　また、成年後見センターや市民後見人の有志による、成年後見制

度に関する出前講座を開催するほか、成年後見セミナーを連携中枢

都市圏の事業に位置付け、制度の周知に取り組みます。

≪目標とする指標≫
現状値

（H28 年度）
2018 年度

（H30 年度） 2019年度 2020年度

市民後見人登録者数 21 人 21 人 40 人 40 人

市民後見人推薦件数 1 件 2 件 2 件 3 件

市民後見推進協議会開催回数 5 回 5 回 5 回 5 回

市民後見人フォローアップ研
修開催回数 4 回 4 回 4 回 4 回

市民後見人フォローアップ研
修出席率 82.7% 85% 85% 85%

成年後見センター相談件数 307 件 320 件 330 件 340 件

市長申立て件数 3 件 15 件 20 件 25 件

八戸市障害福祉計画〔第 5 期計画（平成 30 年度～平成 32 年度）〕

第 4 章　2　地域生活支援事業の見込量と確保策

（1）④成年後見制度利用支援事業
　知的障がい者や精神障がい者が成年後見制度を利用する際に、利

用に要する費用を補助する事業です。
名称 内容

成年後見制度
利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められ
る知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見
制度の利用に要する費用（登記手数料、鑑定費用等）
の全部又は一部を補助します。

■サービス見込量 （単位：人）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

実績値 実績値 見込み
成年後見制度
利用支援事業 0 1 8➡

 （単位：人）
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

成年後見制度
利用支援事業 8 10 12

・数値目標は、担い手
となる市民後見人養
成に関するものと
なっています。

・必要な人が使えるよ
う体制整備を図ると
いう基本計画の趣旨
と合致しています。

障害者計画でも成年
後見制度について触
れており、具体的な
施策の方針を障害福
祉計画に記載してい
ます。

サービス見込量につ
いて、これまでの実
績と見込量を数字で
示しています。
（平成29年度〜
　平成32年度は見込値）
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　障がい者の介護者の高齢化等に伴い、今後、成年後見が必要な障

がい者が増加すると考えられます。

■確保のための方策
　　障がい者本人や家族等からの成年後見に関する相談に応じて、

必要な情報や助言を提供するために平成 28 年度に設置された八戸

市成年後見センターと連携をして、当事業の周知に努めます。

⑤成年後見制度法人後見支援事業
　成年後見等を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整

備するための事業です。
名称 内容

成年後見制度
法人後見支援
事業

成年後見制度における後見等を適正に行うことができる法
人を確保できる体制を整備するため、法人後見実施団体等
に研修、その他の支援を行います。

■サービス見込量 （実施の有無）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

実績値 実績値 見込み
成年後見制度
法人後見支援
事業

無 無 無➡

 （実施の有無）
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

成年後見制度
法人後見支援
事業

無 無 無

　障がい者を介護する方の高齢化等に伴い、成年後見制度の利用が

必要な障がい者が今後増加することが見込まれ、将来に向けて法人

後見実施団体の育成が必要になると思われます。

　一方、法人後見実施団体は、基本的には本人（依頼人）からの報

酬により団体の運営費（活動費）を賄うこととなりますが、本人の

状況や報酬額が不確定のため、全国的にも積極的に取り組む法人は

少なく、当市においても実施している団体はありません。

■確保のための方策
　今後は法人後見実施団体になりうる団体に対して意向調査を行う

等、実態把握に努め、関係課と連携して情報共有をすることで、当

市に合った事業のあり方を検討していきます。

中核機関である八戸
市成年後見センター
との連携、相談・周
知について記載して
います。

成年後見制度利用支
援事業のなかで、利
用促進について記載
しています。

法人後見実施団体の
育成をどのようにす
すめるか、検討方法
を示しています。

※資料編 p.117 に
関連資料を掲載
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ポイント

３.　効果的な計画策定のプロセス　　

（１）担当課の決定

①どの課が主担当になったとしても、関連する部署全体で取り
組むことになる

②担当課を中心に最小単位で開始し、順次、関連部署に参画し
てもらう

ちょっと解説

①成年後見制度利用促進の取組は、様々な法律や制度に関連しており、関係する部署が連携して
取り組むことが必要です。そのため、主体となって庁内等の調整を図る担当を決めておくとス
ムーズに計画を策定することができます。

②さらに、権利擁護支援や成年後見制度利用の関係者は、庁内でも多分野にわたることから、検
討作業を「庁内の共働の場」ととらえると、庁内連携の体制構築の第一歩とすることができま
す。その際、最初から関係するすべての課で協議しようと思わず、まずは、最少単位で協議を
開始し、順次、関係する部署を増やしていくことも考えられます。

③担当課を決定する期限を決めて協議をすることで、着実に計画策定のプロセスを進めることが
できます。
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▶ 市町村の取組から

愛知県豊田市では、成年後見支援センターを立ち上げる際、当初から、権利擁護に関係の深い、
地域福祉課 ( 当時 ) と障害福祉課で、複数担当として庁内検討に入りました。具体的な検討段階
では、生活保護や生活困窮等関係の深い事業担当の生活福祉課も参画しました。

必要性の整理段階（平成	27	年の秋頃〜翌年	2	月までの期限付き）

所属 役割

地域福祉課（当時）
・ニーズ調査 (高齢者 )
・視察地の選定、調整

障がい福祉課
・ニーズ調査 (障がい者 )
・調査結果の取りまとめ、資料作成

具体的な検討段階（平成28年4月〜12月末）

所属 役割

地域福祉課（当時）
・設立検討委員会の開催調整
・予算や議会等の対応
・対外周知・説明

障がい福祉課 ・具体的な仕組み検討

生活福祉課
・生活保護ケースの状況反映
・生活困窮者自立支援事業との調整

※成年後見制度利用促進ニュースレター 第 3 号（平成 30 年 6 月 5 日）より引用。

◇本事業アンケート調査　( 平成 30 年 10 月 当委員会実施。回答 1,091 市町村 ) 結果から　

既に「担当部署を決めている ( 協議・決定を実施 ) は、19.1％。「これから取り組む予定」
が 25.4％でした。担当課が決定している 208 自治体のうち、記載のあった 192 自治体の回
答をみると、高齢福祉 (53 自治体 )、地域福祉 (35 自治体 )、福祉総務等 (31 自治体 ) 、もと
もと成年後見制度を担当していた部署 (29 自治体 )。「2 つ以上の部署で合同担当」と言う自
治体も 14 自治体。それぞれの自治体からは、担当課を決定した経緯として次のような意見
が見られました。

・高齢分野が申立て件数及び報酬助成の件数が多い。（高齢福祉）
・権利擁護サポートセンターの委託元であり、地域福祉計画の所管課でもあるため。

（地域福祉担当）
・高齢福祉及び障害福祉の両方を所管しているため。（福祉総務）

※回答結果の詳細は、『「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」
　報告書』（平成 31（2019）年　3 月、一般財団法人　日本総合研究所）を参照。
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（２）スケジュールの決定

①おおよその策定時期を定め、逆算して、何をどのタイミン
グで話し合い、いつまでに準備するかを考える

②計画策定の手続きについて、どのような方法を選択するの
か、他の計画を策定したときの手順やスケジュールも参考
にする

ちょっと解説

①ゴールとなる計画策定の時期を見据えた上で、逆算してどのタイミングで、どういう事柄につ
いて決めておく必要があるのか。おおよそのアウトラインを最初に定めます。その際、ある程
度計画策定の方法（単体で策定か、他の計画と一体的に策定か）等のイメージを調整・共有し
ておくことが必要です。

②新たに条例制定や審議会設置をするか、既存の合議体を活用するか、議会に諮る必要があるか
等、計画策定にあたっては、複数の方法があります。庁内で他の計画を策定したときの手順や、
他自治体の事例等を踏まえて、検討していくことが有効です。

③次ページで示している例は、まずは市町村計画を策定し、合意形成を図ったうえで、予算を確
保する場合のスケジュールです。必要な予算を確保してから、計画策定に取り組む場合は、財
政当局と調整のうえ、予算編成スケジュールも加味して進めることになります。

※議会で議決する事件は、地方自治法第 96 条に基づきますが、同条に規定される以外のもので、
議決の要否を規定しているのは各市町村の条例等です。当該市町村計画、特に他計画一体型の
場合は計画策定のプロセスに議決が必要かどうかを事前に確認しておき、適切なスケジュール
設定を行う必要があります。（資料編 p.116 参照）

中核機関を広域で設置する場合、各自治体で市町村計画を策定します

　中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えら

れます。中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞ

れの自治体で策定します。

　この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、

中核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自

治体が連携して取り組むことになります。

ポイント！！　広域整備の場合の計画策定の考え方（再掲）
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▶ 具体例

検討開始当初から、計画策定までを１年９ケ月と目標設定した三豊市の例
（体制整備と一体的に検討）

計画策定のための準備
庁内 庁外 ポイント

H29.6
[スタート]

国・県説明会を受けて、地域
包括支援センター専門職同士
で情報共有と検討

（審議会の設置の必要性を共有）

⇒早期の関係者間での情報共有と見立
て・方針の共有

【横断的計画的な推進に向けたな意思
決定機関の必要性の認識】

⇒当面のゴールの設定

～ 庁内調整
庶務担当を地域包括に置く

⇒成年後見センターが未設置の中で、首長
申立て等の実績を優先【直営包括の強み】

H30.1
[半年後]

審議会設立準備会①の開催
※内規に基づく設置

【庁内メンバー】
・福祉事務所　福祉課長
・介護保険課長
・地域包括　センター長
【協議】
・法律説明、まちの現状共有　

準備会委員として参画
・医師会
・社協　権利擁護担当
・弁護士会
・司法書士会
・ぱあとなあ
・家裁（オブザーバー参加）

⇒審議会設立準備会の段階から、専門職、
司法関係者が参画

（審議会のコア部門形成）

⇒審議会の位置づけ　地域ケア推進会議
と連動させる

H30.3
[９ケ月後]

地域福祉計画、介護保険事業計
画、障害者福祉計画の改定に合
わせ、いったん成年後見利用促
進について書き込み

⇒地域福祉計画に掲載することで議会等
での進行管理を可能とする

H30.5
[11ケ月後]

審議会設立準備会②の開催
【協議】
・体制整備についての説明とイメージの共有

⇒審議会設立準備会では、早い段階での
審議会の設置を優先し、協議事項を絞
り込んだ

⇒審議会設立準備会を進める中で、審議
会メンバーの拡大の必要性を検討【高
齢・障害の介護・相談事業所を追加】

⇒機能分散型中核機関の設置をイメージ
H30.7
[１年後]

審議会設置のための条例策
定検討（庁内調整）

H30.10
[１年３ケ月後]

議会最終日に条例制定
（設置条例）

H30.11
[１年4ケ月後] 第 1 回審議会開催

合議体による計画策定
庁内 庁外 ポイント

H30.11
[１年4ケ月後] 審議会にて利用促進計画審議

H31.1
[１年7ケ月後] 計画素案パブリックコメント

H31.4
[１年9ケ月後] 中核機関の設置、市町村計画の策定を目指す
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（３）現状の確認

①関連する計画等で示されているデータを参考に、権利擁護支
援の必要性を量的に把握することができる

②量的なデータとあわせて、ニーズの質的な特徴を把握すると
体制整備の面からも効果的

③把握したニーズについて、社会資源や施策の現状など、市町
村としての対応状況を確認する

ちょっと解説

①介護保険事業計画（日常生活圏域調査）、障害福祉計画、地域福祉計画等、既存の行政計画等
のなかでも、関連データは蓄積されているので、各担当課に確認してデータを持ち寄ることが
できます。

②地域の民生委員、社会福祉協議会権利擁護担当職員、弁護士・司法書士・社会福祉士・
MSW・PSW・施設職員等、日頃から地域住民や利用者と接している専門職等とのインフォー
マルな形式での意見交換は、地域の現状を知る絶好の機会です。顔の見える関係づくりにもな
り、体制整備に向けた連携・協働の第一歩となります。

③あわせて、自治体における相談窓口、権利擁護に関する専門機関、専門職の活動状況、権利擁護・
成年後見制度関連の施策の現状、将来人口の推移等を把握することで、課題の洗い出しができ
ます。その際、任意後見、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期利用を念頭においた資
源を把握すると、本人の権利擁護を早期の段階から図る体制整備に活かすことができます。
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▶ 具体例

◇ 家庭裁判所や成年後見制度に関する専門職団体等との連携・協働

成年後見制度利用促進の取組については、ア　家庭裁判所が適切な後見人等を選任することが
できるようにするための方策検討、イ　家庭裁判所から地方自治体への統計数値の提供、ウ　診
断書の様式改訂等が進められており、裁判所と地方自治体との連携を促進させていく方針がとら
れています。

家庭裁判所や成年後見制度に関する専門職団体等との情報共有等については、個々の自治体職
員にとってはなかなか馴染もなく、また、逆に家庭裁判所や専門職団体から見ても、個別の対応
は人員等の関係から物理的に困難な状況にあると思われます。このような情報共有については、
都道府県が、家庭裁判所や専門職団体との連携を図りながら、管内広域での情報共有・交換の場
を設定することでより効果的に取組が進められます。

◇ 現在、よく使われているニーズ調査の項目例〔成年後見制度利用促進ニュースレター第 7 号を参考に作成〕

事業者等に、成年後見制度の利用が必要だと思われる人の数を聞くパターン
①調査の対象となる事業者等の例

○ 高齢者施設
○ 地域包括支援センター
○ 介護支援専門員
○ 相談支援専門員
○ 市町村社会福祉協議会

○ 日常生活自立支援事業専門員
○ 民生委員
○ 病院、医療機関
○ 金融機関
○ 福祉用具貸与・販売事業所　等

②調査の内容の例
・ 後見類型相当、保佐類型相当、補助類型相当の人数を聞く
　※聞く時に、それぞれの類型の人の状態像を説明する必要があります
・ 成年後見制度の利用が必要と思われる状態像を明示して聞く

※状態像の例
・本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの必要性や契約を理解できず

に、支援が進まない。
・本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの全部または一部を受け入れない。
・本人の判断能力が不十分であるが、本人名義の土地や建物、有価証券等の資産を有し、その管

理が適切でない。
・本人の判断能力が不十分であるため、商品を次々購入するなど、収入に見合った適切な支出が

できない。家計管理ができない。
・税や保険料、利用料などを現に滞納、又は負債があるが、本人の判断能力が不十分であるた

め、適切に返済等の対応ができていない。
・本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済的虐待や金銭搾

取を受けている又はその疑いがある。
・上記以外の虐待（身体的・性的・心理的・ネグレクトなど）を受けている又はその疑いがある。
・本人の判断能力が不十分であるため、消費者被害や悪徳業者につきまとわれている又はその疑

いがある。
・本人の判断能力が不十分であるため、不動産の処分や遺産分割協議、相続などの日常的な金銭

管理を超える法律行為を行えない。
・上記のような課題を抱える可能性はあるが、親や兄弟等が健在であるので、今は特に問題がない。
・本人の判断能力が不十分であるために、その他困難な事情があるが、適切に対応できていない。

　　　　　　　　　　　　　　　※巻末資料編 p.122 に、豊田市のアンケート調査票を掲載しています。
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◇都道府県におけるニーズ調査の取組
・検討に向けた広域での場の設定

県内ブロックごとに、自治体間の情報交換を図ったり、成年後見制度に関する専門職団体
等、家庭裁判所との連絡調整を支援しています。【埼玉県、神奈川県】（詳細は、Ⅱ　埼玉県　p.73、神奈川県　p.76参照）

・新潟県・新潟県社会福祉協議会では、協働して、毎年成年後見ニーズ等に係る実態調査を実施。
圏域ごとの実態を把握することで、各地域の計画的な整備に活かしています。（次頁参照）

　ニーズは、例えば以下のような数字からも把握することができると考えられます。各担

当部署や相談窓口の持つ情報や、既存の関連計画等の記載も参考になります。

・高齢、障害等各課の首長申立て数の推移
・認知症高齢者数、知的障害者、精神障害者数と推移
・社会福祉協議会日常生活自立支援事業利用者数、成年後見制度への移行者数
・退院、退所等の地域移行の障害者の状況
・虐待を受けた高齢者、障害者等
・生活困窮者自立支援法に基づく相談件数　　
・75歳以上の単身の高齢者、或いは高齢夫婦世帯数
・高齢の親と障害のある子どもの世帯数
・消費者被害相談件数

調査の種類 目的 対象等

社会福祉施設・事業所等における成
年後見制度に関する実態把握調査

県内の社会福祉施設・事業所等における成年
後見制度の活用に対するニーズ把握

県内の福祉施設・事業
所等

日常生活自立支援事業利用者にお
ける成年後見制度への要移行状況
調査

日常生活自立支援事業利用者における成年後
見制度の活用に対するニーズ把握

日常生活自立支援事業
における基幹的社会福
祉協議会

成年後見事件に関する実態把握調査 県内における成年後見事件の状況把握 家庭裁判所

専門職後見人団体の活動状況に関
するアンケート調査

県内の専門職後見人団体（会員）の活動状況
の把握

弁護士会、司法書士会、
社会福祉士会

社会福祉協議会における法人後見
実施状況調査

県内の市町村社会福祉協議会における法人後
見への取り組み状況の把握

県内の市町村社会福祉
協議会

成年後見制度利用支援事業等に関
する実態把握調査

県内における成年後見制度利用支援事業等の
実施状況の把握

県内市町村

参考）権利擁護支援のニーズを概算で把握する例

参考　新潟県社会福祉協議会が平成25年度に実施した実態把握調査の対象・フレームと
　　　家庭裁判所支部別に落とし込んだ潜在的ニーズの状況（平成25年度時点）
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ポイント

（４）課題整理

①把握したニーズに対応する受け皿や、現状の施策の課題を整
理する　

②課題とともに、既に対応できていることや、うまく機能して
いることについても挙げる

③他の行政計画等で示している「地域の目指す姿」との整合を
図ると、計画の実効性を高めることができる

ちょっと解説

①把握したニーズに対応する受け皿や施策の振り返りを行う上では、庁内の福祉以外の部門や多
職種の専門職も含め、様々な視点で多面的に捉えていくことが大切です。

②国基本計画では、地域の実情に応じて、既にある仕組みを活かした体制整備を行うこととされ
ています。既に自治体内で取り組んでいることの中に、「中核機関」や「権利擁護支援の地域
連携ネットワーク」の役割を果たしているものもあります。また、最初からすべての役割を担
わなくても、段階的に整備を進めることもできます。

③計画を策定するプロセスを通して、自治体の総合的な計画や地域福祉計画、高齢・障害分野の
法定計画等関連する計画において描かれている地域の将来の姿を、権利擁護支援の側面から手
厚くしていくことにつながります。自治体で策定している他の計画との整合を図ることは、取
組みを着実に進めていくためのポイントです。
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▶ 具体例

◇確認してみよう①！　既存の協議体やネットワークの運用状況　

・既にある仕組みを活用する
例えば、自治体内の現状の取組について、以下のような観点から見直すことが考えられます。

□ 地域包括支援センター等の相談窓口と権利擁護支援の現状
－相談のうち、権利擁護支援や成年後見制度利用が必要と思われるケースは、どの

ような流れで、具体的な支援につながる仕組みになっているだろうか

□ 介護保険における地域ケア会議、協議体、障害分野の自立支援協議会等の権利擁護に
関する協議の仕組みと運用状況

□ 権利擁護センター、成年後見センター等の後見実施機関の設置（既設の有無）・運用
状況（有している機能）

国基本計画 p.9 ～ 10 抜粋
従来の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）だけでなく、新たに、司
法も含めた連携の仕組み（権利擁護支援の地域連携ネットワーク）を構築する必要がある
ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援
イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備
ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

◇確認してみよう②！　わが町の「強み」

　不足していることや課題だけでなく、うまく機能していること、資源としての強みなどについ
ても挙げてみる　　　　　　　

□ ケース対応について、困った時に庁内外の専門職等に相談できる。

□ ケース対応について、法律職と連携して進めた経験がある。

□ 対象別のパンフレット配布や勉強会の開催などを通じて、権利擁護や成年後見制度に
関する相談窓口を周知している。

□ 地域包括支援センターや社会福祉協議会等の権利擁護に関する相談窓口から、
　 地域の権利擁護に関する相談の特徴や傾向等について話し合う機会を設けている。
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ポイント

（５）計画策定メンバーの決定

①司法関係者の関与・参画により、法的な観点から計画を確認
することができる

②計画の策定方法（単体の計画として策定するか、地域福祉計
画等と一体的に策定するか）によって計画策定メンバーは
変わる

③自治体内の仕組みや、これまでの前例を参考にする

ちょっと解説

①計画を策定するプロセスは、福祉関係者と司法関係者の連携による体制構築の一環といえます。
しかしながら、地域によっては、管内に司法関係者がいないという場合も想定されます。そう
したところでは、例えば専門職団体の都道府県支部に派遣を依頼する、都道府県に仲介を依頼
する等の工夫が考えられます。

②地域福祉計画など、既存の計画と一体的に策定する場合、計画策定メンバーやオブザーバーと
して司法関係者が関与・参画していないケースも想定されます。その場合は、司法関係者にオ
ブザーバーとして参加してもらう、あるいは別途、意見交換等の機会を設定するなどにより、
司法関係者の関与・参画が得られると、法的な観点から計画案をチェックしてもらうことがで
きます。

③国基本計画では、成年後見制度利用促進法第 14 条第 2 項において条例で定めるとされている
審議会その他の合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるとされています。具
体的には自治体によって複数の方法が想定されます。自治体内の仕組みやこれまでの前例を確
認します。

※本「手引き」では、司法関係者とは、法律関係の学識者、弁護士、司法書士等の法律専門職や
オブザーバーとしての家庭裁判所等をさしています。
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▶ 具体例

◇ 計画策定メンバーの例

○　地域福祉担当部署
○　福祉総務担当部署
○　高齢福祉・介護保険担当部署
○　障害福祉担当部署
○　生活保護・生活困窮担当部署
○　地域包括支援センター
○　障害者相談支援事業所連絡会
○　居宅介護支援事業所連絡会
○　弁護士会
○　司法書士会
○　社会福祉士会
○　その他士業団体

○　社会福祉協議会
○　医療関係団体
○　福祉関係団体
○　当事者団体・家族会
○　学識者
○　NPO・ボランティア団体
○　後見実施機関・法人
○　民生委員
○　自治会等地域関係団体
○　金融機関
○　家庭裁判所（オブザーバー）
○　その他

◇市町村の取組から
例えば地域ケア推進会議を活用する場合、司法関係者のみならず、障害部門の関係者も含まれ

ていないことがあります。その場合は、相談支援専門員や障害当事者団体等にスポット的な参画
を依頼するなど、当該会議体以外の分野の状況も十分に加味できるような対応が必要です。また、
既存の成年後見センター運営委員会の活用は効果的な手法として位置づけられますが、その場合
も、計画の策定主体である市町村の参画は必須となることに留意が必要です。

◇本事業アンケート結果から　( 市町村　平成 30 年 10 月実施 )

▶既に計画策定に向けた合議体を設置済と回答した 68 自治体の設置方法をみると、最も多

かったのは、「他の計画策定のための審議会等を活用」で 46％が該当。次いで「体制整

備の合議体と一体的に設置」が 37％、「計画策定のために設置した合議体」が 15％でした。

▶合議体の設置方法としては、「内部要綱による設置」が 50％と半数に上りました。次い

で「条例に基づく審議会設置」が 32％、「地方自治法に基づく付属機関としての設置」

が 9％でした。

▶合議体の参画メンバーとして、成年後見制度に関する専門職団体等（弁護士、司法書士、

社会福祉士等の職能団体）をあげたのは各 50％程度、家庭裁判所の参画は 25％に留まっ

ていました。地域によっては、当該市町村に司法関係者が不在等の理由で、合議体に参

加してもらうことが難しいことも考えられますが、その場合は、前述のような都道府県

による広域での調整等が有効と思われます。
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ポイント

（６）市町村計画案の作成

①全国どの地域においても、必要な人が成年後見制度を利用
できるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築
することは、誰もが住み慣れた地域で、尊厳をもってその
人らしい生活を継続することができる地域共生社会の実現
につながるもの

②具体的な施策を計画として策定することで、関係者の合意形
成をはかり、自治体としての方向性を明示することができる

ちょっと解説

①権利擁護支援の地域連携ネットワークの役割を充実させていくことを目標とし、中核機関の具
体的体制整備を考えると、どこから着手すればよいか考えやすくなります。すべての機能を網
羅した体制を一度に整備できない場合も、段階的に体制整備をしていくことを示すことで関係
者・関係機関の協力を得られやすくなります。

② 市町村において「チーム」「協議会」「中核機関」の整備をどのように具体化していくのか（検
討に入る場合も含めて）書き込んでおくと、国の計画を勘案した権利擁護支援の地域連携ネッ
トワークを構築していることを明示できます。

※関連して
53頁を参照



45

ޮ
Ռ
త
ͳ
計
画
策
定
の
ϓ
ϩ
η
ε

※計画策定にあたっては、地域の実情に応じて、地域住民や関係者・関係機関など、様々な意見
を取り入れ、検討することが必要です。

※例えば、下表にあげた成年後見制度利用の状況、成年後見制度についての相談、市町村長申立
て件数について、複数の方でチェックをしてみてください。なぜそのような回答になったのか、
計画策定メンバーと話し合うことで、課題意識を共有することができます。また、チェックは
各自で判断しても構いませんが、その結果を計画の根拠とするためには、どのようなデータが
必要なのか、協議・検討することになります。

ポイント！成年後見制度利用促進の取組状況について皆でチェックしてみよう

Q．成年後見制度に関する現在の状況について、チェックしてしてみよう

　　（次ページに取組方策が記載されていますので、参考にしてください）

成年後見制度利
用の状況

認知症高齢者数、単身高齢者数、高齢者のみ世帯数の増加
や潜在的後見ニーズと比較して、専門職後見人等の担い手
が少ないと思う。

Ｂ

成年後見制度に
ついての相談

権利擁護支援や成年後見制度利用に関する相談がない ( 少な
い )。

Ａ

成年後見制度に関する相談が、３年前と比べて増えている。 ＡとＢ

成年後見制度を利用している人（の親族を含む）からの相
談が増えている。

ＢとＣ

市町村長申立て 市町村長申立てをしても、後見人選任までに時間がかかる。 Ｃ

市町村計画
を立案

チェック結果を
参考に

データに基づいて、 根拠を 明確化

※上記はあくまで参考のため整理したものです。利用者数、相談数、市町村長申立て件数が多い・少ないと
いうことについて、絶対的な基準があるわけではありません。
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チェック結果　（以下の施策に限定するものではありません。あくまで参考にご覧ください）

A が多かった場合・・・　相談窓口の明示と広報から取り組む
A が多かった自治体は、成年後見制度がよく知られておらず、十分に活用されていない実態

があると思われます。相談数が少ないことは、ニーズがないことを示しているのではなく、相
談できる窓口が知られていない可能性があります。

そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。

目標 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
早期の段階からの相談・対応体制の整備

施策

中核機関の広報機能、相談機能の充実を図る。
・成年後見制度の相談窓口の設置や明示
・相談支援事業所、地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護・福祉サー

ビス事業所、医療機関、金融機関等への広報・周知活動

B が多かった場合・・・　受け皿の拡大から取り組む
B が多かった自治体は、成年後見制度を利用したくても、後見人の担い手など、受け皿が不

足しているため、利用できない実態があると思われます。必要な人が成年後見制度を利用でき
るよう、体制整備を図る必要があります。

そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。

目標 成年後見人等の確保・養成

施策
成年後見制度利用促進機能の充実を図る。
・市民後見人の養成と支援体制を整備
・法人後見実施機関の養成に着手

C が多かった場合・・・　受任者調整と後見人支援から取り組む
C が多かった自治体は、成年後見制度の利用や市町村長申立てが行われていますが、より本

人に寄り添った、利用者がメリットを実感できる制度の運用のための体制整備が求められます。
そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。

目標 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

施策

中核機関の成年後見制度利用促進機能や後見人支援機能の充実を図る。
・受任者調整会議の実施（市民後見、法人後見、専門職後見、親族後見）
・後見人支援体制の整備（市民後見人、親族後見人への支援のための相談会の

実施、連絡会の実施）
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▶ 具体例

◇ 市町村の取組から　他の計画との関係を分かりやすく図示しています。

他の計画との関係性　他の計画の次回更新時での対応の考え方　( 香川県三豊市　再掲 )

今回策定する基本計画は平成３１（２０１９）年度から平成３４（２０２２）年度までの４か
年です。

今後、高齢者福祉計画、障害者福祉計画及び地域福祉計画の見直しに伴い、本計画を該当する
部分に統合していく予定です。

「三豊市成年後見制度後見制度利用促進基本計画」より引用。

年度 H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020) H33 (2021) H34 (2022) H35 (2023)

計

画

高齢者福祉計画・障害者福祉計画 次期計画

地域福祉計画 次期計画

成年後見制度利用促進基本計画
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ポイント

( ７）意見の聞き取りと反映

①地域の権利擁護支援について、広く地域住民の理解を得て合
意形成を図るため、地域住民からの意見を聴くことが重要
な計画策定プロセスの一つである

② 認知症当事者団体や障がい当事者団体、家族会等が、計画
策定メンバーに入っていない場合、当該団体等から成年後
見制度の利用に関係する意見を聞き取り、計画に反映する

③ 自治体の条例や要綱に基づく「パブリックコメント」には、一
定のルールがあることから、策定時期から逆算して設定する

ちょっと解説

①市町村計画に書き込む内容は、判断能力が不十分な住民への支援ですが、そのような人は自ら
発信することが基本的に困難な状態にある場合があります。認知症当事者団体や障がい当事者
団体・家族会等の参画により、意見を聞くことが重要です。具体的には、策定のための合議体
への参画とともに、当事者団体等へのヒアリングや調査を行うことなどが考えられます。

②パブリックコメントやワークショップなど手法はさまざまあり、地域共生社会の実現や地域社
会全体で権利擁護支援を図る観点から、当事者団体等のみならず、広く住民からの意見聴取を
行うことも効果的です。

　

委員
コラム

１．パブリックコメントの課題
　市町村計画に関わらず、地域福祉計画や介護保険事業計画等、行政の福祉計画ではパブリック
コメントを行うことが一般的です。しかし、特に何も考えずに、パブリックコメントを実施すると、
以下のような課題が発生することがあります。
・パブリックコメントをインターネットで募集したがコメントがなかった
・いつも同じ個人、関係者・団体からのコメントになってしまう
・多くのパブリックコメントをもらっても、計画に反映しづらい
・計画の内容とは異なったパブリックコメントが寄せられることがある　等
　パブリックコメントなど、広く地域住民の意見を聴くことは、市町村計画を策定する上で重要
なプロセスであると同時に、工夫次第で、計画の内容を充実させることが出来るチャンスでもあ
ります。うまく運用するためには、どうしたらよいのでしょうか。

市町村計画だからこそ出来る意見の聞き取りと反映の
チャンスを見逃さない

高崎健康福祉大学　社会福祉学科　大口	達也



49

ޮ
Ռ
త
ͳ
計
画
策
定
の
ϓ
ϩ
η
ε

２．計画策定のどの段階で、意見の聞き取りを行うか
　通常、「完成にほぼ近い計画を示して、意見の聞き取りを行う」という考えが一般的です。しかし、
地域福祉計画においては、住民懇談会等のワークショップの手法を用いて、「計画策定の初期段階
から、意見の聞き取りを行う」ということも実践されています。
意見の聞き取りは、計画策定の様々な段階で行うことが可能で、それぞれの段階で聞き取れる内
容も異なってきます。

【初期段階】どのような計画であるべきか、どのような内容を盛り込むべきか 等
【策定途中】具体的にどのような仕組みで行うべきか、誰がどうするか　等
【完成間近】計画内容は妥当か、計画に不足はないか、全般的な感想　等
　ボトムアップ型が望ましい地域福祉計画や障害者計画等は【初期段階】が中心に、内容が法律・
制度に沿わざるを得ない介護保険事業計画や障害福祉計画等は【完成間近】が中心になることが
あります。福祉計画の性質や特徴、また地域特性によって、意見の聞き取り方が変わってくるの
が実際です。
　市町村の成年後見制度利用促進基本計画は、他の福祉計画とは異なり、【策定途中】の意見の聞
き取りを実践できるチャンスが多くあります。高齢者、障害、児童等の各領域において、地域連
携ネットワークや権利擁護関連のネットワークが構築されている場合、そのネットワークを通じて、
または会合において意見の聞き取りを行うことができます。市民後見人養成講座や成年後見制度
の研修会を実施している市町村では、講座や研修会の一環として行うことも一案です。

３．事前に計画の内容を周知及び情報提供することの重要性
　意見の聞き取りを【完成間近】に限定せずに、「策定途中の計画を示して、意見の聞き取りを行う」
という【策定途中】の発想を持つことが重要です。「途中の状況を示せない」といった意見が出て
くる可能性がありますが、「途中の状況だからこそ、意見を反映できる」という利点もあります。
　最大の利点は、「事前に計画の内容を周知及び情報提供することができる」という点です。計画
は PDCA サイクルの P(Plan) に過ぎず、その先に D(Do) があります。「計画を策定しました」だ
けでは意味がなく、「計画に沿って、地域住民、関係者・関係団体が対応する」ことが必要になり
ます。そのためには、「計画の内容を知っている」ことが重要で、「計画の名前だけを知っている」
では、計画が「絵に描いた餅」になってしまいます。
　未完成の【策定途中】だからこそ、不足部分も多く、意見・指摘も多く出てくる可能性があり
ます。計画策定の事務局としては、辛い部分もあるかもしれません。しかし、地域住民や現場の
第一線で対応する関係者、当事者団体からの意見は貴重なはずで、多くの意見を引き出し、計画
の内容を充実させるチャンスにもなります。

４．市町村計画を、自分たち、みんなの計画へ
　市町村の成年後見制度利用促進基本計画は、他の福祉計画で「救えなかった人（みんな）」を救
い出すための計画でもあり、他の福祉計画よりも、具体的なエピソード（事例）が多く挙げられ
ます。エピソードを交えて、意見を聴くことが出来るのが、市町村計画の「強み」です。エピソー
ドが地域住民や関係者・団体から挙げられることもあるはずです。
　「印象に残った」「エピソードを話せた」「どうにかならないかと思っていたことを言えた」といっ
た経験が、地域住民や関係者・団体の問題意識を高め、「自分ごと」として市町村計画を考えるきっ
かけになります。
　そのような戦略的な伏線があることで、今までの唐突だった【完成間近】のパブリックコメン
トも、「待ってました」といった反応に変わります。「みなさんの意見が反映されているか確認し
てください」という一言で、市町村計画の内容を確認するモチベーションも高まるはずです。

　以上のように、市町村の成年後見制度利用促進基本計画だからこそ出来る意見の聞き取りと反
映のチャンスがあるので、計画策定時に見逃さないで欲しいと思います。
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ポイント

（８）計画の決定と公表

①策定した計画は、誰でも入手・閲覧できる方法で公表する

②必要に応じて、説明の場を設けるなど、対象者に合わせて、
複数の方法で公表するとより効果的

ちょっと解説

①策定した計画は、ホームページに掲載したり、市役所や公民館等に配架したりするなど、いつ
でも閲覧できる状態にし、すみやかに住民に対し公表します。

②特に、権利擁護支援を必要とする当事者やその周辺にいる人々、地域包括支援センターや医療機関、
当事者団体、専門職団体等にも配布を行うとともに、例えば計画の内容について、説明の場を設
けるなどして、計画策定を契機とした新たな関係性づくりを進めていくことも有益です。

③計画策定と合わせて、フォーラムを開催したり、記者クラブに投げ込みをする、市の定例記者
会見で発表するなどの方法をとると、より多くの住民に、発信することができます。

▶ 具体例

◇市町村の取組から　
　～豊田市の事例　成年後見センター設置に際しての広報戦略～

資料：豊田市提供
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ポイント

（９）協議会への報告

① 計画の着実な実行のために、年に 1 度～２度、計画の進捗
状況について報告する

② その際、権利擁護支援の地域連携ネットワーク全体で把握
される地域課題や、その解決策について話し合っていくと、
多様な対応が選択しやすくなる

③ 協議会は、計画策定メンバーや既存の組織を活かすことが
できる

ちょっと解説

①協議会は、協議会という名称に限らず、以下のような合議体を活かすことができます。

例）○○権利擁護センター運営委員会
　○○市権利擁護支援ネットワーク連絡会（虐待防止ネットワーク委員会を拡大）

金融機関や家庭裁判所など、毎回の出席が難しい関係機関については、協議するテーマに応
じて、オブザーバー参加を求めることも考えられます。
また、既存の複数の合議体で、地域課題を話し合うことも考えられます。一度に集まって会
議を行うことが目的ではなく、チームを支えるために関係機関が協議したり、連携を深めた
りすることが重要です。

② 協議会では、中核機関における業務の量的報告だけでなく、具体的実践や事例（個人情報の保
護のため加工が必要）の報告を行うことで、権利擁護支援の具体的イメージを協議会委員の間
で共有することができます。

③ 協議会委員からも提案や報告ができるようにしたり、グループ協議を取り入れて発表をお願い
したりしていくと、双方向のコミュニケーションとなるため連携が深まり、顔の見える関係を
築くことができます。

　



52

ޮ
Ռ
త
ͳ
計
画
策
定
の
ϓ
ϩ
η
ε

▶ 具体例　

協議会の開催例（内容例）

【１月の協議会】
○今年度の事業報告　

・計画どおりに実施できたかどうか

・データの報告

○実践におけると効果と課題
　（連携によって解決できたこと、さらなる連携が求められることを具体的に報告）

【７月の協議会】
○権利擁護支援における地域課題についての検討
［地域課題の例］

・診断書作成をしてくれる医療機関が少ない

・本人情報シートの書き方についての周知の必要性

・障害のある人の地域生活を支える後見人が少ない→法人後見実施機関の養成へ

・身元保証人等がいない人の入院、転居の課題

・Ａ地域で急増している消費者被害と、その対策について

→消費生活部門で開催している地域連携協議会との合同協議会開催企画へ

・成年後見利用後の家族への支援のあり方について→ 8050 問題への対応について

○グループごとに、テーマについて協議し、どのような解決策があるか、
　どのような協力が可能かを発表する
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成年後見制度利用促進と包括的な支援体制の構築
○成年後見制度の利用促進の取組を進めることにより、既存の制度・サービスだけでは解決でき

ない課題が顕在化することが考えられます。

○国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域

共生社会の実現」を目指しています。地域共生社会の実現に向けては、多様で複雑化する地域

生活課題に対応することが求められます。

○社会福祉法の規定（第 24 条第 2 項）において、社会福祉法人に対して、地域における公益的な

取組の実施が責務として規定されており、社会福祉法人は、社会福祉協議会や地域の関係機関

等と連携して、地域社会の様々な課題に向き合い、縦割りの発想を廃し、制度の枠組みを超えて、

多様で複雑化する地域の生活課題に対応しています。

○その一つの例として、都道府県域において、社会福祉協議会がプラットフォームとなり、複数

の社会福祉法人が人材や資金を出し合って、総合相談を受け付ける体制を整備するなど、それ

ぞれの地域の実情に応じた取組を展開しています。

○成年後見制度利用促進を通して明らかになった課題について、社会福祉協議会や社会福祉法人

と連携し、協議会で検討し、包括的な支援体制の構築に向けて取り組むことが考えられます。

※「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について」（平成 30 年 6 月 19 日「第 135 回市町村職員を
　対象とするセミナー」厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室）（p.2）をもとに一部改変。
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1 
 

協
議

会
で

の
報

告
書

式
例

 
①

 

  

【
地
域
福
祉
計
画
（
20
19

年
度
～
20
23

年
度
）】

 

国
の
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
委
託
し
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
機
関
と
し
て
、
特
に
広
報
機
能
や
相
談
機
能
を
重
視
し
た
総
合
的
な
支
援
体
制
を
整
備

す
る
。
 

1
年
目
／
 
5

年
間
 

 
20
19

年
度
 
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
 
事
業
実
施
状
況
 

20
20

年
度
の
方
針
案
 

 
 

事
業
計
画
に
お
け
る
記
載
 

取
組
の
実
施
状
況
 

効
果
 

課
題

 
今
後
の
取
り
組
み
方
針
 

期
待
さ
れ
る
効
果
 

権 利 擁 護 支 援 の 地 域 連 携 ネ � ト ワ � ク の 中 核 機 関 

広 報 機 能 

・
出
前
講
座
や
研
修
会
を
開
催
し
、

成
年
後
見
制
度
や
権
利
擁
護
支
援

の
普
及
、
啓
発
を
行
う
。
 

・
出
前
講
座
を
計

10
回
開
催
し
、
計

30
0
名
が
参
加
し
た
。
 

 

・
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
約

9

割
が
大
変
勉
強
に
な
っ
た
と
回
答

し
た
。
 

・
講
座
・
研
修
会
開
催
後
、
セ
ン
タ

ー
に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
受
理
件
数

が
増
加
し
た
。
 

・
医
療
機
関
か
ら
の
出
前
講
座
の
依

頼
が
な
い
。
 

 

・
現
在
実
施
し
て
い
る
出
前
講

座
や
セ
ミ
ナ
ー
は
継
続
す

る
。
 

・
医
療
機
関
向
け
に
チ
ラ
シ
を

作
成
し
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と

合
わ
せ
て
配
布
す
る
。
 

・
市
民
、
関
係
機
関
の
理
解
が
得
ら

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
早
期
に
、
支

援
ニ
ー
ズ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
医
療
機
関
と
の
連
携
が
深
ま
る
こ

と
に
よ
り
、
申
立
て
時
の
診
断
書

作
成
に
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
 

相 談 機 能 

・
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

一
般
相
談
と
と
も
に
、
専
門
職
団

体
の
協
力
を
得
て
、
週

1
回
専
門

相
談
を
実
施
す
る
。
 

 

・
相
談
受
付
件
数
 
計
○
件
 

 
電
話
○
件
、
来
所
○
件
、
メ
ー
ル
○

件
（
関
係
機
関
か
ら
の
相
談
が

85
%、

市
民
か
ら
の
相
談

15
%）

 

・
専
門
相
談
を
週

1
回
実
施
し
た
。

（
専
門
相
談
の
利
用
件
数
 
○
件
 
相

談
全
体
の
約

8％
）
 

 

・
関
係
機
関
か
ら
「
早
期
に
相
談
で

き
る
の
で
、
安
心
だ
」
と
い
う
反

響
を
得
て
い
る
。
 

・
住
民
が
、
よ
り
身
近
な
地
域
で
、

相
談
で
き
る
よ
う
体
制
整
備
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
 

・
専
門
相
談
を
通
し
て
、
専
門
職
団

体
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
セ
ン

タ
ー
の
相
談
員
も
専
門
的
助
言
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

・
複
合
的
課
題
を
抱
え
る
世
帯
に
つ

い
て
の
困
窮
が
背
景
に
あ
る
相
談

や
、
身
元
保
証
に
関
し
て
の
相
談

な
ど
、
成
年
後
見
制
度
利
用
以
外

の
対
応
も
必
要
な
相
談
が
多
く
、

連
携
強
化
が
必
要
で
あ
る
 

 

・
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
や

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

の
担
当
者
等
と
合
同
で
ケ
ー

ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行

い
、
課
題
を
共
有
し
て
連
携

を
深
め
る
。
 

 

・
連
携
し
て
対
応
で
き
る
こ
と
で
、

世
帯
の
も
つ
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
 

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進

機 能 

事
業
計
画
に
記
載
な
し
 

な
し
 

な
し
 

・
後
見
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
な
く
な

る
見
込
み
が
あ
る
。
 

・
候
補
者
を
推
薦
す
る
仕
組
が
な
い

た
め
、
誰
が
成
年
後
見
人
等
に
選

任
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
 

・
市
民
後
見
人
の
養
成
研
修
を

開
始
す
る
。
 

・
候
補
者
を
推
薦
す
る
仕
組
み

の
検
討
の
た
め
に
、
受
任
者

調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
る
先

進
自
治
体
を
視
察
す
る
。
 

・
後
見
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
 

・
適
切
な
業
務
を
行
う
後
見
人
が
選

任
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
 

後 見 人 支 援 機 能 

事
業
計
画
に
記
載
な
し
 

な
し
 

な
し
 

・
親
族
後
見
人
が
後
見
業
務
を
行
う

に
当
た
っ
て
、
相
談
で
き
る
仕
組

み
が
な
い
 

・
親
族
後
見
人
の
連
絡
会
を
開

催
す
る
。
 

・
親
族
後
見
人
の
不
安
や
困
難
を
解

消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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協
議
会
で
の
報
�
書
Ç
s
 
�
 

 【
地
域
福
祉
計
画
（
20
19

年
度
～
20
23

年
度
）】

 

国
の
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
委
託
し
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
機
関
と
し
て
、
特
に
広
報
機
能
や
相
談
機
能
を
重
視
し
た
総
合
的
な
支
援
体
制
を
整
備

す
る
。
 

2
年
目
／
 
5

年
間
 

 
20
20

年
度
 
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
 
事
業
実
施
状
況
 

20
21

年
度
の
方
針
案
 

 
 

事
業
計
画
に
お
け
る
記
載
 

取
組
の
実
施
状
況
 

効
果
 

課
題

 
今
後
の
取
り
組
み
方
針
 

期
待
さ
れ
る
効
果
 

権 利 擁 護 支 援 の 地 域 連 携 ネ � ト ワ � ク の 中 核 機 関 

広 報 機 能 

・
出
前
講
座
や
研
修
会
を
開
催
し
、

成
年
後
見
制
度
や
権
利
擁
護
支
援

の
普
及
、
啓
発
を
行
う
。
 

・
医
療
機
関
向
け
に
チ
ラ
シ
を
作
成

し
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
合
わ
せ
て

配
布
す
る
。
 

・
出
前
講
座
を
計

13
回
開
催
し
、
計

�0
0
名
が
参
加
し
た
。（

う
&
、
医

療
機
関
で

3
回
）
 

 

・
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
約

9
割

が
大
変
勉
強
に
な
っ
た
と
回
答
し

た
。
 

・
講
座
・
研
修
会
開
催
後
、
セ
ン
タ
ー

に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
受
理
件
数
が
増

加
。・

医
療
機
関
か
ら
の
相
談
が
増

加
し
た
。
 

・
Ť
¶
�
Ŝ
の
相
談
が
¼
な
く
、
出
前

講
座
の
効
果
が
Ô
!
ら
れ
な
い
。
 

  

・
出
前
講
座
の
依
頼
を
待
つ
の
で
は
な

く
、
Ť
¶
福
祉
�
Ŝ
の
事
業
所
連
絡

会
、
施
ł
ş
連
絡
会
等
に
行
っ
て
、

¼
し
で
も
時
間
を
と
っ
て
も
ら
い
、

権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

Ĥ
h
す
る
。
 

・
Ť
¶
福
祉
�
Ŝ
の
事
業
所
、

施
ł
に
、
権
利
擁
護
支
援
セ

ン
タ
ー
の
Ā
し
い
Ë
割
を
ę

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

相 談 機 能 

・
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

一
般
相
談
と
と
も
に
、
専
門
職
団

体
の
協
力
を
得
て
、
週

1
回
専
門

相
談
を
実
施
す
る
。
 

・
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
や
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
担
当
者

等
と
合
同
で
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を
行
う
。
 

 

・
相
談
受
付
件
数
 
計
○
件
 

 
電
話
○
件
、
来
所
○
件
、
メ
ー
ル

○
件
（
関
係
機
関
か
ら
の
相
談
が

○
%、

市
民
か
ら
の
相
談
○
%）

 

・
専
門
相
談
を
週

1
回
実
施
し
た
。

（
専
門
相
談
の
利
用
件
数
 
○
件
 

相
談
全
体
の
約
○
％
）
 

・
合
同
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を

ñ
に

1
回
開
催
し
た
。
 

・
専
門
相
談
は
、
前
年
度
に
È
き
続
き

°
Ņ
で
あ
っ
た
。
 

・
合
同
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開

催
す
る
こ
と
に
よ
り
、
複
合
的
課
題

を
有
し
て
い
る
世
帯
2
の
対
応
に
つ

い
て
、
早
期
に
連
携
し
て
取
り
組
6

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

・
Ť
¶
福
祉
�
Ŝ
の
職
員
か
ら
「【

親

な
き
後
】
の
こ
と
に
つ
い
て
、
親
は

ど
の
タ
E
ミ
ン
H
で
相
談
す
3
き
か

Ó
B
で
い
る
」
と
Ĭ
く
が
、
相
談
が

な
い
。
 

・
合
同
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
開
催

に
よ
り
、
い
わ
:
る
「
身
元
保
証
」

等
が
な
い
人
2
の
支
援
の
困
難
Ò
が

Ù
ß
さ
れ
た
。
 

・
Ť
¶
福
祉
�
Ŝ
の
事
業
所
や
施
ł
職

員
と
の
Õ
談
会
、
当
事
者
団
体
や
·
族

会
と
の
Õ
談
会
を
開
催
し
、
成
年
後
見

制
度
利
用
や
相
談
に
つ
い
て
の
課
題
を

Ù
ß
す
る
。
 

・
い
わ
:
る
「
身
元
保
証
」
等
が
な
い

人
2
の
支
援
の
必
要
Ò
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
 

 

・
Ť
¶
福
祉
�
Ŝ
の
q
が
課
題

に
な
っ
て
い
る
の
か
�
体
的
な

Ù
ß
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
い
わ
:
る
「
身
元
保
証
」
等

が
な
い
人
2
の
�
Ý
的
支
援
体

制
の
û
Ģ
に
Ę
Ø
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 機 能 

・
市
民
後
見
人
の
養
成
研
修
を
開
始

す
る
。
 

・
市
ş
申
立
て
の
事
案
に
つ
い
て
、

候
補
者
を
推
薦
す
る
仕
組
み
の
検
討

の
た
め
に
、
受
任
者
調
整
を
行
っ
て

い
る
先
進
自
治
体
を
視
察
す
る
。
 

・
市
民
後
見
人
の
養
成
研
修
を
開
催

し
た
。
 

・
受
任
者
調
整
を
行
っ
て
い
る
先
進

自
治
体

3
カ
所
を
視
察
。
 

・
15

名
を
養
成
中
。
来
年
度
は
、
実

Ī
を
実
施
d
´
と
な
り
、
成
年
後
見

制
度
の
受
け
ĕ
を
Ü
大
す
る
こ
と
が

で
き
る
見
込
み
。
 

・
受
任
者
調
整
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
る
の
か
、
仕
組
み
や
効
果
に
つ

い
て
、
Ù
ß
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

・
当
市
に
と
っ
て
ð
も
適
し
た
受
任
者

調
整
の
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
で
き
て

い
な
い
。
 

・
当
市
に
と
っ
て
ð
も
適
し
た
受
任
者

調
整
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
市
や
権

利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
な

く
、
専
門
職
団
体
や
当
事
者
、
·
Æ

ĵ
�
所
と
検
討
を
進
め
る
。
 

・
受
任
者
調
整
の
仕
組
み
を
ă

´
す
る
こ
と
で
、
誰
が
成
年
後

見
人
に
選
任
さ
れ
る
の
か
�
か

ら
な
い
と
い
う
不
安
を
解
消
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

後 見 人 支 援 機

能 

・
親
族
後
見
人
の
連
絡
会
を
開
催
す

る
。
 

 

親
族
後
見
人
の
連
絡
会
を

1
回
開
催

し
、
	
名
の
親
族
後
見
人
が
出
¿
し

た
。
 

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
全
員
が
「
大
変
ĉ

Ŏ
」「

今
後
も
´
期
的
に
進
め
て
ÿ
し

い
」
と
の
回
答
で
、
大
°
Ņ
で
あ
っ

た
。
 

・
·
Æ
ĵ
�
所
か
ら
の
数
z
に
よ
る

と
、
当
市
に
は
親
族
後
見
人
等
が
○

人
い
る
が
、
親
族
後
見
人
連
絡
会
の

開
催
に
つ
&
て
�
ę
さ
れ
て
い
な
い

�
能
Ò
が
あ
る
。
 

・
親
族
後
見
人
の
連
絡
会
の
開
催
に
つ

い
て
、
h
護
支
援
専
門
員
、
相
談
支

援
専
門
員
、
ŝ
ĳ
機
関
、
·
Æ
ĵ
�

所
等
か
ら
�
ę
し
て
も
ら
え
る
チ
ラ

シ
を
作
成
し
、
協
力
を
依
頼
す
る
。
 

・
親
族
後
見
人
の
不
安
や
困
難

を
、
よ
り
解
消
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

前
年
度
の
「
今
後
の
仕
組
み
方
針
」
か
ら

内
容
を
追
加
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ポイント

（10）計画の見直し

①協議会で年度報告を行うことにより、課題意識を共有する
ことができ、計画の見直しにつなげることができる。

② 課題とともに、計画を実行したことの実績、成果についても
報告し、「できていること」「強み」を活かした見直しを行う。

ちょっと解説

①権利擁護支援の地域連携ネットワークの段階的、計画的体制整備を実施していくことを示すた
めにも、根拠に基づいて計画見直しの協議を行っていくことが求められます。協議会で、担い
手の育成・活動の促進や、すでに選任されている後見人についての支援について検討していき
ます。

② 担い手の育成を考える場合には、選任後の支援体制が整ってからの選任になると思われるため、
受任者調整や後見人支援体制についても検討することになります。例えば、市民後見人の養成
を行う場合は、選任後の支援体制についても整備し、その状況を家庭裁判所に伝えます。

③ 次頁から掲載する機能ごとの項目例は、国基本計画や「地域における成年後見制度利用促進に
向けた体制整備のための手引き」（平成 30 年 3 月）をもとに、機能ごとの取組やデータを整
理したものです。協議会に報告する項目を考える際や、計画見直しの際に次に具体的に何に着
手するかを考える際の参考になります。

専門職後見人

親族後見人 市民後見人

法人後見実施団体

広報機能、相談機能

担い手の育成、活動支援
受任調整・後見人支援

受任調整・後見人支援
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広報機能

広報機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じて、段階的に取組

を実施することが重要です。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。　
大項目 小項目 実施状況

制度について
の個別説明

メリット、留意点を含めた説明
成年後見制度だけでなく
様々な権利擁護支援の仕組みについての説明

パンフレット

配布した枚数、冊数
配布箇所
相談するきっかけになっているか
研修・相談対応で使用できるものになっているか

（制度を説明しやすいか）

研修会やセミナー

回数
受講者数
アンケートの結果
相談するきっかけになっているか

広報（パンフレッ
トや研修・セミ
ナー）の内容

制度の活用が有効なケースなどを具体的に伝える周知啓発
法定後見制度の後見類型だけでなく、保佐・補助類型、
任意後見を含めた早期利用を念頭においた内容

広報の際に連
携する各団体

弁護士会
司法書士会
社会福祉士会
その他専門職団体等（　　　　　　　　　　　　　　　会）

チームに加わる
関係者への広報
（パンフレット
の配布や研修・
セミナー開催）

身近な家族・親族
市町村の窓口
主治医・かかりつけ医
介護支援専門員
相談支援専門員
生活保護ケースワーカー
保健師
精神保健福祉士
入所先社会福祉施設
認知症初期集中支援チーム
認知症疾患医療センター
医療機関
金融機関
介護サービス事業所
障害福祉サービス事業所
訪問看護ステーション
民生委員・児童委員
自治会

相談を受ける際、この窓口に相談しようと思ったきっかけを記録しておくと、広報活動の評
価の際、役立てることができます。
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相談機能

相談機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階

的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。

大項目 小項目 実施状況

多様な相談者

早期の相談（後見類型以外（保佐、補助）の相談が入っ
ているか）

早期の相談（首長申立て以外（本人や家族等、任意後見）
の相談が入っているか）

相談者の属性（どの所属からの相談か）

相談者の所属地域（相談が入ってこない地域があるか）

親族からの相談が入っているか

情報の集約

相談者からの情報以外にも、内容に応じて本人や関係
機関から情報収集できているか

必要に応じてケース会議への出席、ケース会議の招集
等によって、情報を集約できているか

後見等ニーズ
の精査

判断能力不十分な本人のニーズを分析した上での相談対応
（成年後見制度以外の対応があるか）
（ニーズを解決できる機関、あるいは継続して関わる機
関につなげて、相談を終了することができているか）

成年後見制度以外の権利擁護支援の対応の検討・説明

必要に応じた専門職からの助言の確保

補助・保佐の活用を考慮した対応

必要な見守り
体制

必要なつなぎ先と連携がとれているか
（連携が困難な関係機関はないか）

地域包括支援センターとの連携

相談支援事業所との連携

民生委員・児童委員、自治会との連携

その他、見守りをしている機関との連携

どの地区からの相談が多いかといった地域ごとの分類や、介護支援専門員や相談支援専門員
といった相談者の属性ごとの分類を記録しておくと、次にどの地域のどのような関係機関に広
報を実施したら良いのかを考えることができます。

　連携が必要にもかかわらず困難を抱えている場合には、協議会等で連携体制の構築につい
て検討することが有効です。
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成年後見制度利用促進機能

成年後見制度利用促進機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階

的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。

［担い手の育成・活動の促進］
大項目 小項目 実施状況

市民後見人の
研修・育成・
活用

都道府県・市町村と関係機関（法人後見実施機関、専
門職団体、家庭裁判所）等の連携による研修・育成

修了者が実務経験を重ねる取組（法人後見業務、見守
り業務、日常生活自立支援事業の支援員業務など）

市民後見人選任後の継続的支援体制の整備

市民後見人養成カリキュラムについての家庭裁判所へ
の説明

継続的支援体制についての家庭裁判所への説明

選任以外の活躍の場の提供

市民後見人の
受任調整

市民後見人が行うのにふさわしい事案の整理

市民後見人候補者へのアドバイス

市民後見人候補者名簿の作成

法人後見の担
い手の育成・
活動支援

法人後見実施機関の育成・活動支援

障害分野で活用できる法人後見実施機関（社会福祉協議
会、市民後見人研修修了者、親の会等を母体とするＮＰ
Ｏ法人等）の育成・活用

後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性
の確保
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受任者調整（マッチング）等の支援

「家庭裁判所が適切な後見人を選任できるよう、本人を取り巻く支援の状況等を家庭裁判所
に的確に伝えることができるようにするための検討」（国基本計画 p.8）を行います。
「市町村長申立ての適切な実施や、『親亡き後』の障害者の長期にわたる後見等を意思決定支

援・身上保護を重視した運用に変えていく支援体制を早期に整備していく観点」（国基本計画
p.18）から体制整備を行うため、市町村長申立ての候補者推薦（老人福祉法第 32 条の 2 等を根
拠とする）を行うところから始めている市町村が多くあります。

大項目 小項目 実施状況

専門職後見人
候補者の推薦

専門職団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）
に対しての後見人候補者名簿の整備を依頼

市民後見人
の受任調整
（再掲）

市民後見人が行うのにふさわしい事案の整理

市民後見人候補者へのアドバイス

市民後見人候補者名簿の作成

親族後見人が
受任できるた
めの支援

後見人になるにふさわしい親族後見人候補者への助言、
専門職へのつなぎ

親族後見人選任後の継続的支援体制

親族後見人への継続的支援体制についての家庭裁判所
への説明

家庭裁判所と
の連携

後見人候補者の的確な推薦や後見人への支援を行うこ
とができるための、連携体制の整備

日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行

大項目 小項目 実施状況

関連制度から
のスムーズな
移行

日常生活自立支援事業等関連制度から成年後見制度へ
移行することが望ましいケースを検討する体制の整備

生活保護受給者を含む低所得者等が後見等開始の審判
の請求が適切に行われる体制の整備（成年後見制度利
用支援事業の更なる活用）
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後見人支援機能

後見人支援機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階

的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。

大項目 小項目 実施状況

日常的な相談
市民後見人からの日常的な相談に応じる体制整備
親族後見人等からの日常的な相談に応じる体制整備
　→　不正防止効果にもつながる

意思決定支
援、身上保護
を重視した
後見活動が
円滑に行わ
れるための
後見人支援

法的な権限をもつ後見人と、本人に身近な親族、福祉、
医療、地域等の関係者がチームとなって日常的に本人
を見守り、本人の状況を継続的に把握し適切に対応す
る体制の整備

※都道府県単位、家庭裁判
所単位での権利擁護支援
ネットワークの機能にも、
なるものと思われる。

後見人支援のために専門的知見が必要であると判断さ
れた場合に、法律・福祉の専門職がケース会議開催等
によって本人を支援することができるよう、専門職団
体の協力が得られるための体制整備
財産保全を最優先とした硬直的な運用ではなく、本人
の生活状況等に応じた財産の積極的活用等の適切・柔
軟な運用を保障するための体制整備

チームに加わ
る関係者への
研修
（意思決定支
援、身上保護
を重視した後
見活動が円滑
に行われるた
めの後見人支
援についての
研修）

介護支援専門員
相談支援専門員
生活保護ケースワーカー
保健師
精神保健福祉士
入所先社会福祉施設
認知症初期集中支援チーム
認知症疾患医療センター
介護サービス事業所
障害福祉サービス事業所
訪問看護ステーション
民生委員
市町村窓口
専門職

家庭裁判所
との連携

本人の福祉・生活の質の向上の観点から、本人と後見
人との関係がうまくいかなくなっている場合や、ほか
の支援体制への切り替えが望ましいと考えられる場合
の、新たな後見人候補者推薦等や、家庭裁判所との連
絡調整

移行型任意後
見契約の発効
の必要性への
支援

任意後見監督人選任の申立てが必要な状態になってい
る移行型任意後見契約の存在を発見した場合の支援

（必要に応じて、ケース会議等を開催し専門職団体の
協力を得る）
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不正防止効果
不正防止については、４つの機能が充実していく中での、効果として期待されるものです。

以下は、取組を考える上での参考となる項目です。

大項目 小項目 実施状況

チームによる
見守りにおけ
る不正防止
の視点

親族後見人等の経済的虐待や横領等の不正行為の兆
候の早期の把握（チームメンバーが、不正があるか
もしれないと感じた時に、どこに知らせればいいか
を知っている）
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成年後見制度利用促進に関する業務を担当しているが、未だによくわからない部分も多
い。ただ、利用促進法の施行、国基本計画ができ加速度的な動きを見せている現状、この
業務において「想像」と「創造」がキーワードになるのではないかと、おぼろげながらに
感じている。

よく「成年後見制度のニーズがない」、「市区町村長申立ての対象者がいない」といった
自治体職員の声を耳にする。このことに対して、私自身も関係各位から厳しいお言葉をい
ただく立場でもあり、真摯に受け止める必要があるとは感じるが、今回は自治体職員の現
状を示す声として少しお伝えしたい。

昨今、福祉分野に限らず法制度の新設・改正、専門性・効率性の観点からの委託による
事業運営、又様々なニーズの高まりへの新たな対応等より、自治体職員は庁舎の外に出る
ことや現場の様子を肌感覚で知ることが難しくなっている。言わば行政的な意味でのアウ
トリーチが限定的になってきているともいえる状況である。そういった背景があるが故、

「成年後見制度のニーズがない」といった声は一部正解でもあるといえると思う。（厳密に
は「成年後見制度のニーズが見えない」といった方が正しい表現ではあると思うが。）高
齢者・障がい者ともに母数の増加、世帯や親族の人数の減少などの潮流の中で、身寄りの
ない方も増えており、実際に成年後見制度や市町村長申立てのニーズは確実に増えている
が、自治体職員がそれを知らないという現状を示す表現としてはその通りなのである。

このように、ニーズが見えない、そして見に行くことも難しくなっている現状の中で、
ニーズをどう「想像」するか、これが実に重要になってくる。（まずは、無知の知という
現実を受け止める作業が必要だが。）住民の苦しんでいる様子、又 SOS の声も出せない
状況をどう「想像」するのか。百聞は一見にしかずという諺があるが、仮に一見できない
ならば百以上聞いてみることが求められてくると思う。そこで、「協議会」という仕組み
づくりが生きてくるのである。

昨今、自治体職員には様々な施策において協議会づくりが求められており、会議の設置
という手法論に目が行きがちであるが、「現実を聞き、知ることから始める」、ひいては自
治体を応援してもらう意味での目的もありながら、協議会を作っていくことが個人的には
重要であると感じる。自治体職員として気になる部分でもある、条例や要綱を根拠に、委
員は誰で、年何回開催でという作業は最終的に付いて回ってくる話であるが、趣旨を主眼
に捉えれば、顔見知りの包括や社協職員とのカウンターでのインフォーマルな雑談も一種
の「協議会」であり、それを重ねて繰り返すところに、自治体職員が進む方向があるので
はないかと思う。（かく言う私も対話を十分に重ねることができず、成年後見支援センター
職員から時に叱咤をいただくこともあることは隠さずお伝えしておくが。）このように、
住民の姿を「想像」する意味から「協議会」に取り組んでいく考え方はどうだろうか。

その後、「市町村計画」の策定、「中核機関」の設置に取り組んでいくことになる。その
際は「想像」に加えて、「創造」が発生してくる。成年後見制度は地域で暮らし続けるた
めの手法の一つであるから、地域での声掛けや民生委員の見守り、サロンといった住民活
動から、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業、認知症初期集中支援チーム、認

成年後見制度利用促進における「想像」と「創造」
豊田市福祉部福祉総合相談課　安藤　亨
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知症疾患センターや医療機関との連携まで、地域で暮らし続けるための支援策・機関とどの
ように「中核機関」が関わっていくのか、そして、それをソーシャルデザインとして「市町
村計画」に落し込んでいくためにどう「創造」を積み重ねていくか、その視点が必要になっ
てくるのである。さらに、生活困窮者支援といった横断的な対応策や地域共生社会の実現に
向けた我が事の地域づくりや丸ごとの相談対応、多機関の連携のベースも同時に「創造」し
ていくことも求められていく。「創造」は個の支援の中から生まれ、そして魂の入った議論
の中から生まれてくると個人的には考えている。このように、「創造」という社会への新た
な働きかけを行う作業を共有、議論していく意味からも「協議会」には価値があると思う。

本手引きは市町村計画策定のものであり、委員としてできるだけ自治体職員に寄与できる
ものを作りたいとの想いで取り組んできたが、一方で、市町村計画はアウトプットの一つに
しかすぎないと考えている私も存在する。個人的な所感では計画ができるプロセス、フォー
マル・インフォーマルといった形式を問わない「協議会」での対話に、住民のための取組に
つながる価値があると考えている。

市町村計画策定の中で、「想像」と「創造」の視点から全国各地で実施されるであろう、
住民目線に立った熱心な議論の中に、皆さんとともに私自身も携わればと思う。
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南会津町では、平成３０年３月２３日に「南会津町成年後見制度利用促進基本計画」を
策定しました。

高齢者見守り事業と地域包括支援センターそして成年後見センターの事業拠点も整備
されました。

策定の背景には、30 年度から町社協に南会津町成年後見センターの運営委託を進める
ため、町基本計画のほか参考となる「法人後見業務マニュアル」と「町長申立てマニュア
ル」が必要と考えました。

町社協は、27 年度から法人後見を始め３年間に４件を受任し、町長申立ての際には町
社協の法人後見を後見人候補者としていました。

町基本計画の策定にあたった社会福祉係は、高齢者福祉・障害者福祉・生活保護と生活
困窮相談・民生委員も担当し、介護保険こそ隣の係ですが、町社協本所と介護事業所の事
務所が役場本庁舎の道路向かいにありワンストップで相談を受けることが可能なうえ、家
庭裁判所の出張所も役場本庁舎の隣にあります。

ちょうど２９年度は、「高齢者保健福祉計画・介護保険計画」、「障がい者計画」、「障が
い福祉計画」が改訂年度で、基本計画を地域福祉計画等の一章として策定する自治体の情
報も聞かれましたが、それら改訂計画の検討組織と情報交換し意見集約をさせてもらいな
がら個別計画として策定しました。

個別計画にするために町基本計画では、後見等が必要な潜在者について 165 客体にア
ンケート調査をし、数値化できました。

また、町基本計画は町社協の法人後見業務監督審査会（要綱による南会津町成年後見セ
ンター運営協議会）を合議制の機関として計画の審査等をお願いし、審査会では後見人の
養成・センターの業務の内容又は町基本計画に掲げた課題と取組みの方向性についてご意
見を頂戴することができました。

諸様式を搭載した分厚い法人後見業務マニュアルと町長申立てマニュアルを策定する
うえでは、専門的なうえ技術的な部分が多く、法テラスの弁護士先生や大学の研究職、家
裁出張所、品川成年後見センターの皆様に原稿の校正などにご協力をいただき、町基本計
画の眼目である「地域連携ネットワーク」のイメージをより強くし、実践的な協力を得る
ことができました。さらに、各専門職団体等が一堂に会した、福島家庭裁判所・郡山支部
の意見交換会に管轄外ではありましたが参加させていただき大変参考になり、町が担う中
核機関の機能や成年後見センターが運営する業務との連携内容を確認することができまし
た。

町が担う中核機関では、広域的な観点での調整、近隣の市町村と連携などのほか、後見
人受任者調整等の支援さらには司法との関わりを強めたいと思いました。

意見公募手続制度（パブリックコメント）を１月 26 日から 2 月 27 日まで実施し、寄
せられた貴重な意見を反映させています。以上が策定の経過概要となります。

この流れで進めるきっかけとなりましたのは、28 年 11 月と 12 月に、品川成年後見セ
ンター所長の齋藤修一氏（29 年 8 月ご逝去）にご来町いただき、南会津町成年後見センター

「成年後見制度利用促進」について考えること
南会津町役場　舘岩総合支所　町民課長補佐兼総務係長　橘　一明
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構想の薫陶を受けたことによります。心から感謝申し上げます。
成年後見制度利用促進は、内閣府による成年後見制度利用促進会議及び利用促進委員会の

取組みを経て、厚生労働省に成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本
計画に基づき施策の総合的かつ計画的な推進が図られ、利用しやすく新たな段階を迎え今後
さらに制度理解も進み利用が必要な方に浸透することが望まれます。

町基本計画の策定にご協力いただいた皆様方に改めて心から感謝を申し上げます。
近い将来、中核機関が各市区町村に整備され、単独又は広域的な枠組みのいずれにしても、

司法としっかりタッグを組み認知症高齢者等に対するセーフティネットが機能する社会の実
現を願っています。
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都道府県編
Ⅱ

１．都道府県に期待される市町村支援の内容

（１）成年後見制度利用促進法、国基本計画

○成年後見制度利用促進法第 15 条（都道府県の講ずる措置）では、「都道府県は、市町村が講ず
る措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材
の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」とされています。

○また、成年後見制度利用促進法第５条（地方公共団体の責務）では、地方公共団体は、基本理念
にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的か
つ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされています。

　　家庭裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、専門性の高い司法に関する施策
や司法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多いこと等を踏まえると、都道府
県は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等において、主導的役割を果たすことが
期待されます。

○都道府県は、国の事業を活用しつつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、全国どの地域
に住んでいても、制度の利用が必要な人が制度を利用できるような地域体制の構築を目指すた
めに積極的な支援を行うことが期待されます。

○具体的には、都道府県においては、都道府県下の各地域の連携ネットワーク・中核機関の整備
やその取組状況を継続的に把握するとともに、以下のような支援等を行うことが期待されます。

（厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料（平成31年3月5日）
資料４　地域福祉課／地域福祉課生活困窮者自立支援室／地域福祉課消費生活協同組合業務室（p.98）より抜粋。）

　本編では、成年後見制度利用促進法や国基本計画の中で書かれている都道府県に期待される市町村
支援の内容を整理するとともに、実際に都道府県が行っている市町村支援の事例を掲載しています。
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（２）本事業アンケート調査結果からみえる、市町村から都道府県への期待

①市町村は、都道府県から複数の内容の支援を受けていると回答している。

　平成 30 年 10 月までに、市町村が都道府県から受けている支援内容をみると、「市町村職員を
含めた関係者の資質の向上に関する研修会等の実施（49.8%）」、「国基本計画等について理解を
深めるセミナー等開催（49.3%）」等、複数の項目について、4 割から 5 割の市町村が「都道府県
から支援を受けている」と回答しています。

1/1

26.2

49.3

44.1

46.3

17.4

8.6

17.7

49.8

42.3

31.0

2.7

0 20 40 60 80 100

ア.市町村からの相談に対応できるような支援体制
の構築

イ.国基本計画等について理解を深めるｾﾐﾅｰ等開催

ウ.管内地域のﾈｯﾄﾜｰｸ･中核機関の整備状況やその
取組進捗状況に関する継続的な把握､情報提供

エ.市町村間の情報共有･情報交流の場の設定

オ.管内地域における権利擁護･成年後見ﾆｰｽﾞの把
握､情報提供

カ.管内地域における社会資源(担い手)等の充足状
況の把握､情報提供

キ.成年後見等の担い手の確保(市民後見人の研修･
育成､法人後見の担い手の確保等)

ク.市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関す
る研修会等の実施

ケ.家庭裁判所との情報共有･情報交流の場の設定

コ.家庭裁判所や社協､専門職団体等と連携した説
明会の実施や具体的方策の検討

サ.ﾆｰｽﾞ調査のための共通ﾌｫｰﾏｯﾄ等の提供
市町村（n=1,091）

(%)

※回答結果の詳細は、『「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」報告書』
　（平成31（2019）年　3月、一般財団法人　日本総合研究所）を参照。

平成30年10月までに、市町村が都道府県から受けている支援内容
（※「受けている」という回答のみ抜粋。）
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②市町村から都道府県に対する期待は大きい。

　今後、期待する都道府県からの支援内容については、選択肢のすべての項目で期待度が高くなっ
ています（期待度「高」と「中」の合計値が、すべての項目で 8 割を超えている）。

1/1

10.4

9.0

8.2

8.9

11.1

12.7

13.0

7.1

9.1

8.3

13.1

41.1

54.7

45.1

45.5

45.4

48.1

45.5

47.2

48.9

44.3

47.5

44.9

32.9

43.4

42.2

40.1

35.5

37.9

42.0

38.6

44.1

35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア.市町村からの相談に対応できるような支援体制の構築

イ.国基本計画等について理解を深めるｾﾐﾅｰ等開催

ウ.管内地域のﾈｯﾄﾜｰｸ･中核機関の整備状況やその取組進

捗状況に関する継続的な把握､情報提供

エ.市町村間の情報共有･情報交流の場の設定

オ.管内地域における権利擁護･成年後見ﾆｰｽﾞの把握､情報

提供

カ.管内地域における社会資源(担い手)等の充足状況の把

握､情報提供

キ.成年後見等の担い手の確保(市民後見人の研修･育成､

法人後見の担い手の確保等)

ク.市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関する研修

会等の実施

ケ.家庭裁判所との情報共有･情報交流の場の設定

コ.家庭裁判所や社協､専門職団体等と連携した説明会の

実施や具体的方策の検討

サ.ﾆｰｽﾞ調査のための共通ﾌｫｰﾏｯﾄ等の提供

低 中 ⾼ 市町村（n=1,091）

※回答結果の詳細は、『「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」報告書』
　（平成31（2019）年　3月、一般財団法人　日本総合研究所）を参照。

今後、期待する都道府県からの支援内容（期待度）
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２.　都道府県が行っている市町村支援の例
本稿では、ヒアリング調査から得られた各都道府県・都道府県社協による市町村支援の例を紹

介します。
いずれも、今後、多くの都道府県が市町村支援を行うにあたってのヒントを学ぶことのできる

事例です。ご活用ください。

※「都道府県の役割（市町村への広域的支援）」（「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料（平成 31 年 3 月 5 日）

資料４（p.98）」（本手引き p.67 掲載図））

※本手引きでは、多くの都道府県にとって参考になると考えられる取組を掲載しています（すでに多くの都道府県で取

り組まれていると考えられる取組例は掲載していません）。

＜ヒアリング調査から聞き取りを行った都道府県が行っている市町村支援の例＞

本手引きにおける項目
（国資料※の項目との対応関係）

国が示している「都道府県の役割
（市町村への広域的支援）」※ 自治体名 該当ページ

・市町村や中核機関への専門的助言体
制の整備

・市町村や中核機関への専門的
助言（家裁や専門職団体との
連携を含む）

北海道・北海道社会
福祉協議会 p.71

・家裁支部単位、保健福祉圏域での連
絡会議や勉強会等の開催

・家裁支部単位での連絡会議の
開催

埼玉県・埼玉県社会
福祉協議会 p.73

神奈川県・神奈川県
社会福祉協議会 P.76

・市町村申立てに関する研修、マニュア
ル等の作成 － 神奈川県・神奈川県

社会福祉協議会 p.79

・市町村職員や中核機関職員等の研修 ・市町村職員や中核機関職員等
の研修

静岡県・静岡県社会
福祉協議会 p.80

・広域での整備が考えられる市町村や
当該地域への働きかけ、個別訪問、
情報提供

－ 静岡県・静岡県社会
福祉協議会 p.82

・広域での整備が考えられる自治体間
での勉強会等への支援

・広域設置が考えられる自治体
間での勉強会開催

宮崎県・宮崎県社会
福祉協議会 p.85

・広域での整備が考えられる市町村や
当該地域への働きかけ、個別訪問、
情報提供

－ 宮崎県・宮崎県社会
福祉協議会 p.87
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（１）北海道・北海道社会福祉協議会

□「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」の概要 □　

・H14年度から、北海道と道社協が一体となって行ってきた個別の事業を通じた支援（研修や費
用補助等）や課題等をふまえ、今後そうした事業を一体的に執り行うことを通じて、道全体
の権利擁護支援体制の整備をめざす。

「市町村や中核機関への専門的助言体制の整備」の例：
「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」

「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」のポイント

○ H14 年度から、北海道と道社協が一体となって、道内の権利擁護支援体制および人材

育成を進めてきた。

○ H30 年度から、これまで個別に取り組んできた支援（研修や費用補助等）を一体的に

進めている。

○ H31 年度からは、「北海道成年後バックアップセンター」を立ち上げ、成年後見センター

の立ち上げや困難事例に対する相談体制構築を想定している。

【参考：これまで行ってきた主な取組（道主催、道社協主催を問わず）】

※名称は一般的なものに置き換えて記載している。

・地域における権利擁護システム構築セミナー（日常生活自立支援事業や成年後見制度を含

めた、地域の権利擁護に関する一体的な体制整備の促進を目的とした事業。）（H14年度

～）

・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等に関する実態把握 （H24年度～）

・成年後見センター担当職員研修（H30年度～）

・成年後見センター等連絡会議（成年後見センターの立ち上げや運営における相談、意見交

換等）（H30年度）

・成年後見制度関係事業助成（成年後見センターの立ち上げに関し必要となる経費を負担

（50万円／回、1回限り））（H30年度～）
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○北海道成年後見バックアップセンター運営委員会の新設
　【委員会機能】

　　・センター各事業企画への助言

　　・成年後見制度出張相談事業に寄せられた相談内容の分析・検証

　　・成年後見制度・成年後見利用促進基本計画等の制度政策に関する最新動向の集約

　　・成年後見制度を含む権利擁護に関わる調査研究機能

　　・その他

　　＜委員想定メンバー＞

　　　－法曹関係専門職

　　　－福祉関係専門職

　　　－学識経験者

　　　－市町村成年後見センター等関係者

　　　－行政関係者

　　　－その他

○成年後見出張相談事業の新規実施（詳細は検討中）
　【相談対象】

　　・市町村社協が運営する成年後見センター関係職員や成年後見制度利用促進関係業務

　　　を担当する市町村行政職員

　【想定される相談内容】

　　・中核機関の設置検討を開始するが、進め方がわからない。

　　・成年後見利用ニーズ把握の方法がわからない。

　　・関係機関との連携の方法がわからない。　　　　等

　【想定される相談への対応方法】

　　・検討中。

北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想

※ヒアリング調査資料より

○北海道成年後見バックアップセンター運営委員会新設 

・法曹関係者、福祉関係者、学識経験者等による委員会を設置し、成年後見センターの設置運
営に向けた相談や、困難事例への相談に対応することを通じて、道全体の権利擁護支援体制
の整備とそのバックアップをめざしている。

道全体の権利擁支援護体制の整備と
バックアップをめざしている

ポイント！
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（２）埼玉県・埼玉県社会福祉協議会

□「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」の概要 □　

・将来的に埼玉県の高齢者人口や認知症高齢者数が増加することから、埼玉県ではH23.2に、
成年後見制度の周知・利用拡大、関係機関の情報共有等を目的とした「埼玉県成年後見制
度関係機関協議会」を設置した。成年後見制度利用促進法の成立や国基本計画の策定によ
り、都道府県の役割として、広域での中核機関の設置・運営、家庭裁判所や専門職団体と
の連携などが提示されたことを受けて、従前から取り組んでいた当協議会を発展させるか
たちで、H30.5.31に「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」を設置した。

「家裁支部単位、保健福祉圏域での連絡会議や勉強会等の開催」の例：
「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」

「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」のポイント

○家庭裁判所の支部ごとに「地区協議会」を設置し、地区ごとに成年後見制度利用促進

体制の整備をめざしている。

○自治体や部署を超えた市町村職員間で、お互いに相談できる関係づくりを進めている。

○県と県社協が一体となって、事務局担当市町村へのサポートと負担軽減のための支援

をしている。

○市町村は、地区協議会に参加することにより、取組の推進、関係部署や議会への説明

に役立てている。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】

※名称は一般的なものに置き換えて記載している。

　・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等に関する実態把握調査

　・成年後見制度市町村長申立て担当職員研修（H22年度～）

　・埼玉県成年後見制度関係機関協議会の設置（H22年度～）

　・市民後見推進研修（市町村職員、社協職員）（H24年度～）　
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「成年後見制度利用促進協議会」

（埼玉県からの提供資料）

○県協議会内に地区協議会（家庭裁判所の管轄割：7 地区）を設置しようと考えたきっかけ

・現状、成年後見制度の利用促進を担当する職員が少ない当分野で、地区協議会内での情報共
有や課題分析、推進方策の検討などを行うとともに、未時間関係者同士がお互いに協力でき
る関係づくりが必要と考えた。
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○県、県社協の役割 

・設置に向けた説明
－県と県社協が一緒に、地区協議会の運営要領案や、地区協議会の進行案、進め方のイメー

ジ資料などを用意して、事務局担当市町村を個別に訪問して説明。
－市町村社協、専門職団体、家庭裁判所等に対し、当協議会に関する説明と協力を求める。

・運営支援
－事務局担当市町村を個別訪問し、第1回協議会の進行について打ち合わせ。
－地区協議会の運営方針の決定

＊地区内の市町村間で、持ち回りで担当する。開始年度は家裁支部設置市。
　－運営協議会での配布資料の準備

＊地区内市町村、県と県社協、家裁支部、専門職団体地区支部のそれぞれの連絡先一覧
＊地区別「成年後見制度利用状況等調査」結果

　－開催に向けた構成団体への依頼（事務局市町村の負担軽減への協力を依頼）
＊「謝金・交通費は出せないこと」、「会議資料はメールで送るので、各自印刷・持参して

出席してほしいこと」など。

・地区協議会では、県、県社協、家庭裁判所はオブザーバーとして出席している。

○地区協議会を設置したことによる主な効果（※県、県社協に寄せられている声）

①県と県社協が、事務局担当市町村を個別訪問している
②県と県社協が、事務局担当市町村の負担軽減を図るためのサポートをしている

ポイント！

市町村職員

専門職団体

※参考：資料編（p.128 ～ 129）参照。

地区協議会への参加を通じて、成年後見制度利用に関する取組の
促進につながった。
・自分たちが取り組む必要性の理解
・市町村計画策定や中核機関設置に向けて検討を開始することの理解
・担当部署の決定
・庁内（上司、関係部署、議会）に説明する材料の共有
H30年度内に、全7地区で地区協議会が立ち上がった。

同じ地区にいながら行政や社協の方と話す機会が少なかったの
で、地区協議会への参加を機に、顔の見える関係づくりができた。
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（３）－１．神奈川県・神奈川県社会福祉協議会

「家裁支部単位、保健福祉圏域での連絡会議や勉強会等の開催」の例：
・「成年後見制度に関する意見交換会」
・「成年後見に関する家裁との連絡協議会」
・「市町村困難事例検討会」

各種連絡会議や勉強会等のポイント

○従前取り組んでいた家裁支部単位や保健福祉圏域における意見交換会、協議会を発展

させ、出席者間の関係構築や、成年後見制度、権利擁護支援に関する理解促進を積み

重ねている。

○市町村や市町村社協、家庭裁判所や専門職団体いずれにとっても、より身近な地域で

関係性を構築することにつながっている。

○県と県社協は連携・協力しながら、こうした地域別、対象別の何層にもわたる関係構築や、

成年後見制度、権利擁護に関する理解促進の機会を通じて、これらの取組から得られた

成果や寄せられた意見を事業内容に反映させ、バージョンアップを行っている。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】

※名称は一般的なものに置き換えて記載している。

　・成年後見制度に関する市町村取組状況調査（H17年度～）

　・県社協による「かながわ成年後見推進センター」の設置（H22年度～）　

　・市民後見人の養成（H24年度～）

　・「神奈川県における市民後見人養成のあり方について」（最終報告）のとりまとめ

（平成26年4月）
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□ 各取組の概要 □　

○成年後見制度に関する意見交換会
・開始年月：H18年度～
・背　　景：保健福祉圏域ごとに、成年後見制度に関する市町村や市町村社協の取組状況や地域課題

等の情報共有を図ることを目的して開催。平成30年度からは、成年後見制度利用促
進の動向をふまえ、専門職団体との関係づくりを目的に加え、試行的に法律・福祉
の専門職団体と家庭裁判所にも出席を依頼した。

・対　　象：市町村、市町村社協、県、県社協
・実施形態：年4回（保健福祉圏域ごとに各1回）
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

○成年後見に関する家庭裁判所との連絡協議会

・開始年月：H25年度～
・背　　景：当初は市民後見人の選任に向けて家庭裁判所と協議する機会を設けていたが、市民後見

人の選任が進んでいることや、成年後見制度利用促進の動向等をふまえて徐々にテーマ
を変えている。平成29年度からは、市町村職員から申立て先の家裁支部職員とも関係を
構築したいとの意向を受け、家庭裁判所本庁に加え、支部職員への出席も依頼している。

・対　　象：市町村、市町村社協、家庭裁判所、県、県社協
・実施形態：年3回
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

市町村職員

市町村職員

専門職団体

⇒　市町村職員、専門職団体双方にとって、相互理解の機会となっている。
⇒　各保健福祉圏域単位で開催することから、市町村職員、専門職団体双方にとって、
　　より身近な地域で関係性を構築することができる。

⇒「人事異動により、首長申立ての手続きが引き継がれない」などの市町村職員
の声を受けて、「成年後見制度市町村長申立てマニュアル2013（ホームペー
ジ版）」（H25.7）の作成にもつながっている。

http://www.knsyk.jp/s/shiryou/pdf/kouken_sityousontyoumousitate_manual2013_hp1.pdf

他市町村の成年後見制度の取組状況について把握できる。家庭裁判
所や法律・福祉の専門職団体からの助言により、成年後見制度に関
する日頃の疑問点を解消できる。

首長申立てや法人後見の実務に関する疑問に対し
て、家庭裁判所の見解を知ることができる。

市町村の状況を理解できる
機会となっている。
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○市町村困難事例検討会

・開始年月：H24年度～
・背　　景：当初は「成年後見制度事例検討会」という名称だったが、「成年後見制度市町村長申立て

マニュアル2013（ホームページ版）」（H25.7）を作成したことから、徐々に、権利擁護を
含めた困難事例の検討会を行う方向に変化していった。現在は、市町村職員が直面してい
る困難事例の提供を依頼し、提供された事例をもとに、成年後見制度等の利用のポイント
や困難事例への対応の仕方等について、弁護士から助言を得る機会となっている。

・対　　象：市町村、弁護士、県、県社協
・実施形態：年5～6回（保健福祉圏域ごとに1～2回）
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

市町村職員

実際の事例をもとに、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用
のポイントや困難事例への対応の仕方等について、弁護士から法的
助言を得る機会となっている。あわせて、出席している市町村間で
の課題解決に向けた情報交換の機会ともなっている。

⇒　参加する市町村職員の知識や経験に違いがあることから、多く寄せられる疑
問と家庭裁判所による回答を整理して回答をとりまとめた、「成年後見制度市
町村長申立てQ&A」（平成27年7月）の作成にもつながっている。
http://www.knsyk.jp/s/seinenkouken/pdf/30seinenkouken_qa.pdf
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（３）－２．神奈川県・神奈川県社会福祉協議会

□各取組の概要□　

○成年後見制度セミナー

　・開始年月：H17 年度～
・背　　景：市町村職員の制度への理解を深め、首長申立ての促進を図るという目的を第一としながら

も、国基本計画において都道府県の役割のひとつとして「市町村職員を含めた関係者の資質
の向上に関する施策等」が明記されたことを受けて、H30年度からは日常的に首長申立てに
関係する機関の職員の首長申立てに関する理解を深めるため、受講対象を拡大した。

　・対　　象：市町村、市町村社協、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、県関係課　
　・実施形態：年 2 回（初任者編、現任者編各 1 回）
　・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

「市町村申立てに関する研修、マニュアル等の作成」の例：「成年後見制度セミナー」

「成年後見制度セミナー」のポイント

○ H17 年度から市町村職員を対象に首長申立ての促進を図る目的で取り組んでいた「成

年後見制度セミナー」の受講対象を、H30 年度から地域包括支援センター職員、障害者

相談支援事業所職員にも拡大させ、関係者による制度への理解促進、関係者間の相互理

解の促進を進めている。

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所にも受講対象を拡大し、
相互理解を深めることに寄与している

ポイント！

市町村職員

地域包括支援センター職員
障害者相談支援事業所職員

※参考：資料編（p.130）参照。

首長申立てに関する実務を学ぶことができる。

・なかなか成年後見制度について学ぶ機会がないこと
から、職務として学ぶ機会を得ることができる。

・首長申立ての流れを知ることで、申立てまで時間が
かかること学んでいる。

⇒市町村職員、地域包括支援センター職員、	障害者相談支援事業所職
員それぞれにとって、相互理解の機会となっている。
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 （４）－１．静岡県・静岡県社会福祉協議会

「市町村や中核機関職員等の研修」の例：
・「分かりやすい成年後見制度テキスト」と説明しやすいパンフレット
　の作成、	パンフレットを活用した説明手法を検討
・「福祉関係者等への理解促進研修」

テキスト及びパンフレットの作成・活用、「福祉関係者等への理解促進研修」のポイント

○特に福祉関係者への成年後見制度に対する理解促進を進めている。

○「分かりやすい成年後見制度テキスト」と説明しやすいパンフレットを作成して、研修

で活用するとともに、静岡県社協 HP で広く公表し、普及啓発につなげている。

○研修対象を特別支援学校教員等にも広げ、成年後見制度の対象者が利用する機関の関係

者に対する制度の理解を進めている。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】
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□各取組の概要□　

○「分かりやすい成年後見制度テキスト」及びパンフレットの作成

・背景：H29.7に県社協が実施した「成年後見制度に関する実態把握調査」の結果を通じて、特に
福祉関係者の成年後見制度に対する理解促進の必要性が明らかとなったことから、H30年度事
業として実施。

・成年後見制度理解促進検討委員会の設置：専門職団体、施設団体、支援者団体、当事者団体か
ら推薦いただいた計12人及び家庭裁判所（オブザーバー）から成る委員会を設置し、作成全般
に係る意見をいただいた。

・ワーキンググループの設置：上記委員会から選出した5人から成るワーキンググループを設置
し、テキストとパンフレットの具体的な内容を検討した。

・事前ヒアリングの実施：施設職員や当事者団体のメンバーに対し、成年後見制度に関して分かり
づらい点や、どんなものがあれば説明しやすいか等の意見をヒアリングし、テキスト及びパンフ
レットの作成に反映させた。

○福祉関係者等への理解促進研修の実施

・目　　的：「分かりやすい成年後見制度テキスト」を使った成年後見制度の概要説明と、
パンフレット及びテキストの有効な活用方法について学ぶ。

・対　　象：社会福祉事業所職員、地域包括支援センター職員、市町行政職員、市町社会福
祉協議会職員、特別支援学校教員 等　

・実施形態：県内４か所で各１回
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

市町村職員

特別支援学校教員

福祉事業所職員

・とてもわかりやすいテキストとパンフレットなので、職場内の研
修や勉強会で利用し、多くの職員に制度を理解してもらいたい。

・首長申立の重要性に気付くことができた。

とても詳しくていねいで分かりやすい研修会でした。職
場に戻り少しでも多くの職員に伝達し、幅広く知ってい
ただくこと、興味を持っていただくこと、もっと知りた
いと思っていただける人が増えるように対応したい。

・分かっているようで分かっていなかったことが多い
ことに気付くことができて良かった。
・裁判所等、とてもハードルが高い制度だと思ってい
たが、わかりやすい説明で、少し身近に感じること
ができた。

※参考：資料編（p.131 ～ 133）参照。
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（４）－２. 静岡県・静岡県社会福祉協議会

「広域での整備が考えられる市町村や当該地域への働きか
け、個別訪問、情報提供」の例：
＜成年後見実施機関未設置市町村への支援＞
・「成年後見実施機関広域設置研修」
・「成年後見実施機関設置・運営相談事業」

各種事業のポイント

○県と県社協が一体となって従前から取り組んでいた、家裁支部単位における広域での市
民後見人の養成及び活動支援の体制づくりに向けた支援をふまえ、H29 年度からは成年
後見実施機関未設置市町に対し、成年後見実施機関を広域で実施するための支援事業を
立ち上げた。

○「成年後見実施機関広域設置研修」（県社協への委託事業）では、広域での取組を検討
する研修を前期と後期に分けて実施し、中間に各組織に持ち帰って検討する期間を設け、
各自治体・各市町社協で十分に検討する時間を設けた。

○上記研修のフォローアップも含め、相談事への対応は「成年後見実施機関設置・運営相
談事業」（県社協への委託事業）で受け止め、上記事業と両輪で成年後見実施機関の設
置に向けた支援を行った。

□各取組の概要□　

○成年後見実施機関広域設置研修、成年後見実施機関設置・運営相談事業

　・開始年月：H29 年度～
・背　　景：市民後見人の養成及び活用の体制づくりや、権利擁護支援における地域連携ネット

ワークの構築など、市町における成年後見制度の利用促進の体制整備について、
近隣市町との連携による取組を支援

　・対　　象：成年後見実施機関未設置地域：4 地区
　・実施形態：地域ごとに年 2 回（前期、後期）

・地域の状況に応じた支援を行っている。
・県や県社協が主導することで、市町は取りかかりやすい。
・各地域を個別に訪問することで、組織内での説明を補強できる。

ポイント！
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•

•

•

•
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【活用方法】
•成年後見実施機関広域設置研修の前後に、事業実施に向けた下地
づくりのため、社協間の会議等を開催
•社協内の方針決定を支援するため、市町社協の担当職員と共に、役
員等に事業説明を実施
•行政内の方針決定を支援するため、行政の担当職員と共に上司への
事業説明を実施、併せて市町社協の役割・財政援助等の必要性など
を代弁
•行政と社協間の話し合いの場に、アドバイザー・交通整理役として同席
し、合意形成を支援

成年後見実施機関設置・運営相談事業の活用

・個別の取組支援、 ・広域実施の調整、 ・家裁・専門職等との連携支援
市町行政・社協を対象とする相談窓口を県社協に設置

※成年後見制度利用促進係る都道府県担当者会議資料（H30.10.3) より。

より詳細に
（下のスライドで説明）
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・対象の状況に応じた支援：
－パターン①グループ内に「単独で実施予定」の自治体がいたケース
－パターン②複数の自治体間で広域実施の方針だけ決まっていたケース
－パターン③市民後見人養成等に消極的な自治体が集まったケース

・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

A地区職員

B地区職員

市民後見人の養成や活動の場づくりの必要性は理解
していたが、単独自治体で進めることも、自分たち
が主導になることも難しく……。県と県社協が主導
してくれたことで取りかかりやすかった。

上司への説明の際、県と県社協で個別に訪問、同席して、
制度や市町社協の役割について説明を補強してもらうこ
とで、上司に制度等に関する理解を深めてもらえた。
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（５）－１. 宮崎県・宮崎県社会福祉協議会

・「広域での整備が考えられる自治体間での勉強会等への支援」
・「市民後見人の養成の推進」
・「法人後見の立ち上げ推進」の例：	
「権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）」

「権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業
（法人後見受任体制整備事業）」のポイント

○県と県社協が一体となって従前から成年後見制度の利用促進に向けた取組を展開させ、
県内どの地域でも成年後見制度を利用できる体制を整備すること、継続的に事例への関
与の重要性を鑑み、法人後見受任体制整備事業を進めている。

○ H30 年度から、法人後見を担う一般社団法人職員等にも受講対象を拡大した。
○ H30 年度から、広域で法人後見受任体制整備や地域連携ネットワークの整備を進める

市町村間で行う勉強会等への支援も開始した。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】

※名称は一般的なものに置き換えて記載している。
・高齢者を支える成年後見制度活用支援事業（H20年度から市町村、地域包括支援センター

に対する支援の一環として取り組んできた高齢者虐待防止の取組を通じて、経済的虐待へ
の対応策として成年後見制度の利用を進めるという観点から、既存事業を発展させるかた
ちでH24年度に当事業を開始。H25年度以降は高齢者権利事業の中で取組を継続実施。）

・権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）（H27年
度～、県内における法人後見受任体制整備を目的とした事業を開始。）

・高齢者権利擁護支援事業（高齢者総合支援センター（県社協）委託）（H24年度～）
－相談対応・支援：市町村等からの成年後見制度の活用や市町村長申立ての手続等に関す

る相談に応じる。
－実務研修会の開催：成年後見制度の活用や手続等に関する実務研修会を開催。
－成年後見制度の啓発（出前講座）：高齢者権利擁護（高齢者虐待防止、成年後見制度の

活用）を推進し、広く県民に学習機会や情報を提供するため、団体・グループ等を対象
に出前講座を実施。

・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等実態把握調査等の実施（H26年度～）
※成年後見制度利用促進係る都道府県担当者会議資料（H30.10.3)より。

※参考：資料編（p.134 ～ 135）参照。
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□各取組の概要□　

○権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）

・開始年月：H27年度～地域医療・介護確保総合基金を活用し、県内における法人後見受任する
ための体制整備を開始。

・目　　的：成年後見制度の担い手不足の実態や市民後見人選任の実績がない実態を踏まえ、長期
的に見て、県内どの地域でも成年後見制度を利用できる体制を整備する必要性ととも
に、事例への関与の継続性を考え、県として法人後見受任体制および関与する人材育
成に取り組むこととした。

・主な取組：
－市民に対する法人後見支援員養成研修
－社協職員等に対する法人後見専門員研修
－広域的な整備に取り組む市町村への補助（H30年度～）

※社協職員等に対する法人後見専門員研修：
－地域医療・介護確保総合基金を活用。
－H30年度～、法人後見を担う一般社団法人職員等にも受講対象を拡大。

※広域的な整備に取り組む市町村への支援：地域医療・介護確保総合基金を活用し、中核機関の
設置や地域連携ネットワークの整備を広域で進める場合、市町村職員間の認識の共有が重要な
ことから、当該自治体間での勉強会等を進める場合に補助を付与。また、広域での担い手確保
を目的とした地域住民等に対する市民後見人等に関する普及啓発等の取組に対しても補助を付
与する。

・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

事業や支援の対象を拡大することを通じて、
県内全域の法人後見受任体制の整備を進めている。

ポイント！

市町村職員

県職員

【研修を受講した市町村職員による感想】
・行政も社会福祉協議会による後見センターと一緒に取り組みながら役割分担をして利用者本位の支
援をしていかなければいけないと思った。
・法人後見から見えてくる社会福祉協議会のあり方や支援などを学ぶことができ、地域福祉からの見
方など多角的に考えるきっかけとなった。
・法人としての支援の在り方や被後見人の意見を尊重する姿勢は大切だと思った。
・広域連携の意義、メリットがよく分かった。日頃の連携が重要だと再認識した。
・権利擁護支援体制の構築に向けて、どのような取組が必要か具体的に分かり、今後の取組の進め方
の参考となった。
・法人後見に取り組まれている社協の発表や意見は、とても為になるものでした。住民のことを考え
れば、できるだけ早く取り組まなければならないと改めて感じた。

【受講実績や感想から分析した効果】
・法人後見支援員養成修了者は、日常生活自立支援事業の生活支援員として活動されて
いる方もおり、権利擁護支援のための担い手が育成されている。
・社会福祉協議会が法人後見に取り組むことで、住民に対する具体的な支援内容を知る
ことができ、市町村に求められる権利擁護支援に対する役割について意識を高める効
果がある。
・市町村職員にとって、今後の権利擁護支援の取組の進め方を学ぶことができる効果が
大きい。
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（５）－２．宮崎県・宮崎県社会福祉協議会

「広域での整備が考えられる市町村や当該地域への働きかけ、
個別訪問、情報提供」の例：  
・中核機関整備に向けた後方支援
・市町村に対する個別の助言や支援

中核機関設置に向けた後方支援や市町村に対する個別の
助言や支援のポイント

○市町村で実施される協議や勉強会を訪問し、市町村の課題に応じた、取組方法や先進地
の事例等の説明や情報提供を行っている。

○広域連携で中核機関整備に取り組む市町村に対しては、市町村間の考え方について共通
認識が図れるように個別に助言や支援を行っている。

○県の取組について家庭裁判所と情報共有を行っている。

□各取組の概要□　

○中核機関の整備に向けた後方支援

・開始年月：H30年5月、6月頃に開催した説明会で、県内各地で広域による取組の検討が開始
したと考えられる。

・取組例
－H31.3現在、宮崎県では、3つの地域で、広域での中核機関や地域連携ネットワークの整備

に向けた検討が行われている。
－宮崎県の場合、県や県社協から広域での取組に関する働きかけを行ったことはなく、各地

で中心となる地域が主体的に声をかけて協議が開始されている。
－また、別の分野で定住自立圏構想の取組が進められている場合、連携や協力が進めやすい

という面もあると考えられる。
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市町村職員

・広域連携により、ヒト・カネ・モノ・情報の面で単独市町村の資
源を活用した以上の効果を得ることができる。

・広域で取り組もうと考えている他自治体にとっても、協議の進め
方やスケジュール、関係機関の関わり方や依頼の仕方等、先行地
域からノウハウを学べたり、質問できる効果が大きい。

・広域連携による中核機関の整備を検討中
・H30.12、検討を行うための検討委員会を設置。
＜検討事項＞（検討内容は見直しの可能性あり）
－中核機関：各市町が単独で全ての機能を担うが、個別の取組や業務内容により広域連携

で取り組んだ方が効果的な取組について広域での実施を検討。
－コア会議：構成メンバーは未定
－「地域連携ネットワーク」の在り方：現状、機能、構成等
－市町村計画（骨格部分）：2021年に策定予定、中核機関の在り方を検討する中で、骨子
　　　　　　　　　　　　　部分は広域連携に 関する内容を記載する予定。
＜委員等の構成＞
－委員：弁護士会、リーガルサポート、社会福祉士会、学識者、行政書士会 ※増員を予定
－社　協：1市2町の社協
－事務局：1市2町の行政（高齢福祉担当部署、障害福祉担当部署）
－オブザーバー：宮崎家裁、宮崎県長寿介護課

・県の役割
－広域で進める場合、首長申立ての経験が少ない自治体に対し、自治体として検討し考えを

まとめるように促している。
－当検討委員会や事務局自治体の許可を得て、県内市町村にも当検討委員会の傍聴を呼びか

けている。

・広域で取り組むことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

県内自治体の先行地域をモデルケースとすることで、
他地域の学びの機会となっている。

ポイント！

【参考：A グループ（1 市 2 町）】
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○市町村に対する個別の助言や支援

・開始年月：H30年5月～、県内各地で成年後見制度利用促進に関する説明や広域による取組の
検討が促進されることを目的に、県職員が個別に地域を訪問し、説明や助言を行っている。

・取組例（H30年度実績）

市町村や地域を個別に訪問して相談にのることで、県にとっては各地域の
状況把握、市町村にとっては個別にのってもらえる機会となっている。

ポイント！

28

2

4

2

2

3

2

権利擁護人材育成・資質向上支援
体制づくり事業説明会を実施し、成年後見制度利用促進に関する意見交換等を実施。

市町村に対する個別の助言や支援実績

※ヒアリング調査資料より。
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平成 30 年 3 月 30 日、全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会は、「成年後見制度利用
促進における社協の取組みと地域における権利擁護体制の構築に向けた基本的な方策」を
発出した。この中で、「社協は、これまでの取組みを活かし、基本計画で謳われている地
域連携ネットワークに積極的に参画するとともに、中核機関の受託を進めるなど、成年後
見利用促進にかかる取組みを積極的に進めていくべきと考える」とある。また都道府県社
協による市町村社協への支援として、「成年後見制度の利用促進を進めるため、都道府県
行政と協議し、市区町村社協への支援や町村部等における広域的な事業を実施する必要が
ある」とし、その具体的な支援について 9 つの項目を示している。

それを受け、埼玉県社協としては、市町村社協からの情報収集を元に、専門職団体との
かかわりがない社協や法人後見にまだ着手ができていない社協への支援を中心的な取組み
とした。

また、埼玉県と協働で「県協議会」「（裁判所圏域に）地区協議会」を立ち上げ、行政、
社協、専門職団体との「顔の見える関係作り」から始めることとした。まずは、県と県社
協の担当者同士が、絵を描き、連携の土壌を作り、さいたま家裁との連絡会や課題の解決
に向けた意見交換を重ねることとなった。その中で、県と県社協が一緒に市町村、市町村
社協を訪問し、市町村における課題などに耳を傾けた。行政と社協は、今までもよりよい
パートナーシップを築きながら様々な事業を展開してきたが、これを機に、今日的な社協
と行政の関係について整理し、更なる連携強化が求められることだろう。その１つが、こ
の「成年後見制度利用促進」にかかることではないか。とりわけ成年後見利用促進や中核
機関等の受託については、社協だけで完結することは難しく、地域の関係者と協議し、行
政との連携のもと、体制整備を図ることは重要なポイントだと考える。たとえば、成年後
見制度利用促進基本計画には、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用で
きるよう、各地域において、権利擁護支援のプラットホームとなる地域連携ネットワーク
の構築を図ることとされているが、地域共生社会を見据えた今後の権利擁護のあり方につ
いては、行政と社協が、地域住民や地域の団体・組織を巻き込んだ協議をする場をもつな
どし、計画的な推進が期待されるだろう。

実際の訪問活動では、行政と社協が一緒に説明に耳を傾けてくれた。法律や計画の内容
の確認から始まる時もあれば、すでに行政と社協が連携を密にその街の将来像を描いてい
るところもあった。ただ残念なことに、まだこの法律や基本計画の趣旨が十分に伝わって
いないことや多くの福祉課題を抱え、すでに疲弊している様子、予算が厳しくここまで手
が回らないなどの嘆きを耳にすることになったのも事実である。県の担当者とともに訪問
の意図や今後の見通しを説明しつつも、現状を受け止め、打開策がないか丁寧に聞き取り
を行っていった。そこには、アンケート調査では、把握できなかった現状が見え隠れした。

「ネットワーク」については、「事業ごとに様々なネットワーク図を示され、もうこれ以上
は・・・」という意見もあった。その様な時には、地域共生社会のネットワークの中に司
法を入れていくなどの工夫や今後の超高齢社会、地域移行の進展に伴い、地域福祉の中に

「権利擁護の視点」は欠くことができない大切なものだという事を説明し、今一度検討を

成年後見制度利用促進に向けて、県と県社協ができること
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター　丸山広子
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していただけないかと納得がいくような説明を心がけた。さらに計画の策定が困難である
との訴えには、県と県社協は、他の市町村の取組み事例を情報提供するなどして市町村を
支援した。

一方、市町村社協に対する支援として、「日常生活自立支援事業」の経験を活かし、利
用者の将来を見据え、成年後見制度への移行や利用者視点の法人後見事業の取組みが推進
されるよう、来年度「法人後見業務担当職員養成研修」を企画した。これは平成 30 年度
の「法人後見業務の手引き」の改訂に続き、この事業を推進していく下地を県社協として
示し、社協としての「成年後見制度利用促進」への第一歩を踏み出してほしいというメッ
セージに等しい。私は、県社協の職員として、地域福祉を推進する中核的な団体としての
使命を果たすことを忘れず、地域共生社会の実現に向け、権利擁護の視点を基軸に、県内
の行政や社協さらには、専門職団体とのつながり深め、推進策の提案やあきらめない姿勢
で、県とともにさらに歩みを進めたい。
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(1) 成年後見制度に関する意見交換会
年に一度、市町村や市町村社協の方々と顔を合わせ、直接意見を聞ける機会なので、最

も力を入れている取組の１つである。この会議で出された意見を受け、実現したことも多
い。例えば、「県には家裁や専門職団体との橋渡しをしてほしい。」という声があり、平成
30 年度から本会議を拡充し、家裁や専門職の方々にも参加していただいている。県にとっ
て、調査だけでは分からない各市町村の状況が把握できるだけでなく、家裁や専門職の方々
にも各市町村の状況、特に小規模な自治体の困難さについてご理解いただけたのではない
かと思う。

その他にも、この会議において「県のたよりで市民後見人について広報してほしい。」
という意見を受け掲載したところ、県民から多くの反響をいただいたり、「市町村域を超
えた市民後見人の横のつながりがほしい。」との意見から、県社協で市民後見人同士が情
報交換を行える場を設定することにつながったりした。

(2) 成年後見に関する横浜家庭裁判所との連絡協議会
本県において、平成 24 年度から市民後見人養成基礎研修を開始するに当たり、市民後

見人の受任に向け、市町村等がどのような研修を実施し、バックアップ体制を整備すべき
か、家裁に助言していただくため、意見交換の場を要請したことが始まりである。本会議
の積み重ねにより、市民後見人の養成を行う市町村等のバックアップ体制が整備されつつ
あり、家裁において市民後見人候補者が却下されることが少なくなった。その結果、平成
30 年８月１日時点で、県内延べ 109 件の受任につながっている。

また、国基本計画において、都道府県の役割として「家庭裁判所（本庁・支部）との連
携」が求められていることから、平成 29 年度から家裁各支部の後見担当者に、本庁に来
ていただき、参加者全員で協議する時間と、支部ごとに分かれて情報交換を行う時間を設
ける等の工夫を行っている。

(3) 成年後見制度セミナー
いわゆる市町村長申立て研修であるが、平成 29 年度に県社協が実施した実態把握調査

において、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所の方々が、ご本人やご家族の身
近な支援者として、権利擁護に関する高い関心・意識を持ち、苦労しながら申立て支援等
を行っている現状が分かり、また、国基本計画において「関係者の資質の向上」も都道府
県に求められていることを踏まえ、平成 30 年度から地域包括支援センターや障害者相談
支援事業所の職員も受講対象としている。なお、講義の内容はあくまで「市町村長申立て」
なので、その点はご理解いただきながら、参加していただいている。

(4) 結びに
その他にも、ある町で、広域的な取組の検討をしたいが自分たちから他の自治体に声を

かけにくいという悩みを聞いて、当該市町を対象とした県主催の会議を開催したり、ある

神奈川県の成年後見制度に関する市町村支援
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課　主事　香野　遥
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市から、勉強会の開催に当たり国基本計画の説明をしてほしいとの要望を受け、僭越なが
ら講師をしたりと、各市町村の個別の状況に応じてできる限りの対応をしている。

全国どの地域に住んでいても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、つまり県内の
地域差が生じないよう、県内全体を俯瞰しながら市町村の体制整備等を後押ししなければ
ならない都道府県の役割は非常に大きい。

一方で、本県同様、ほとんどの都道府県担当者が一人で他業務と兼務しながら、また、
どこまで市町村に踏み込んでいいのか悩みながら取り組んでいらっしゃることと思う。私
は、既存の取組をどう拡充させれば国基本計画における都道府県の役割に近づけるかとい
うことを考えながら、悩んだ時は県社協をはじめ色々な人に相談し、やれることからやっ
てみるという姿勢で取り組んでいる。都道府県にとっては制約が少ない分、自由に考えチャ
レンジできる点に取り組み甲斐があるのではないだろうか。こうした本県の取組が皆様方
の一助となれば幸いである。
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成年後見制度の利用促進のための政策的課題は枚挙にいとまがないが，ここでは，①質
の高い成年後見人候補者の確保と，②成年後見制度の運用に関する都道府県の役割の明確
化という２つの課題を同時に解決するための方策として，１つの試論を提起してみたい。
それは，「都道府県知事による適格法人後見団体の認定制度」の導入である。この試論の
意義について，まずは現状における①②の問題点から確認しておこう。

法定後見人の供給母体が親族後見人から第三者後見人に大きく移行したことは周知の
とおりである。現行制度が始まった平成 12 年度の新規選任事案で 90.9％を占めていた親
族後見人は，平成 30 年には 23.2％にまで激減している。これに加えて，さらに注目すべ
きは，その属性別の比率である。平成 12 年度の場合，選任率の高い順に，子 34.5％，配
偶者 18.6％，兄弟姉妹 16.1％，その他親族 12.1％，親 9.6％であった。これに対して，平
成 30 年では，子 12.1％，その他親族 3.9％，兄弟姉妹 3.6％，配偶者 2.0％，親 1.8％となっ
ているⅰ。いずれも子がトップであることは変わらないが，その選任率は 3 分の 1 近く
まで低下している。そして，より重要な点は子以外の親族の存在感がほとんど失われてい
ることである。そもそも親族後見人の利点は，本人との親密性や信頼関係に基づく的確な
コミュニケーションの可能性，本人情報や本人の価値観への精通，さらには，こうした関
係性に基づく「本人らしさ」の代弁可能性等の点にある。したがって，本人と疎遠な親族
を選任しても意味はない。少子高齢化，生涯未婚率の上昇等の人口学的要因からすれば，
こうした後見人としての適格性を備えた親族のいる者は，今後ますます減少する蓋然性が
高い。もちろん，適格性のある親族を今後積極的に活用していくことは望ましいことだが，
親族の比率を制度開始当初の状況まで戻すことは，もはや現実的とはいいがたいだろう。

他方で，現在の主力である専門職後見人の増強にも限界がある。平成 30 年の新規選任
率は司法書士 29.0％，弁護士 22.5％，社会福祉士 13.3％にのぼり，これらの三士業（い
わゆる三士会）で全体の 6 割以上を占めている。しかし，専門資格職の数を短期間で増や
すことが困難なことは自明である。加えて，そもそもわが国の専門職後見は，制度上は，
単に法律・福祉等の専門資格職による後見を意味するにすぎず，必ずしも後見それ自体の
専門家による後見というわけではない（特定の専門資格の保有が，ただちに後見人として
の適性や専門的なスキルを保証するものではないことに留意すべきである）。このため，
単純に専門資格職の人数を増員するだけでは意味がなく，その中からさらに後見人候補者
をリクルートし，研修等を通じて育成していくことが必要となる。したがって，良質の専
門職後見人の供給を短期間に急増させる政策にも現実味が薄い。他方，専門職後見人一人
当たりの受任数を安易に増やすことは後見の質の低下を招くおそれが大きい。

それでは，近年大きな脚光を浴びている市民後見人はどうか。残念ながら，これも特効
薬とはいいがたい。まず，平成 30 年の新規選任率はわずか１％未満にすぎない。さらに，
中長期的な観点からみても，たとえば過疎地域を考えると，超高齢化により後見ニーズが
高まる一方で，地域に支援者たりうる市民の数自体がそもそも不足しがちとなるからであ
る。結局，わが国の現在の人口構成を考える限り，（本人と後見人が完全に１対 1 対応の
関係となる）マンツーマン型の個人後見頼みでは，これ以上の利用促進は困難というべき

法人後見活用のための都道府県知事による認定制度の導入
新潟大学法学部　上山　泰
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だろう。かくして，必然的に浮上するのが法人後見体制の整備という課題である（一般的
な地域では，市民後見人もまずは後述する適格法人後見団体内の実働部隊である後見支援
員等として活用していくことが現実的であろう）。

ところが，現在の法人後見には大きな構造的欠陥がある。それは，法人後見団体として
の質の保障をおこなう仕組みの未整備である。ここには最低限の財政基盤の確保という要
素が含まれる。そもそも現行の法定後見制度の報酬に関する規定は，近親者による無報酬
労働モデルを前提とした禁治産宣告制度の残滓である（現行法でもこの点に関する規律が
民法第四編「親族」編に残置されたままであるという事実がこのことを雄弁に物語る）。
近年では裁判所の努力により報酬額の目安が公表されるなどの改善点も見受けられるが，
依然として後見報酬額の予測は難しく，法人の予算策定にあたって大きなネックとなる（現
行法上，後見報酬は後払い方式であるため，仮に純粋な法人後見団体を新たに立ち上げた
場合，少なくとも初年度は収入ゼロになりかねないことにも留意する必要があろう）。よ
り深刻な点は，本人に資力がない場合，そもそも後見報酬はおろか，実費の償還すら困難
になることである。報酬等の助成として成年後見制度利用支援事業があるものの，この実
施状況には地域差が大きく，少なくとも現状では完全な補填を期待することはできない。
また，本来であれば後見扶助が生活保護費として認められるべきであるが，この点の議論
も進んでいない。かくして，現状では後見報酬を主たる収入源として法人を運営すること
はきわめて困難である。

ところで，「法人は死なない」（＝長期継続性が担保される）ことが，しばしば法人後見
の利点として挙げられるが，法人も当然に破産はするし，これにより法人格が消滅するお
それがあることを見落としてはならない。さらに，破産者は後見人の欠格事由であるため

（民法 847 条 3 号），仮に法人後見団体が破産すれば，そもそも，この時点で後見人とし
ての地位を当然に失い，当該法人が受任している全件について後見人の追加選任が必要と
なる。しかし，現状の法人後見人は地域に他に担い手がいない場合の最後の受け皿として
機能していることが多い。このため，仮に多数の案件を抱える法人後見団体が破綻した場
合，当該地域内でただちに代わりの後見人候補者を見出すことは不可能に近い。つまり，
現実的には，地域で既に一定の受任実績のある法人後見団体を経済的に破綻させるわけに
はいかないわけである。とすれば，現実問題として後見報酬のみでは経営が不安定となる
法人後見団体に対する公的な助成のしくみが検討されるべきであろう。既存の成年後見制
度利用支援事業に基づく報酬助成が個別の低資力者案件を対象とするのに対して，良質な
法人後見団体の安定的・継続的な運営を担保するために，継続的にその運営費を助成する
わけである（既存の成年後見制度法人後見支援事業よりも直接的な支援策となる）。

もちろん，こうした公的助成の対象は質の高い法人後見団体に限定されなければならな
い。そこで私見は，「成年後見制度の運用に関する都道府県の役割の明確化」の課題と絡
めて，都道府県知事による適格法人後見団体の認定制度の導入を提言したい。簡単にいえ
ば，先の法人後見団体に対する運営費助成の対象を都道府県知事が認定する適格法人後見
団体に限定し，その認定手続と監督を都道府県の業務として位置付けることで，地域にお
ける良質かつ安定的・継続的な法人後見サービスの提供を保障しようというものである。

周知のように，成年後見制度利用促進法によって，国，都道府県，市町村が成年後見制
度の適正な運用に一定の役割を果たすべきことが明らかにされた。しかし，側聞する限り
では，国と市町村に比べて，一般に都道府県の動きが鈍いという。私見によれば，その理
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の
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由の一端は都道府県の役割の抽象性に求められるように思われる。市町村の場合，法律上，
市町村長申立てに関する権限（老人福祉法 32 条等）が与えられているうえ，虐待防止法
制を通じて部分的には義務化もされている（高齢者虐待防止法 9 条 2 項等）。また，この
申立権の実効性を担保するために，努力義務ではあるが，適正な後見人候補者の育成やそ
の家庭裁判所への推薦等といった地域の法定後見の運用に直接関わる役割が与えられてい
る（老人福祉法 32 条の 2 等）。これに対して，都道府県の法律上の役割は，基本的には
広域的な見地からの市町村に対する支援（利用促進法 15 条，老人福祉法 32 条の 2 第 2 項）
という間接的な関わりにとどまっている。おそらく，こうした位置づけのみでは，地域の
具体的な後見ニーズが都道府県までには届きにくいとともに，都道府県側としても具体的
な所掌事務が見えづらいために余計に動きが鈍くなりがちなのではないだろうか。

仮にこの見方が的を射たものであるならば，成年後見制度の運用に直接的に関わる権能
を都道府県に付与し，その役割を明確化することが有効な処方箋となるように思われる。
そして，この都道府県の役割を良質な法人後見人の確保という，もう一つの喫緊の課題と
結び付ける形で構築することができれば，まさに一石二鳥の政策となりえるだろう。これ
が本コラムの提言の狙いである。

ⅰ平成 12 年度の比率については，最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況～平成 12

年 4 月から 13 年 3 月～」参照。平成 30 年の比率については，同「成年後見関係事件の概況～平成

30 年 1 月から 12 月～」10 頁のデータに基づき筆者が算出した。
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・ 成年後見制度利用促進基本計画

成年後見制度利用促進基本計画
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第
７
条
�
こ
の
内
規
に
ᐃ
め
る
も
の
の

か
、
必
要
な
事
項
は
、
準
備
会
が
ู
に
ᐃ
め
る
。
�

� �
�
㝃
�
๎
�

（
施
行
期
᪥
）
�

１
�
こ
の
内
規
は
、
平
成
２
９
年
１
㸮
᭶
１
᪥
よ
り
施
行
す
る
。
�

（
ྊ
集
の
≉

）
�

２
�
こ
の
内
規
の
施
行
後
、
ึ
め
て
招
集
ࡉ
れ
る
会
議
は
、
第
４
の
規
ᐃ
に
か
か
ࢃ
ら
ࡎ
、
健
康
福
祉

部
長
が
こ
れ
を
招
集
し
、
座
長
が
選
出
ࡉ
れ
る
ࡲ
࡛
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
三
豊
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
設
置
準
備
会
内
規
�

� �
（
設
置
）
�

第
�
条
�
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
８
年
度
法
律
第
２
９
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）

の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
豊
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
準
備
会
（
以
下
「
準

備
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。
�

� �
（
所
掌
事
項
）
�

第
２
条
�
準
備
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。
�

（
１
）
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
審
議
会
の
立
ち
上
げ
に
向
け
て
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。
�

（
２
）
そ
の
他
、
必
要
な
事
項
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
。
�

� （
構
成
）
�

第
３
条
�
�

（
１
）
三
豊
・
観
音
寺
市
医
師
会
�

（
２
）
三
豊
市
社
会
福
祉
協
議
会
�

（
３
）
三
豊
市
福
祉
事
務
所
�

（
４
）
三
豊
市
健
康
福
祉
部
�

（
５
）
三
豊
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
�

（
６
）
成
年
後
見
制
度
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
�

（
７
）
そ
の
他
連
絡
及
び
連
携
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
機
関
�

� （
運
営
）
�

第
４
条
�
準
備
会
に
座
長
を
置
き
、
構
成
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
�

２
�
座
長
は
、
会
議
の
招
集
、
進
行
及
び
総
合
的
な
連
絡
統
制
を
行
う
。
�

３
�
座
長
に
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
座
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
代
理
す
る
。
�

� （
庶
務
）
�

第
５
条
�
準
備
会
の
庶
務
は
、
三
豊
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。
�

� （
秘
密
の
保
持
）
�

第
６
条
�
構
成
員
は
、
会
議
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
の
情
報
そ
の
他
秘
密
に
期
す
べ
き
事
項
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
。
構
成
員
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。
�

� （
そ
の
他
）
�
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市
町
村
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
計
画
化
の
方
法
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

0

 
 

 
  

 
  

地
域

包
括

支
援

・
委

託
障

が
い

相
談

・
地

活
Ⅰ

型
向

け
調

査
票

 
 

 
 

 
  

 
�

分
類

�
包

括
�・

�委
託

相
談

�・
�地

活
Ⅰ

�
事

業
所

名
�

�

回
答

者
�

役
職

・
氏

名
�

�
電

話
�

�

� ＜
１

 
成

年
後

見
制

度
の

利
用

ニ
ー

ズ
に

つ
い

て
＞

 

【
問

１
】

平
成

２
９

年
度

（
H
29

.4
～
H
30

.3
）

に
お

い
て

、
貴

事
業

所
に

て
相

談
対

応
（

新
規

・
継

続
ケ

ー
ス

と
も

に
含

む
）

し
た

市
民

の
う

ち
、

以
下

の
項

目
に

該
当

す
る

人
数

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

対
象

者
１

人
に

つ
き

２
つ

以
上

の
項

目
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
最

も
当

て
は

ま
る

と
思

わ
れ

る
項

目
に

カ
ウ

ン
ト

し
、又

回
答

は
初

期
対

応
し

た
時

点
で

の
状

態
で

判
断

い
た

だ
き

、
現

在
は

成
年

後
見

制
度

の
利

用
等

で
課

題
が

解
消

し
て

い
る

場
合

も
含

み
ま

す
。

【
回

答
】

�
回

答
欄

�

①
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
治

療
や

介
護

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

必
要

性
や

契
約

を
理

解
で

き
な

い
、

拒
否

が
あ

る
な

ど
支

援
が

進
ま

な
い

。
�

�
人

�

②
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
以

下
の

よ
う

な
金

銭
や

財
産

の
管

理
に

関
す

る
状

況
が

発
生

し
て

い
る

。
�

・
商

品
を

次
々

購
入

す
る

な
ど

、
収

入
に

見
合

っ
た

適
切

な
支

出
が

で
き

な
い

。
�

・
家

計
管

理
が

で
き

な
い

。
�

・
税

や
保

険
料

、
利

用
料

な
ど

を
現

に
滞

納
、

又
は

負
債

が
あ

る
が

、
適

切
に

返
済

等
の

対
応

が
で

き
て

い
な

い
。

�
・

土
地

や
建

物
、

有
価

証
券

等
の

資
産

の
管

理
が

適
切

で
な

い
。

�

�
人

�

③
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
預

金
や

年
金

を
取

り
上

げ
ら

れ
る

な
ど

経
済

的
虐

待
や

金
銭

搾
取

、
そ

の
他

の
虐

待
（

身
体

的
・

性
的

・
心

理
的

・
ネ

グ
レ

ク
ト

な
ど

）
を

受
け

て
い

る
又

は
そ

の
疑

い
が

あ
る

。
�

�
人

�

④
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

、
不

動
産

の
処

分
や

遺
産

分
割

協
議

、
相

続
な

ど
の

法
律

行
為

を
行

え
な

い
。

�
消

費
者

被
害

や
悪

徳
業

者
に

つ
き

ま
と

わ
れ

て
い

る
又

は
そ

の
疑

い
が

あ
る

。
�

�
人

�

⑤
�

判
断

能
力

は
あ

る
が

、
身

元
保

証
問

題
、

任
意

後
見

制
度

、
委

任
契

約
な

ど
の

相
談

対
応

の
必

要
が

あ
る

。
�

�
人

�

⑥
�

本
人

の
判

断
能

力
が

不
十

分
で

あ
る

た
め

に
、

そ
の

他
困

難
な

事
情

が
あ

る
が

、
適

切
に

対
応

で
き

て
い

な
い

。
�

�
人

�

合
計

 
 

人
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（

職
員

）

第
６

条
　

セ
ン

タ
ー

に
次

の
職

員
を

置
く

。

（
２

）
　

業
務

ᢸ
ᙜ

（
３

）
　

そ
の

他
セ

ン
タ

ー
業

務
㐙

行
に

ᙜ
た

っ
て

必
要

と
ࡉ

ࢀ
る

職
員

　
（

開
設

᪥
及

び
開

設


㛫
）

第
７

条
　

セ
ン

タ
ー

の
開

設
᪥

及
び

開
設


㛫

は
、

次
の

各
ྕ

に
ᐃ

め
る

と
こ

ࢁ
に

よ
る

。

（
１

）
　

開
設

᪥
　

᭶
᭙

᪥
か

ら
㔠

᭙
᪥

と
す

る
。

た
だ

し
、

ᅜ
民

の
⚃

᪥
に

関
す

る
法

ᚊ
（




２
３

年
法

ᚊ
第

　
　

　
　

　
　

１
７

８
ྕ

）
に

つ
ᐃ

す
る

ఇ
᪥

及
び

１
２

᭶
２

９
᪥

か
ら

⩣
年

１
᭶

３
᪥

ࡲ
で

を
㝖

く
。

（
２

）
　

開
設


㛫

　
༗

前
８


３

㸮
ศ

か
ら

༗
後

５


１
５

ศ
ࡲ

で
と

す
る

。

　
（

⤒
㈝

の
㈇

ᢸ
）

第
８

条
　

セ
ン

タ
ー

の
⤒

㈝
は

、
後

見
ሗ

㓘
、

市
町

村
委

ク
ᩱ

そ
の

他
の


入

を


て
る

。

２
　

市
町

村
委

ク
ᩱ

は
、

ᖹ
ᆒ


及

び
人

ཱྀ


と
し

、
そ

の
㢠

は
ู

に
ᐃ

め
る

。

　
（

運
営

委
員

会
）

第
９

条
　

第
３

条
各

ྕ
に

掲
げ

る
事

業
の

適
ṇ

な
運

営
及

び
ⱞ


の

ゎ
Ỵ

の
た

め
、

セ
ン

タ
ー

に
運

営
委

員
会

を

　
置

く
。

２
　

委
員

会
の

任
務

は
、

次
の

と
࠾

り
と

す
る

。

（
１

）
　

第
３

条
各

ྕ
に

掲
げ

る
事

業
の

運
営

᪉
㔪

の
᳨

ウ
に

関
す

る
事

㡯

（
２

）
　

援
助

ᅔ
㞴

ࢣ
ー

ࢫ
の

ฎ
㐝

に
関

す
る

事
㡯

（
３

）
　

事
業

に
関

す
る

ⱞ


ゎ
Ỵ

に
関

す
る

事
㡯

（
４

）
　

設
置

要
綱

等
の

ኚ
᭦

に
関

す
る

事
㡯

（
５

）
　

そ
の

他
セ

ン
タ

ー
運

営
に

関
す

る
必

要
な

事
㡯

３
　

運
営

委
員

会
の

委
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

と
す

る
。

（
１

）
　

関
係

市
町

村
ᢸ

ᙜ
ㄢ

長

（
２

）
　

セ
ン

タ
ー

運
営

ᅋ
体

の
ᢸ

ᙜ
㈐

任
者

（
３

�
�
�
�
運

営
委

員
長

が
必

要
と

認
め

る
者

４
　

委
員

の
任

ᮇ
は

、
１

年
と

し
、


任

を
ጉ

げ
な

い
。

５
　

運
営

委
員

会
に

委
員

長
及

び


委
員

長
を

置
き

、
委

員
が


選

す
る

。

　
（

法
人

後
見

受
任

ᑂ
査

会
）

第
1
0
条

　
セ

ン
タ

ー
が

行
う

法
人

後
見

業
務

に
ࡘ

い
て

、
そ

の
受

任
が

適
切

で
あ

る
か

の
ᑂ

議
を

行
う

た
め

、
法

　
人

後
見

受
任

ᑂ
査

会
を

置
く

。
法

人
後

見
受

任
ᑂ

査
会

の
委

員
は

、
運

営
委

員
会

が
必

要
と

認
め

る
者

を
任



　
す

る
。

　
（

⿵
๎

）

第
1
1
条

　
こ

の
要

綱
に

ᐃ
め

る
も

の
の


か

必
要

な
事

㡯
は

、
運

営
委

員
会

が
ู

に
ᐃ

め
る

。

　
　

　
㝃

　
๎

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

３
年

４
᭶

１
᪥

か
ら


行

す
る

。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

４
年

１
２

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

５
年

１
１

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
２

６
年

１
１

᭶
１

᪥
か

ら


行
す

る
。

　
こ

の
要

綱
は

、
ᖹ

成
３

１
年

４
᭶

１
᪥

か
ら


行

す
る

。

（
１

）
　

所
長

　
（

設
置

）

第
１

条
　

伊
那

市
、

駒
ヶ

根
市

、
辰

野
町

、
箕

輪
町

、
飯

島
町

、
南

箕
輪

村
、

中
川

村
及

び
宮

田
村

（
以

下
「

関

　
係

市
町

村
」

と
い

う
。

）
は

、
上

伊
那

成
年

後
見

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
。

　
（

目
的

）

第
２

条
　

セ
ン

タ
ー

は
、

認
知

症
高

齢
者

、
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

等
の

人
権

を
尊

重
し

、
一

人
ひ

と
り

が
そ

　
の

人
ら

し
く

地
域

で
安

心
し

て
生

活
で

き
る

よ
う

、
関

係
機

関
と

の
連

携
及

び
協

働
に

よ
り

、
成

年
後

見
制

度
等

　
の

普
及

及
び

相
談

、
後

見
人

等
の

受
任

そ
の

他
各

種
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

事
業

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

　
（

事
業

内
容

）

第
３

条
　

セ
ン

タ
ー

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
次

に
掲

げ
る

事
業

を
行

う
。

（
１

）
成

年
後

見
制

度
、

権
利

擁
護

等
の

研
修

及
び

啓
発

　
　

ア
　

行
政

及
び

福
祉

関
係

者
へ

の
成

年
後

見
制

度
等

の
研

修

　
イ

　
住

民
に

対
し

て
、

成
年

後
見

制
度

等
の

周
知

及
び

Ｐ
Ｒ

並
び

に
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
開

催
等

の
啓

発

（
２

）
成

年
後

見
・

権
利

擁
護

相
談

（
関

係
市

町
村

、
市

町
村

社
会

福
祉

協
議

会
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

　
害

者
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー
等

か
ら

の
相

談
対

応
）

（
３

）
成

年
後

見
申

立
て

の
支

援

　
ア

　
関

係
市

町
村

長
が

行
う

成
年

後
見

申
立

て
の

支
援

　
イ

　
本

人
又

は
親

族
が

行
う

成
年

後
見

申
立

て
の

支
援

（
４

）
専

門
職

を
含

む
適

切
な

後
見

人
の

紹
介

、
推

薦

（
５

）
関

係
市

町
村

か
ら

依
頼

の
あ

っ
た

案
件

に
係

る
法

人
後

見
の

受
任

（
６

）
市

民
後

見
人

等
に

対
す

る
後

見
監

督
の

受
任

（
７

）
親

族
後

見
人

等
へ

の
支

援

　
ア

　
後

見
業

務
の

相
談

及
び

助
言

　
イ

　
後

見
業

務
の

研
修

（
８

）
権

利
擁

護
に

係
る

調
査

及
び

研
究

（
９

）
市

民
後

見
人

の
育

成
及

び
活

動
支

援

（
1
0
）

任
意

後
見

監
督

人
選

任
の

助
言

（
1
1
）

上
伊

那
全

体
協

議
会

の
開

催

（
1
2
）

そ
の

他
運

営
委

員
会

で
必

要
と

認
め

た
事

業

　
（

事
業

所
の

位
置

）

２
　

利
用

者
の

利
便

性
を

図
る

た
め

、
セ

ン
タ

ー
に

支
所

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

　
（

利
用

者
）

第
５

条
　

セ
ン

タ
ー

の
利

用
者

は
、

関
係

市
町

村
の

住
民

と
す

る
。

た
だ

し
、

関
係

市
町

村
の

住
民

で
あ

っ
た

者
で

、

　
措

置
等

に
よ

り
地

域
外

に
入

院
入

所
し

た
も

の
は

、
可

能
な

限
り

事
業

の
対

象
と

す
る

。

　
上

伊
那

成
年

後
見

セ
ン

タ
ー

設
置

要
綱

第
４

条
　

セ
ン

タ
ー

の
事

務
所

は
、

長
野

県
伊

那
市

山
寺

２
９

８
番

地
１

に
置

く
。
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�

�

平
成

３
０

年
度

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

�

次
第

�   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

日
時

�
平

成
３

０
年

○
月

○
○

日
（

○
）

�

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
○

○
時

○
○

分
～

○
○

時
○

○
分

�

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 会
場

○
○

○
○

�
○

○
○

○

� １
�

あ
い

さ
つ

２
�

自
己

紹
介

３
�

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

の
運

営
に

つ
い

て
�

� ４
�

議
事

�

（
１

）
�

○
○

地
区

に
お

け
る

成
年

後
見

制
度

の
状

況
に

つ
い

て

（
２

）
�

意
見

交
換

�
�

�
・

制
度

の
周

知
に

つ
い

て

�
�

�
・

市
町

村
計

画
の

策
定

に
つ

い
て

�

�
�

�
・

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
、

中
核

機
関

の
設

置
に

つ
い

て
�

�
�

�
・

法
人

後
見

に
つ

い
て

�

�
�

�
�

５
�

そ
の

他

雛
形

�
� � � �

埼
玉

県
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
○

○
地

区
協

議
会

運
営

要
領

�
�

� �
（

趣
旨

）
�

第
１

条
�

こ
の

要
領

は
、

認
知

症
、

知
的

障
害

そ
の

他
の

精
神

上
の

障
害

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

財
産

の
管

理
又

は
日

常
生

活
等

に
支

障
が

あ
る

者
を

支
援

す
る

成
年

後
見

制
度

（
以

下
「

制
度

」
と

い
う

。
）

の
利

用
促

進
を

図
る

た
め

、
埼

玉
県

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

○
○

地
区

協
議

会
（

以
下

「
○

○
地

区
協

議
会

」
と

い
う

。
）

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

�
�

（
目

的
）

�
第

２
条

�
○

○
地

区
協

議
会

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
�

�
一

�
○

○
地

区
協

議
会

の
区

域
に

お
け

る
関

係
団

体
の

連
携

に
関

す
る

こ
と

�
�

二
�

制
度

の
同

区
域

の
住

民
へ

の
周

知
及

び
普

及
に

関
す

る
こ

と
�

�
三

�
制

度
の

利
用

促
進

に
係

る
諸

課
題

の
検

討
に

関
す

る
こ

と
�

�
四

�
そ

の
他

、
制

度
等

に
関

す
る

こ
と

で
○

○
地

区
協

議
会

が
必

要
と

認
め

る
こ

と
�

�
（

役
員

）
�

第
３

条
�

○
○

地
区

協
議

会
に

は
会

長
及

び
副

会
長

を
置

く
。

�
２

�
会

長
及

び
副

会
長

は
、

構
成

団
体

の
互

選
に

よ
り

選
出

す
る

。
�

３
�

会
長

に
事

故
が

あ
る

と
き

、
又

は
会

長
が

欠
け

た
と

き
は

、
副

会
長

が
会

長
の

職
務

を
行

う
。

�
�

（
会

議
）

�
第

４
条

�
○

○
地

区
協

議
会

の
会

議
は

、
会

長
が

招
集

し
、

主
宰

す
る

。
�

２
�

会
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
会

議
に

構
成

団
体

以
外

の
者

に
出

席
を

求
め

、
意

見
を

聴
く

こ
と

が
で

き
る

。
�

�
（

庶
務

）
�

第
５

条
�

○
○

地
区

協
議

会
の

庶
務

は
、

会
長

の
属

す
る

市
町

�
村

�
の

成
年

後
見

制
度

担
当

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

�
�

（
そ

の
他

）
�

第
６

条
�

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

○
○

地
区

協
議

会
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
定

め
る

。
�

�
�

�
附

�
則

�
�

こ
の

要
領

は
、

平
成

○
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

�

雛
形

�
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� �

� � �

平
成

3
0
年
度

 
成
年
後
見
制
度
セ
ミ
ナ
ー
Ტ
ྵ
˓
ᎍ
ዻ
Უ
次
第

 

�

日
時

�
平

成
�
�
年

○
月

○
日

（
○

）
�

�
�

�
�

午
前

○
時

○
分

～
午

後
○

時
○

分
�

場
所

�
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

�

主
催

�
神

奈
川

県
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

� � １
�

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

○
○

�
�
○

○
�

� � ２
�

講
座

࣭
₇

⩦
「

申
立

᭩
の

᭩
ࡁ

方
の

実
際

」
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
○

○
�
�
○

○
�

�

බ
┈

社
ᅋ

法
人

�
成

年
後

見
セ

ン
タ

ー
࣭

リ
ー

࢞
ࣝ

ࢧ
࣏

ー
ࢺ

神
奈

川
県

支
㒊

�
�

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � ３
�

情
報

提
供

Ⅰ
「

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

実
ែ

ᢕ
ᥱ

ㄪ
ᰝ

概
ἣ

୪
ࡧ

に

ᅔ
㞴

事
例

の
ᑐ

ᛂ
に

つ
い

て
」

�
�

�
�

�
�
○

○
�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�

社
会

福
祉

法
人

�
神

奈
川

県
社

会
福

祉
協

議
会

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � ４
�

情
報

提
供

Ⅱ
「

≉
ᐃ

援
ຓ

ᑐ
㇟

⪅
法

ᚊ
┦

ㄯ
援

ຓ
制

度
➼

に
つ

い
て

」
�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

�

日
本

司
法

支
援

セ
ン

タ
ー

神
奈

川
地

方
事

務
所

�
�

�
�

�
�

�
○

○
○

○
�

氏
�

� � 㸳
�

事
務

連
絡

�

� � �

� �

 

平
成

3
0
年
度

 
成
年
後
見
制
度
セ
ミ
ナ
ー

 
次
第

 
�

日
時

�
平

成
�
�
年

○
月

○
日

（
○

）
�

午
前

○
時

○
分

～
午

後
○

時
○

分
�

場
所

�
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

�

主
催

�
神

奈
川

県
�

� �
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

１
�

開
会

挨
拶

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

○
○

�
�
○

○
～

○
○

�
�
○

○
�

� ２
�

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
�

�
�

�
�

○
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5

事
例
１
～
５
　
説
明
の
ポ
イ
ン
ト

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
表
紙
に
掲
載
し
て
い
る
5
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
困
り
ご
と
な
ど
の
具
体
例
を
下
記
に
記
載
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
困
り
ご
と
な
ど
が
な
い
か
、
支
援
対
象
者
と
一
緒
に
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
 

　
な
お
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
支
援
に
つ
な
が
る
の
か
、
成
年
後
見
人
等
は
ど

ん
な
こ
と
を
行
う
の
か
な
ど
は
本
書
18
、
19
ペ
ー
ジ
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
 

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
ゴ
ミ
出
し
や
掃
除
が
う

ま
く
で
き
ず
、
不
衛
生

な
部
屋
で
生
活
し
て
い

る
。

②
買
い
物
や
料
理
を
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
に
頼
む
な

ど
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
い
が
、
方
法

が
分
か
ら
な
い
。

③
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
い
が
、
ど
う
や
っ
て
探
せ
ば
い

い
か
分
か
ら
な
い
。

④
就
労
支
援
に
通
い
た
い
が
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
市
役
所
か
ら
年
金
な
ど

の
通
知
が
届
い
て
も
、

何
を
書
い
て
良
い
か
分

か
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い

る
。

②
ど
こ
に
し
ま
っ
た
の
か

思
い
出
せ
ず
、
分
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
。

③
郵
便
物
が
来
て
も
、
何
が
重
要
な
も
の
か
判
断
で
き
ず
、
郵
便

物
が
溜
ま
っ
て
し
ま
う
。

④
利
用
し
た
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
が
、
書
類
の
書
き
方
が
分

か
ら
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
お
金
の
管
理
が
う
ま
く

で
き
ず
、
使
い
す
ぎ
て

い
つ
も
足
り
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。

②
税
金
や
福
祉
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
支
払
い

を
忘
れ
て
し
ま
い
、
滞

納
や
未
納
が
あ
る
。

③
買
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
同
じ
も
の
を
何
度
も
買
っ
て
し

ま
う
。

④
自
分
で
銀
行
に
行
け
ず
、
知
人
に
お
ろ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、

勝
手
に
出
金
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
い
ろ
い
ろ
な
人
が
高

価
な
も
の
を
売
り
に
来

る
が
、
騙
さ
れ
て
い
な

い
か
心
配
。

②
年
金
支
給
日
に
だ
け

顔
を
出
し
、
こ
づ
か
い

を
も
ら
い
に
来
る
人
が

い
る
。

③
本
人
は
信
用
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
､
実
は
搾
取
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。

④
悪
い
人
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
共
謀

や
共
犯
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
心
配
。

例
え
ば
こ
ん
な
困
り
ご
と

①
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も

が
い
て
、
家
族
が
亡
く

な
っ
た
後
、
面
倒
を
見

て
く
れ
る
人
が
い
な
い

の
で
心
配
。

②
将
来
、
子
ど
も
が
病
気

や
怪
我
を
し
て
入
院
と

な
っ
た
と
き
、
子
ど
も

が
自
分
で
必
要
な
手
続
き
な
ど
が
で
き
る
か
心
配
。

③
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
が
、
親
亡
き
後
、
１
人
で
生
活
で
き
る

か
心
配
。

事
例
1

事
例
3

事
例
2

事
例
4

事
例
5

こ
の
よ
う
な
困
り
ご
と
は
成
年
後
見

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

　
　
　
　
解
決
に
近
づ
く
は
ず
！

　
　
　
　
ま
ず
は
、
相
談
窓
口
に
つ
な

　
　
　
　
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
よ

　
　
　
　
相
談
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
次
ペ
ー
ジ
で
解
説
す
る
よ

お
金
の
や
り
く
り
が
で
き
な
い

悪
い
人
に
だ
ま
さ
れ
た
ら

ど
う
し
よ
う

子
ど
も
の
将
来
が
不
安

暮
ら
し
の
サ
ー
ビ
ス
が

う
ま
く
使
え
な
い

書
類
の
手
続
き
に
困
っ
て
い
る
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࣓
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ࣝ
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で
࠾
⏦
し
㎸
み
く
だ
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。
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田
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高
齢
化
の
進
行
や
障
害
者
の
地
域
生
活
移
行
に
伴
い
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
々
が
増
加
し
、

 
 
よ
り
多
く
の
方
々
が
適
切
に
制
度
を
利
用
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

 
 
 
制

度
を

必
要

と
し

て
い

る
方

は
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
等

を
通

じ
て

福
祉

関
係

者
の

皆
さ

ま
と

関
わ

り

を
持

っ
て

い
る

可
能

性
が

高
く

、
福

祉
関

係
者

へ
の

成
年

後
見

制
度

の
理

解
促

進
を

図
り

、
皆

さ
ま

か
ら

そ

れ
ぞ

れ
の

支
援

対
象

者
や

そ
の

家
族

等
に

制
度

を
周

知
し

て
い

た
だ

く
こ

と
で

、
制

度
を

必
要

と
し

て
い

る

人
を
利
用
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

 
 
 
こ

の
よ

う
な

仕
組

み
づ

く
り

を
目

指
し

、
福

祉
関

係
者

の
皆

さ
ま

に
、

成
年

後
見

制
度

の
基

礎
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や

制

度
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
方
法
等
を
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ん
で
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た
だ
く
こ
と
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目
的
に
本
研
修
を
開
催
し
ま
す
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3
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3
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事
業
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絡

会
」
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行
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そ
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に
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さ

れ
る
方
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内

容
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の

で
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承
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1
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裁
判
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）
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方
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①
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/
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古
井
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②
 
2
/
1
2
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保
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協
会
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長
 
 
山
口
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③
 
2
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2
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原
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園
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・
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ｾﾝ
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野
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施
設

長
 
大
畑
 
彰
弘
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④
 
3
/
1
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職
員

の
た
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成
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後
見

制
度
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促
進

研
修

 

静
岡

県
委

託
事

業
 

今
年
度
作
成
し
た
“
成
年
後
見
制
度
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
”
及
び
“
わ
か
り
や
す
い
成
年
後
見
制
度

テ
キ
ス
ト
”
を
使
っ
て
、
成
年
後
見
制
度
の
概
要
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
テ
キ
ス
ト
の
有
効
な

活
用
方
法
に
つ
い
て
、
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

別
紙
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